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第１章 はじめに 
 

戦略的な標準化活動の重要性は、昨今多くの報告書等で指摘されるようになり、平成

１６年１月には、日本経団連産業技術委員会国際標準化戦略部会からも「戦略的な国際

標準化の推進に関する提言」が発表されている。 
 しかし、現在多くの企業において、標準化活動はボランティア的に位置づけられてい

るのが実情である。標準化活動は企業戦略の極めて重要な要素であるにも係わらず、標

準化による成果を数値的に把握することが困難なために、事業戦略上の核として位置づ

ける企業が比較的に少ないという傾向がある。 
 そこで、経済産業省では標準化の意義と価値を明らかにする目的で、平成１５年に産

業組織論や計量経済学、環境経済学などを専門とする経済学研究者、企業戦略や国際競

争戦略などを専門とする経営学研究者、有識者、標準化活動に係わる企業人等から構成

される標準化経済性研究会を立ち上げ、研究活動を開始した。そして、その成果は学会

発表やシンポジウムを通して企業経営者や事業戦略スタッフに対して情報発信してき

たものである。 
昨年度までの研究結果を踏まえ、平成１７年度は、電子部品産業（DVD 関連機器）、

素材産業（半導体産業）、バーコード（QR コード）、自動車産業、フラッシュメモリー
（メモリーカード）等に焦点を当て、先進的な企業へのインタビューを通じ、企業にお

いて標準化活動が事業戦略ツールとして如何に位置づけられ、また活用されているか、

その実態を調査した。更に本年度は、研究開発、知的財産権、環境 JIS と標準化との関
連性の検証も並行して開始した。 
 本報告書では、これらの調査結果を元に、企業における標準化活動の意義、事業戦略・

収益構造との関連性、政府の標準化事業政策等を紹介する。そして、本報告書における

調査結果が、企業経営者、事業戦略スタッフ、研究開発スタッフにとって、事業戦略上

の有益なツールとして標準化を積極的に活用される際の参考になることを期待する。 
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第２章 平成１７年度標準化経済性研究会の活動と狙い 
 
２－１．目的 
  
 本年度は、平成１６年度までの研究結果並びに議論を一層深化させると共に事業戦略

と標準化、デジュールと事業戦略との関係、標準化経済性に関する一般化や普遍化など

についての解析を進める。また、昨年度同様にシンポジウム等の開催を通じ研究結果を

公表する。 
 
２－２．研究体制 
 
（１）組織体制 
 平成１７年度は、研究会を改組し、幹事会の下に「事業戦略と標準化研究会」と「政

策と標準化」を設置した。なお、「政策と標準化」では、本年度、特に研究会を置いて

検討を進めることはせずに、個別の研究チームにより独自に研究を進める事とした。 
 

事業戦略と標準化研究会 政策と標準化 

■素材産業（半導体産業）に関する 
標準化調査 

■自動車産業に関する標準化調査 

■バーコード等（QRコード）に関する
標準化調査 

■フラッシュメモリー(メモリーカード)
に関する標準化調査

■研究開発と標準化 

■知財と標準化 

■環境と標準化 

■摺り合わせ電子部品に関する標準化 
調査

■ＤＶＤ関連機器に関する標準化調査 

標準化経済性研究会幹事会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図２－２－１ 平成１７年度標準化経済性研究会 研究体制 
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（２）構成メンバー 
１）各研究会委員 
①標準化経済性研究会幹事会（構成員：各事例研究のリーダー＋有識者） 
土井 教之○  関西学院大学経済学部 教授 
足立 芳寛   東京大学大学院工学系研究科 教授 
大沼 あゆみ  慶応義塾大学経済学部 教授 
垣田 行雄   財団法人 日本システム開発研究所 理事 
新宅  純二郎  東京大学大学院経済学研究科 助教授／ 

東京大学ものづくり経営研究センター 研究ディレクター 
小川 紘一   東京大学ものづくり経営研究センター 特任研究員 
椙山 泰生   京都大学大学院経済学研究科 助教授 
関根 重幸   （独）産業技術総合研究所 技術政策調査室 シニアリサーチャー 
橋本 伸    富士通（株） 政策推進本部調査開発部 担当部長 
長谷川 信次  早稲田大学社会科学総合学術院 教授 
山田 肇    東洋大学経済学部 教授 
 
○印：主査 

   ミッション：対外発表企画（シンポジウム、学会、書籍）、個別研究チーム案件・    

担当研究者検討 
 
②事業戦略と標準化研究会（構成員：各事例研究担当者＋有識者（産総研）） 
【ＤＶＤ・擦り合せ型電子部品・素材産業（半導体産業）】 
新宅 純二郎○ 東京大学大学院経済学研究科 助教授／ 

東京大学ものづくり経営研究センター 研究ディレクター 
小川 紘一   東京大学ものづくり経営研究センター 特任研究員 
富田 純一   東洋大学経営学部 講師／ 

東京大学ものづくり経営研究センター 特任研究員 
善本 哲夫   同志社大学商学部 講師／ 

東京大学ものづくり経営研究センター 特任研究員 
【自動車産業】 
土井 教之   関西学院大学経済学部 教授 
長谷川 信次  早稲田大学社会科学総合学術院 教授 
徳田 昭雄   立命館大学経営学部 助教授 

【第３世代携帯電話・フラッシュメモリー（メモリーカード）】 
依田 高典   京都大学大学院経済学研究科 助教授 
椙山 泰生   京都大学大学院経済学研究科 助教授 

【バーコード（QRコード）】 
梶浦 雅己   愛知学院大学商学部 教授 
内田 康郎   富山大学経済学部 助教授 
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松田 宏雄 （独）産業技術総合研究所 産学連携推進部門 工業標準部長 
 
  ○印：主査 
  ミッション：調査進捗管理、調査中間報告 
 
 ③政策と標準化 
  個別の研究チームの独立性が高いため、担当者参画による委員会等は開催しない。 

 
２）経済産業省・事務局 
①経済産業省メンバー 
松本 隆太郎  経済産業省 産業技術環境局 審議官（基準認証担当） 
武濤 雄一郎  経済産業省 産業技術環境局 基準認証政策課長 
横田 真    経済産業省 産業技術環境局 標準企画室長 
江藤 学    経済産業省 産業技術環境局 工業標準調査室長 
林 勇樹    経済産業省 産業技術環境局 基準認証国際室 室長補佐 
吉澤 由香   経済産業省 産業技術環境局 標準企画室 
小野 高宏   経済産業省 産業技術環境局 標準企画室 

  
 ②事務局 

大熊 謙治   財団法人 日本システム開発研究所 第一研究ユニット長 
京極 政宏   財団法人 日本システム開発研究所 第一研究ユニット次長 
結城 幸一   財団法人 日本システム開発研究所 第一研究ユニット 

 
※上記の所属・肩書きは平成１８年３月６日現在 
 
２－３．開催経緯 
 
（１）幹事会 
 １）第１回：平成１７年５月１６日（月） 

議題  ①平成１７年度活動プランについて 

②事業戦略と標準化の研究事例について 

③政策と標準化の研究内容、体制について 

④研究成果の発表について 

 ２）第２回：平成１８年１月１６日（月） 
議題  ①平成１７年度活動のこれまでの進捗状況 

②事業戦略と標準化研究の進捗状況について 

③政策と標準化の研究内容の進捗状況について 

・R&D と標準化事例研究 

・知財と標準化事例研究 

・環境と標準化事例研究 
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④研究成果の発表について 

・書籍の出版 

・事業戦略と標準化ミニシンポジウム（自動車産業、DVD 関連機器） 

・第２回事業戦略と標準化ミニシンポジウム－標準化の経済性－ 

 ３）第３回：平成１８年３月６日（月） 
議題  ①第２回事業戦略と標準化シンポジウム開催報告について 

②本年度報告書（案）について 

   ※第３回は事業戦略と標準化研究会と合同開催 
 
（２）事業戦略と標準化研究会 
 １）第１回：平成１７年８月５日（金） 

議題  ①平成１７年度活動計画について 

②事例研究テーマについて（ディスカッション） 

・研究テーマについて 

・研究内容について 

・発表方法について 

③平成１６年度調査研究内容の出版について 

④研究成果の発表方法について（ディスカッション） 

・研究・技術計画学会への参加と演題などについて 

・シンポジウム、セミナー等実施方法やスケジュール等について 

 ２）第２回：平成１７年１０月２１日（金） 
議題  ①事業戦略と標準化研究会に関するこれまでの経緯と現在の進捗状況について 

②第２０回研究技術計画学会について 

③事例研究テーマの進ちょく状況報告及びディスカッション 

・DVD 関連機器等における標準化戦略に関する研究 

・摺り合せ型電子部品に関する世界戦略に関する研究 

・素材産業分野における標準化事例動向 

・ＱＲコードにおける標準化事例動向 

・自動車産業における部品標準化の経済的効果 

・第３世代携帯電話における標準化事例動向 

④平成１６年度成果の出版について 

⑤標準化の経済性に関する今後の進め方について 
 ３）第３回：平成１８年３月６日（月） 

議題  ①第２回事業戦略と標準化シンポジウム開催報告について 

②本年度報告書（案）について 

   ※第３回は幹事会と合同開催 
 

 5



第３章 事業戦略と標準化の事例 
 
３－１．電子部品に見る事業戦略と標準化 
 
担当者：○小川 紘一、新宅純二郎、善本 哲夫（東京大学ものづくり経営研究センター） 
 
 本報告では、DVDの事例と電子部品の二つの事例を取り上げる。まず DVDの事例か
ら学んだ日本企業の標準化と事業戦略を紹介し、次にそれを踏まえながら日本の電子部

品産業が採るべき標準化・事業戦略について述べることとする。 
 
３－１－１．DVDから学んだ標準化・戦略標準 
 
（１）DVDの事業環境と製品アーキテクチャ 
 ここでは、製品アーキテクチャの視点から DVDの事業環境を分析していく。 
製品アーキテクチャとは基本的な設計思想のことであり、モジュラー型（組み合わせ

型）と擦り合せ型の二つに分類することができる。モジュラー型とは、部品を買ってき

て組み立てれば比較的簡単に製品ができるものであり、その代表例として PCや DVDプ
レイヤーなどが挙げられる。一方、擦り合せ型はセダンタイプの乗用車や部品などであ

る。これは、たとえ部品や素材を購入しても製品機能を復元できないものである。 
1990年代から多くの製品でアーキテクチャが急速にモジュラー方に転換してきた。以

前はアナログ技術をもとに摺り合せ型で製品が構築されていたが、標準化が持つオープ

ン化・スタンダード化の影響や MPU とファームウェアが利用されることで、たとえ擦
り合せ型の製品でも強制的にモジュラー型へ転換して商品化する技術が急激に進んで

いる。DVD産業を分析するにはこのような背景があることに注意しなければならない。 
アナログ製品の代表例である VTRなどは、磁気ヘッドなどの基幹部品を購入して組み

合わせただけでは製造できない。一方、DVDプレイヤーなどのディジタル家電では、光
ピックアップやチップセット（LSI）などの基幹部品が広く外販されており、チップセ
ットの中のファームウェアにカプセル化された擦り合せノウハウによって、それらの部

品を単純に組み合わせれば DVD プレイヤーの機能を誰でも簡単に復元可能である。従
って、モジュラー型製品は、技術蓄積の無いキャッチアップ工業国の企業でも簡単に市

場参入できるので急激に市場が拡大する特徴をもつ。1970~1980年代の VTRも当時は爆
発的に普及した商品言われていたが、普及台数の推移を DVD プレイヤーやレコーダー
と比較すると、DVDプレイヤーやレコーダーの方が３～５倍も速いスピードで普及して
いることがわかる。 
モジュラー化は、市場を拡大する一方で製品価格を急激に押し下げる。この現象は、

MD や VTR、CD-Audio など、モジュラー化の度合いが異なる製品間で価格を比較する
と、如実に現れる。急激な価格下落のなかでは、オーバーヘッドの高い日本企業は利益

を確保できず、多くが市場から撤退する。例えば、DVDプレイヤーは日本企業が基礎的
な技術開発の中心を担って標準化を推進してきた製品だが、この市場では DVD 技術を
持たなかった中国企業の台頭が著しく 2003 年頃に中国企業のシェアが日本企業のシェ
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アを逆転している。DVDプレイヤーは、製品アーキテクチャがモジュラー型に転換され
ると技術蓄積の少ない国が一気に日本を追い越す典型的な事例である。 

 
（２）製品アーキテクチャと標準化の形態に基づいた事業の位置取り分析 

DVDプレイヤーやレコーダーの生産では、キャッチアップ工業国の台頭が著しい。そ
の一方で、基幹部品である光ピックアップ、あるいは記録型光ディスクの成型機や色素

等の部材・製造設備、そして知財などでは依然として日本企業が高いシェアを有してい

る。この状況をスマイル・カーブで整理すると、日本企業が圧倒的なシェアを維持でき

ているのは付加価値が高い川上領域の部品・部材、及びブランド付メディア等、市場に

近い川下領域となっている。 
製品アーキテクチャには、擦り合わせ型とモジュラー型の二種類がある。一方、標準

化にもデファクト・スタンダードとオープン・スタンダードの二種類があり、これらを

組み合わせて製品の位置取りを分析することができる。それが下記の図 3-1-1である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

　

製
品
の
内
部
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ

ﾛｰｶﾙ/ﾃﾞﾌｧｸﾄ・スタンダード

　
　

擦
り
合
せ
型

　

モ
ジ
ュ
ラ
ー
型

オープン・スタンダード

薄型DVD装置、DVD-ＲＡＭ装置
　　　SuperMulti DVD装置、
２層・４層・・・膜の大容量ﾒﾃﾞｨｱ

　　　Mini Disc, UMD、
　　　　Laser Disc,　
　　　ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ・ﾃｰﾌﾟ

光ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ、精密ﾓｰﾀｰ
Ｃｈｉｐｓｅｔ，ﾚｰｻﾞ、ﾚﾝｽﾞ、OEIC、
色素材料、ｽﾀﾝﾊﾞｰ/金型、低
分子量ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ
ﾃﾞｨｽｸ製造設備、検査ｼｽﾃﾑ

　モジュラー型オープン
　　DVD+R/RW, DVD-R/RW
　　DVD±R/RW、DVDﾌﾟﾚｰﾔｰ、
　　DVD-ROM, DVD-R,+R ﾒﾃﾞｨｱ、

　　　　　　　　　標準化の形態

部品流通
設備流通

技術革新

日本企業が

圧倒的に強い

巨大市場

部品・部材は擦り合せ型ﾃﾞﾌｧｸﾄ・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

部品・部材

図３－１－１ 標準化の形態とアーキテクチャから見た製品の位置取り 
 
日本企業は左上に位置する製品群では高いシェアを維持し、右下に位置する製品群で

はシェアが低い。しかし市場が急速に拡大するのは、右下のモジュラー型オープン・ス

タンダードに位置取りされる製品群である。また、普及する製品の多くは、部品や設備

が徐々に流通することで左上から右上を経て最終的には右下に向かう。この流れをコン

トロールするのは非常に困難である。 
こういった状況を認めた上で、日本企業はどうすればよいのだろうか。第一に考えら
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れる戦略は、知財・技術のカプセル化である。製品アーキテクチャがモジュラー型にな

ると、部品・部材に付加価値が集中しやすい。これを見越して、製品が図 3-1-1 の左上
や右上に留まっている間に、国際規格に知財や技術をカプセル化して封じ込め、製品に

組み込むことが標準化・事業戦略として非常に重要である。 
また、製品が右下に移行してしまった場合でも、これを予め見越してこれまでの経営

システムを再設計し、新たな勝ちパターンを作ることができる。特に日本企業にとって

は、擦り合せが得意な企業とモジュラー型が得意な企業が連携する経営システムが有効

であり、その代表的事例として三菱電機と船井電機が連携した DIGITEK 社や、日立製
作所と LG電子の合弁会社である HLDS社を挙げることができる。またスマイル・カー
ブの川上に位置取りされる基幹部材（色素）を国際規格にカプセル化し、これを武器に

製造プロセス（スマイル・カーブの中央）とブランドや販売チャネル（スマイル・カー

ブの川下領域）を同時に支配する経営システムも、モジュラー型オープン・スタンダー

ドのビジネス・ドメインで成功する代表的な事例である。三菱化学メディアによって生

み出されたこの成功モデルは、本章の後半で紹介するクアルコム社のモデルと共通した

戦略が背景に存在する。 
 
（３）DVDの事例から何を学ぶか ―問題提起― 
 標準化は、 
① 製品を世界の隅々まで普及させ、世界中の人々に恩恵を与える。 
② 製品アーキテクチャの構造転換を加速させ、キャッチアップ型工業国に産業勃興

と先進国市場への参入チャンスを与える。 
③ しかしながら製品価格が急速に下落し、粗利の減少によってオーバーヘッドの大

きい先進国の企業が市場撤退の道を歩む。 
という性質を持っている。日本企業は、これを踏まえた上で、標準化と利益獲得を目的

とする事業戦略の両立をはからなければならない。 
 そのためには、 
① 図 3-1-1 のモジュラー型オープン・スタンダードで巨大市場が形成された後は、
付加価値が部品・部材（スマイル・カーブの川上領域）とブランド力やコンテン

ツなど（川下領域）に集中することを認識しなければならない。そのうえで経営

構造の見直しをする必要がある。例えば 2005 年に DVD のメディアと装置が約
５兆円のコンテンツ市場を生み出したが、DVD の技術開発・国際標準化・市場
開拓の全てをリードした日本企業はこの恩恵に預からず市場撤退への道を歩む。

日本企業はこの教訓を踏まえながら、標準化・事業戦略のグランド・デザインと

して、新たなビジネス・モデルをスマイル・カーブの川下領域で構築しなければ

ならない。 
② 付加価値は同時に基幹部品・基幹部材にも集中するので部品や部材などの川上領

域に対するライセンス・ロイヤリティー戦略が非常に重要であるが、現在は曖昧

に放置されている。部品・部材は日本企業が得意とする典型的な擦り合せ型の製

品であり、上記の三菱化学メディアのモデルや後述するクアルコムのモデルに例

を見る新たなビジネス・モデルが標準化・事業戦略で必要になる。 
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③ 知材戦略の見直し、とりわけ図 3-1-1の右下に位置取りされるモジュラー型の 
オープン市場では、国際市場におけるポリス・ファンクションの強化が日本企業 
を競争優位に転換させる。現在の DVD 産業が直面する苦悩（異常な価格下落）
は、その多くはポリス・ファンクションが機能していないことに起因する。すな

わち DVDでは、知財を生み出す巨額の R&D投資や重厚な人材が巨大なオーバー
ヘッドとなって日本企業に向かう凶器に転換された。この構図の冷静な分析が必

要である。国際的なポリス・ファンクションの強化無くして標準化・事業戦略は

成立しない。 
④最後に、日本企業同士の過当競争を排除しなければならない。現在のまま放置さ 
 れると、いつまでたってもインテル型の高収益ビジネス・モデルを構築できない。 

 
（４）DVDメディアのもの造り経営再興にむけて 

CD-R などの光ディスク・メディア生産は、その基本技術と製造技術を開発した日
本企業の独壇場であったが、1990年代の後半にはノウハウがカプセル化された製造設
備の流通によって、設備を購入すれば誰でも造れるようになった。このタイミングで

台湾などの新興国の企業が価格を武器に市場参入し、日本企業は巨額の赤字を抱えて

市場撤退への道を歩んだ。現時点で残っている日本企業は 1社に過ぎない。このよう
な状況から脱却して日本の光ディスク・メディア産業を再興するために、以下の取り

組みが考えられる。 
光ディスク・メディア産業における日本企業のコア・コンピタンスは、 
① 長期保存性に優れたメディアや高い互換性を持つメディアを生産する優れた品

質管理技術、 
② キャッチアップ工業国の 2～3倍の効率を持つ優れた生産技術、 
③ made in Japan ブランドと世界中に張り巡らされた販売網、 
などである。これを前面に出しながら新しい競争優位を構築できないだろうか。 
欧米で電子文書の長期保存への取り組みやユネスコのディジタル・アーカイブなど、

日本企業のコア・コンピタンスを活かせる電子ドキュメントのアーカイブ市場が興隆

しつつあり、好機が到来している。このチャンスを生かすには、メディアの信頼性や

長期保存性を評価・認定するアーカイブ評価センターと、日本企業の高品質を市場に

認知してもらうためのロゴなどが必要となる。また、高い品質の DVD メディアを品
質基準やロゴと一緒に日本主導で ISO などのデジュール・スタンダードにすれば、
WTO/TBT 協定によって世界の行政市場・オフィス市場へこれを合法的・独占的に普
及させることも可能である。以上のようなことを推し進めていくには、アーカイブ評

価センターの設立などで行政側の支援が強く期待される。 
 
３－１－２．電子部品の標準化事業戦略 
 
（１）部品の標準化と事業戦略 
 今回の報告では特定の事例について詳しく分析するのではなく、DVDなどから得た知
識をもとに、まずは電子部品の標準化・事業戦略のあるべき姿を分析するための枠組み
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を紹介したい。 
電子部品の標準化過程でまず大切なことは、DVDの事例からも明らかなように、図３

-１-１のモジュラー型オープン・スタンダードにある製品のなかに自社の知識・技術を
封じ込めていくことである。そして技術を封じ込める際には、その技術が外部に拡散し

難くする（ブラック・ボックス化する）ことが肝要であり、内部は徹底した擦り合せ型

の構造にしなければならない。但しこれだけでは普及しないので、製品の外部アーキテ

クチャだけは徹底してモジュラー型にしなければならない。このような、中“擦り合せ”

と外“モジュラー”の組み合せ戦略が部品の標準化・業戦略の鍵であり、日本の受動部

品業界がデジュール規格の世界で成功しているのは、この戦略を徹底させているためで

ある。 
技術やノウハウを部品に封じ込めた後は、その部品の付加価値を高める戦略が大切で

ある。具体的には、Passive 型の部品から Active 型の電子部品へ、また Single-Function
型よりも Multi-Function 型の電子部品へと進化させることで付加価値を高めなければな
らない。図 3-1-2 の左側に示すように、欧米企業は従来からこの戦略をうまく利用して
いるが、日本企業が生産している電子部品の多くは依然として Single-Function 型や
Passive型の電子部品である。このまま放置すれば多くの日本の電子部品が、単にディジ
タル・ネットワーク時代の底辺を支える低付加価値製品の世界に低迷し、その背後から

韓国や台湾の電子部品が迫ってくる。 
 

製品ｱｰｷﾃｸﾁｬ： 擦り合せ領域の拡大

内： 擦り合せ型を上位レイヤーに拡大
外： ﾓｼﾞｭﾗｰ化を上位レイヤーへシフト

標準化・事業戦略：川下領域で標準化
C:ﾓｼﾞｭﾗｰ型の
ｵｰﾌﾟﾝ・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ部品

A: Active
Multi-function
Single Function

B: Passive
Mulit-Function
Single Function

付
加
価
値

川上領域 川下領域

応用ｼｽﾃﾑ
開発環境

E: ﾗｲｾﾝｽ
D: ﾃﾞｼﾞﾀﾙ
連携

利
益
率

A+D+E

例：
Qualcomm

A、D/E

例：Intel
Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ

Ｂ：
多くの日本の
部品産業

Ｃ 年

ｽﾏｲﾙ・ｶｰﾌﾞ

0

売上：5500億円
営業利益率：４５％

＊Ｐａｓｓｉｖｅ ⇒Active
＊Single ⇒Multi Function
＊ﾃﾞｼﾞﾀﾙ連携、ｿﾌﾄｳｴｱの力

デファクト・スタンダード
＊ｲﾝｽﾄｰﾙﾄﾞ・ﾍﾞｰｽでﾈｯﾄﾜｰｸ外部性

ｲﾝｽﾄｰﾙﾄﾞ・ﾍﾞｰｽと知財を武器に
合法的に市場独占

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

 
       図３－１－２  電子部品の標準化・事業戦略 
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日本にも半導体技術を内部に取り込んだ Active型の電子部品が散見されるが、これら
はすべてスマイル・カーブの左側に位置取りされる川上領域で付加価値の向上を行なう

製品戦略であった。しかし今後は、更にディジタル・ネットワーク連携とそのビジネス・

インフラを利用した新たなビジネス・モデル（例えばコンテンツ開発環境の支配やライ

センス戦略）などへと標準化事業戦略を変革させなければならない。これがスマイル・

カーブの川上と川下の双方を同時に抑えて付加価値を高める戦略である。 
日本企業に川上領域の部品技術を握られた欧米企業は、デジュール標準化活動を通し

てディジタル・ネットワーク側とのインタフェースを標準化する戦略を採り、川下の領

域から日本企業に対する競争優位を築こうとしている。このまま放置すれば、日本の部

品業界は今後巨大市場へと広がるディジタル・ネットワーク側への出口を押さえられて

主導権を取れなくなる可能性があるので、欧米の動きに先手を打って標準化戦略を担え

る人材の育成が重要である。 
川上領域と川下領域とを同時に押さえる戦略を最も早く成功させたのが、携帯電話向

けのチップを製造しているクアルコムであり、5,500億円の売り上げに対して利益率 45%
という驚異的な利益をこの事業戦略から享受するまでになった。 

 
（２）クアルコムの事例 
 クアルコムは、CDMA方式の携帯電話向けチップセットで圧倒的なシェアを有してい
る企業である。クアルコムの CDMA用チップセットは、主に、RFチップ・ベースバン
ドチップ・パワーマネジメントチップの３つからなる。クアルコムの最大の強みは、

CDMA 規格の中核であるベースバンド・チップを押さえている点であり、ベースバン
ド・チップにはクアルコムの豊富な技術が蓄積されているという意味で、基幹部品とこ

れを支える知財戦略がクアルコム・ビジネスの中核となっている。クアルコムはベース

バンド・チップを足がかりに、変調を担当する RF チップやこれらのチップに電源を供
給するパワーマネジメントチップを開発し、三点セットで販売するビジネスを展開して

いる。これらはいずれも、スマイル・カーブの上流に位置取りされる基幹部品である。 
クアルコムが推進するビジネス・モデルは、これまで単なる基幹部品と位置づけされ

たベースバンド・チップを Active型に転換させ、ここに封じ込めたファームウェアの力
によってディジタル・ネットワークというオープン・スタンダードの世界に向かう出口

を支配した。例えばベースバンド・チップに準拠した開発者向けのツールやソフトを提

供することで、外部拡張性や接続性をクアルコムがコントロールしている。すなわちハ

ードウェア部品としてのチップを外部のディジタル・ネットワークに繋げるためのイン

タフェースを握ることで、市場支配力を生み出している。コンテンツ・マルチメディア

事業に参入する世界中の企業は、徐々にクアルコムによってコントロールされた環境へ

と誘導されている。 
 
（３）日本の電子部品産業の高収益化に向けて 

日本企業の高収益化には、 
① Passive部品から Active部品へ展開 
② Single-Functionの部品から Multi-Functionな部品への展開 
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があり、この２つを核にして、Passive型の電子部品単体から複合の電子部品モジュール
へと展開して行くことが大切である。しかし Multi-Function の Active 型電子部品へ移行
させようとした複合電子部品モジュールの標準化プロセスで、日本とアメリカの間にデ

ジュール標準を巡る激しい攻防があった。日本企業に川上側で部品の開発・製造を握ら

れたアメリカは、まず下流領域のレイヤーで主導権をとることを狙って多様な提案をし

てきた。その上で更に日本が得意とする複合モジュールの電子部品に対しては、設計・

材料・プロセスなど内部構造全てを標準化してオープン化を迫り、擦り合せ型の電子部

品を完全モジュラー型へ誘導しようとしていた。その様子を図 3-1-3 に示すが、これは
半導体産業に於ける 1980 年代のアメリカの戦略である。一方、擦り合せ形の部品で競
争優位を維持したい日本企業は、内部構造まで標準化するアメリカの戦略に対して慎重

な態度を守り続けた。日本の部品業界にとっての標準化とはユーザー（部品を使うセッ

ト製品）との共通言語を標準化することであり、性能の外部仕様すなわちセット製品と

の物理的・電気的なインタフェースのみを標準化して、それ以外については各企業の文

化を尊重するという方針を死守したのである。このような日本が得意とするもの造り経

営思想を業界が一致して守り、その上でさらに欧米のユーザー企業にも賛同を得る努力

をした。そして複合電子部品モジュールは製品の内部構造まで標準化を主張するアメリ

カ側の提案を退け、日本企業の案をベースにしたデジュール標準になろうとしている。 
 

複合電子部品モジュールのデジュール標準化に対するアメリカ提案は
1980~1990年代の半導体ビジネス・モデルと同じである。

部品ﾓｼﾞｭｰﾙ ｾｯﾄ製品

設計 生産

FAB-less Foundry

設計 生産部資材

部資材購入

出所：ＩＥＣ／ＴＣ４０国内委員会資料および
ｱｰﾑ株式会社の資料を使って加工・編集

完全統合型
（大手家電ﾒｰｶ）

部品統合型
（日本の提案）

完全分業型
（ｱﾒﾘｶの提案）

一体化ﾌﾟﾛｾｽ

’60s~’70s                       ’80s                                 ’90s                                ’00s
完全統合型

半導体産業のﾌﾟﾛｾｽ・ｱｰｷﾃｸﾁｬ変遷

セット・ﾒｰｶ

設計専業企業の興隆 Fablessの興隆 IPﾍﾞｰｽ主導の設計興隆

ﾐｰﾄﾞ＆
ｺﾝﾄﾞｳｴｲ Ｄｅｓｉｇｎ＆Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ

Foundry

ASIC Vendor

IP設計専業（ＥＤＡ）

ｾｯﾄ・ﾒｰｶ

 
  図３－１－３ 複合電子部品モジュールのデジュール標準を巡る日米の攻防 
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 日本の電子部品は世界市場で圧倒的なシェアを持っているが、部品メーカーは上記で

紹介した一部を除いて国際標準化に対する関心が低い。あるいは国際標準化に対する警

戒心が非常に強い。しかしながら現在の部品産業は、その底流で Passive / Single-Function
型から Active / Multi-Function型への進化が加速している。特に電子部品の中に半導体技
術との複合化やファームウェアの取り込みがますます加速されるので、これを活用した

ディジタルネットワーク連携へと事業展開されていくだろう。このような時代の流れを

早く理解した欧米諸国は、部品のディジタル化やネットワーク連携などの川下領域で標

準化をリードしようとしている。 
20年前の 1984年に IBM PC/ATパソコンが完全モジュラー型のオープン・アーキテク

チャで登場してパソコン市場が世界的に普及する兆候が出た。このタイミングでインテ

ルなどのアメリカ企業が、1995年に単純メモリーの DRAMから Active/Multi-Function型
の MPU へと半導体ビジネスを転換させた。また 1988~2000 年にかけて大量普及の兆し
が出た携帯電話市場で、テキサス・インストルメント社などのアメリカ企業が、川下側

の携帯電話会社（ノキア）と連携しながら DSP（Digital Signal Processor）を単純四則演
算プロセッサーから Multi-Function 型の複合 Active 部品へと転化させた。これらの動き
の中で日本の半導体産業は、単純メモリー部品の DRAMに集中する戦略をとっていた。 

2000 年以降になってマイクロ・プロセッサー（マイコン）と DSP およびファームウ
ェアの技術革新が飛躍的に進み、多くの製品が擦り合せ型からモジュラー型へ構造転換

する現象が加速している。日本の電子部品産業はこの流れに棹差すことはできない。す

なわち多くの部品が Active/Multi-Function の型へ移行するのを防ぐことはできない。そ
してモジュラー化された製品では付加価値が川上領域の基幹部品と川下領域に集中す

る。我々は、製品アーキテクチャのモジュラー化によって日本企業の経営環境がこのよ

うな歴史的転換を迎えていることを理解し、その上で今後の標準化事業戦略を構築しな

ければならない。特に日本企業と欧米企業および韓国企業の標準化事業戦略を多面的な

事例研究に基づいて比較分析しながら、日本企業の得意技を活かす理論構築が必要であ

る。そして現在の日本企業が持つ競争優位を維持する守りの標準化戦略と、部品の進

化・新展開を先取りする攻めの標準化戦略を構築することが急務である。 
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３－２．半導体産業の事例 ―300mmシリコンウェーハ標準化のインパクトー 
 
担当：富田 純一、立本 博文（東京大学ものづくり経営研究センター） 
 
（１）半導体産業における課題：300mmウェーハ標準化とインパクト 

半導体産業では、微細化は年々進んでいて、ウェーハの直径はますます増大している

（図３－２－１参照）。微細化は集積度の向上に、ウェーハの大口径化はコストダウン

につながる。しかしその一方で、工場の設備投資額も増大している。例えば、ウェーハ

口径が 200mmから 300mmにシフトすると、キャリアの重量が重くなり、搬送を自動化
せざるを得ない。その結果、300mm 工場の建設には約 3000 億円の設備投資が必要であ
ると言われる。このように投資規模が高額となる中で、いかに投資額を抑えるかが半導

体産業の課題である。 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３－２－１ 半導体の微細化とウェーハサイズ 
 
そこで半導体産業では、ウェーハの 300mm 移行に備え、工場の搬送システムを標準

化することで投資額の削減を図った。以下では、その標準化の経緯とインパクトを明ら

かにする。搬送システムの標準化がもたらした影響を定量化することは難しいが、この

標準化がデバイス・メーカー間の競争にどのような影響を与えたのか。また周辺のサプ

ライヤーにはどのような影響をもたらしたのか。本研究ではこうした問いに対し、イン

タビュー調査に基づいて明らかにすることを試みる。 
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（２）標準化の意図 
繰り返しになるが、200mm から 300mm へシフトした際、半導体生産において標準化

されたのは、ウェーハを運ぶ搬送システムである。半導体業界団体である SEMI のバッ
クアップのもと、国内と海外の半導体関連メーカーが協力して標準化を行った。 
このように、搬送システムの標準化は企業間を越えたフォーラム標準である。150mm

から 200mmウェーハにシフトした際にも搬送システムの標準化は行われたが、米有力デ
バイス・メーカー1 社によるものだった。しかしながら、当時はデバイス・メーカー間
の足並み揃わず、また追従していた製造装置・材料などのサプライヤーの仕様も統一さ

れていなかった。その結果、半導体産業全体の移行コストが膨らんでしまった1。 
半導体産業では、こうした教訓を踏まえ、300mm移行時には関連メーカー間での標準

開発コストの分散を図った。共通認識は、差別化に直接に結びつかない領域を事前に標

準化することであった。それによって、大口径化のメリットを享受すると同時に、設備・

製造コストの削減を実現する。 
SEMIジャパン（2003）によれば、2万枚量産ラインでの 300mm標準化のコスト削減

額は 383億円と試算されている。我々のインタビューによると、この標準化により、デ
バイス・メーカーは特定の装置メーカーから装置を購入する必要がなくなり、複数購買

が可能となり、購買コストが下がった。加えて工場の立ち上げ期間も短縮されたという。

一方、装置や材料などのサプライヤーも開発コスト、製造コストの削減を実現した。 
 

（３）オープンな国際フォーラム標準 
こうして作成が進められた 300mm ウェーハの標準は SEMI 標準である。SEMI とは、

Semiconductor Equipment & Materials Internationalの略称であり、世界の主要な半導体およ
び FPD（Flat Panel Display）関連の製造装置・材料メーカーが所属する非営利の工業会
組織である。 

SEMI が定める標準はすべて国際フォーラム標準であり、オープンな標準である。オ
ープンな標準というのは、誰でも安価で標準集を利用することが可能だからである。ま

た、会員以外でも標準提案することが可能である。さらに、SEMI はグローバルな組織
であるため、SEMIで合意を得ることはグローバルな合意を得たことになる。 
もう一つの SEMI 標準の特徴は、自作標準であるという点である。会員企業が共同で

標準を作りこんでいくため、ISO や JIS などデジュール標準に比べ、標準認証までの期
間が短い。最短 3ヶ月で標準を作成した実績もある。こうしたハイ・スピードの標準作
成は、半導体のように技術進歩の速い産業に適するものと考えられる。 

 
（４）標準化のプロセス 

300mm ウェーハの標準化は 1994 年に、国内・海外の関連メーカーを巻き込んで進め
られた。国内では、JEIDA、JSNM、SIRIJ、EIAJ、SEAJなどの半導体関連 5団体が協力
して J300 を組織して 300mm 標準化を推進した。これに対して、海外では、米国

                                                      
1 ただし、150mmから 200mmへの移行時は、300mmへの移行時よりも投資規模が小さく、デバイス・メーカ
ー各社は独自の生産システムを構築することで歩留まりや稼働率の向上に努めていたため、それほどオープン

な標準化は行われなかったという側面もある。 
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SEMATECHなどが中心となり、I300Iを組織した。実際には J300と I300Iの間で会議や
ワークショップを幾度も重ね、標準化活動が進められた。標準化を推進したのは、冒頭

で述べたように、設備投資の抑制を図りたいデバイス・メーカーであった。中でも、積

極的だったのは米有力メーカー数社と国内メーカーであった。韓国・台湾メーカーはそ

れほど積極的ではなかったという。それ以外では、装置・材料サプライヤーがデバイス・

メーカーの動きに追従する形で標準化活動に参加していた。 
標準化が行われたのは、半導体製造プロセス2の中でも前工程の搬送システムである。

図３－２－２は実際に標準化された搬送システムの概略を示したものである。すべては

ウェーハの搬送に関わる標準である。ウェーハそのもの、ウェーハを収めて運ぶキャリ

ア、キャリアを運ぶ搬送機器、搬送機器からキャリアを受け取るロードポート、ロード

ポートからウェーハを受け取り、実際に微細加工等をする製造装置、さらには生産シス

テム全体を制御するソフトウェア（CIM）といった具合である。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図３－２－２ 搬送システムにおける標準化 

 
300mm の標準化活動は 1994 年に開始された。まず、ウェーハの外形標準が作成された。

1995年にはウェーハを運ぶキャリア、1996年にはファクトリーデザイン、そして1997年にはCIM

（Computer Integrated Manufacturing が段階的に標準化された。ウェーハが最初に標準化され

るのは、ウェーハのサイズ、枚数、ピッチ（ウェーハ間の間隔）などがキャリア、搬送機器、製造

装置のインタフェースに影響を及ぼすからである。 

 

                                                      
2 ウェーハの製造プロセスは、大きく前工程と後工程に分けられる。前工程は、前処理工程、フォトレジスト
工程、露光工程、現像工程、エッチング工程、レジスト除去・洗浄・配線工程からなる。後工程は、リードフ

レーム工程、マウンティング工程、ボンディング工程、樹脂封止工程、トリム＆フォーム工程、パッケージ工

程、検査工程からなる。今回分析する単位としては、ウェーハの前工程である。ウェーハは前工程のレイヤー

ごとに一連反復の加工プロセスを経て完成される。 
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（５）サプライヤー市場への影響：勝ち残った国内サプライヤー 

こうして進められた標準化の影響は、大きく「サプライヤー市場への影響」と「デバ

イス・メーカーへの影響」に分けて論じることができる。前者に関しては、インタビュ

ーなどから特に搬送システムの関連メーカーへの影響が大きいことが分かった。 
300mmの標準化前後の市場集中度（主要メーカー数）を調べたところ、シリコンウェ

ーハ、ステッパー、エッチングの市場においては、それぞれ主要メーカーの数は 4 社、
3 社、4 社と標準化の前後で変化が見られなかった。これらサプライヤーは標準化の影
響をそれほど受けていないものと考えられる3。 
これに対し、標準化の主戦場となったのは搬送機器、キャリア、ロードポートなどの

搬送システムの市場である。標準化以前の主要メーカー数は搬送機器 7 社（日本 5 社、
米 2社）、キャリア 5社（日本 3社、米 1社）であったが、標準化以降は寡占化が進み、
それぞれ 3社（日本 2社、米国 1社）、3社（日本 2社、米国 1社）となった。また、ロ
ードポートは 300mm 工場の新設に伴い、市場が形成されたが、標準化直後に参入が増
えたものの（13社）、その後淘汰が進み 6-7社が残っているという。 
ここで注目したいのは、勝ち残っている企業に国内メーカーが多い点である。搬送シ

ステムは標準化により参入障壁が低くなったにもかかわらず、国内メーカーが生き残っ

たのである。その理由としては、例えば搬送機器で言えば、ピタッと所定の位置にキャ

リアを運ぶノウハウがあったこと等が挙げられる。つまり、このような擦り合せノウハ

ウが埋め込まれた製品を提供できたことが成功要因の一つではないかと考えられる。 
 
（６）デバイス・メーカーへの影響：出遅れた国内メーカー 
こうした「サプライヤー市場への影響」に加え、「デバイス・メーカーへの影響」も少

なからずあった。１つは、DRAM、ロジック IC などに見られる 200mm から 300mm へ
の世代間競争への

影響である。もう

１つは、ファウン

ドリ・ビジネスな

どに見られるデバ

イス・メーカーの

ビジネス・モデル

への影響である。

しかし、後者につ

いて調査が不十分

であるので、今後

の課題とする。 
 注）1997年のデータの引用元は谷（2000）、出所はデータクエスト     

      2004年のデータの引用元は経済産業省（2006）、出所は DATA GARAGE 

          図３－２－３ DRAMメーカーのシェア 

                                                      
3 ただし、シリコンウェーハについては、一部メーカーの市場シェアが拡大しており、少なからず標準化の影
響を受けている可能性はある。この点については今後の課題としたい。 
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前者の世代間競争への影響について検討しよう。標準化リーダー企業の 300mm 量産

工場の稼働開始時期は 2001年である（図３－２－４参照）。すると、図３－２－３を見
ても分かるように、300mm標準化完了年の 1997年と標準化後数年経過後の 2004年とで
は、国内デバイス・メーカーと韓国メーカーの市場シェアの差が拡大している。 
もちろん、この原因がすべて標準化による直接的な影響であると考えるのは早計であ

る。しかし、標準化活動の成果である 300mm 工場への投資の影響は大きい。特に、図
３－２－４に示されているように、量産工場稼働のタイミングによる影響が最も大きい

と考えられる。例えば、サムソンは量産化開始翌年の 2002 年以降、毎年投資を継続し
ており、相当の標準化メリットを享受していると考えられる。DRAM以外でも、インテ
ルが 300mm量産化開始年の 2001年以降、毎年継続投資を、TSMCも高額の設備投資を
実施しており、標準化による大きなメリットを享受しているものと推察される。 
一方、日本国内ではルネサスが 2001 年に投資した以外では出遅れてしまっている。

投資規模で見ても、2001 年-2004 年工場総投資額の合計は、国内 5 社の投資額はインテ
ル、サムソン、TSMCより少ないことは明らかである（図３－２－５参照）。こうした投
資のタイミング、投資規模の違いはシェアだけでなく、収益性にも影響していると考え

られる。インテル、サムソン、TSMCはいずれも営業利益率 30%以上と高収益を確保し
ているのに対し、国内メーカーはいずれも 10%以下に止まっている（図３－２－６参照）。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図３－２－４ 300mm量産工場の稼動時期 
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図３－２－５ デバイス・メーカーの工場投資額 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３－２－６ デバイス・メーカーの収益力比較 
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 ここで着目したいのは、国内デバイス・メーカーにおける標準化戦略と実行の乖離で

ある。国内メーカーは、300mm標準化活動開始からしばらくの間は、韓国勢との DRAM
競争を視野に入れて標準化を推進していたが、2001年前後の半導体不況で資金不足に陥
り、DRAM事業から分離・撤退するなど投資が遅れてしまったのである。 
また、用途面で見ても、標準化活動開始時はサーバ向け DRAMを念頭に置いていたが、

次第に用途が PCに取って代わられると、サーバ向け DRAMでは過剰品質・高価格でユ
ーザーに受け入れられず、注力分野をロジック IC に転換せざるを得なくなった。つま
り、標準化戦略と実行（投資）との間にタイムラグが生じたために、300mm標準化のメ
リットを効果的に享受する投資を行うことができなかった。 
 我々のインタビューによれば、少なくとも標準化活動を推進した現場レベルでは、国

内半導体産業の競争力回復のために 300mm 工場への投資は必要であり、そのための標
準化活動の必要性を認識していた上、1 年以上のアドバンテージを有していた。しかし
ながら、上記の諸事情により、本社では先行投資の決断に至らなかったのである。こう

した本社と現場の乖離が現在の国内デバイス・メーカー不振の一因となっていると考え

られる。 
 

（７）事例から得られるインプリケーション 
最後に、今回の事例研究から得られるインプリケーションについて考えてみたい。ま

ず、搬送システムの標準化の図る前の時点で、国内・海外を問わずデバイス・メーカー各社は、

プロダクトで差別化するのか、プロセスで差別化するのかという課題に直面していたと考えられ

る。これは、いわばどこを標準化し、どこで競争（差別化）するのかという事業戦略上の課題で

あり、両者を見極める必要がある。 

例えば、MPUのようにプロダクトで差別化できるのであれば、搬送システムなどプロセスの標

準化はさほど問題にはならない。むしろ産業全体で標準化に取り組めば開発投資・設備投資

を分散させられるメリットも享受できる。しかし、DRAMのようにプロダクトでの差別化が困難で、

プロセスで勝負するとなれば、どこを標準化するか、慎重に見極める必要がある。高い生産技

術は、国内メーカーの重要な競争力の源泉である。生産技術のある部分を標準化しつつ、さら

に競争力を保つということは、いわば高等戦術であり、この戦術をとる際にはいくつかの条件を

守ること必要である。 

その一つは、本社（戦略）と現場（実行）の一致であろう。今回の事例のように、本社（戦略）

と現場（実行）の乖離は深刻な問題である。優れた標準化戦略であっても実行できなければそ

の成果を享受できない。逆に、いくら現場が適切に標準化の実態を把握し、有利に進める方策

を持っていたとしても、それを戦略に反映させられなければその成果は得られない。前述の国

内デバイス・メーカーの投資出遅れはまさにその一例である。つまり、今回のような標準化戦略

をとる場合は、どのように投資資金を確保するのかと表裏一体で考慮されるべきであり、逆に

投資資金が確保出来ないならば（標準化をしないのではなく）違った標準化が必要である。 

標準化は、自社だけでなくライバルへも同様のメリットをもたらすことに関しても留意する必

要がある。設備投資が高額となる半導体産業では標準化による投資効率化が欠かせない。し

かしその一方で、標準化すればライバルの投資効率も良くなるのである。ましてやライバルの

方が投資額が大きくなるような場合には慎重な対応が必要である。そのような場合には、投資
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のタイミングが極めて重要となると考えられる。標準化活動でライバルに先行し、そのアドバン

テージを活かすには先行設備投資が必須であろう。 

もしプロセスで勝負するとすれば、次にどこを標準化するかという判断が極めて重要となる。

例えば、国内メーカーが共同して草案をつくり、国際標準化へのステップを経る事がある。その

際に、国内メーカーが共通して行っている事を、標準化項目としてしまう事がある。しかし、この

点は留意が必要である。日本国内メーカーは、総じて高い生産技術をもっており、共通項目は、

本当は海外メーカーに対しての差別化項目かもしれないのである。例えば、搬送コマンドの事

例では、国内メーカー各社が差別化要因でないと判断して推奨した標準が海外メーカーにとっ

ては重要なノウハウだったというケースもある。共通項目よりも自社が弱い項目を標準化する

という視点も必要だと思われる。 

どこを標準化するのか、という判断をする際には、時間の関数という視点も重要である。標

準化しつつ差別化する場合、標準化した部分は（時間がたてば）必ず差別化できなくなる。しか

し、標準化の対象とする部分（とその背景となる技術・ノウハウ）毎に、差別化出来なくなるまで

の時間にはバラツキがある。その時間ギャップを考慮しながらの標準化が必要となる。例えば、

今回のように、もし投資資金の確保が難しいのであれば、差別化できなくなるまでの時間が長

い標準化を狙うことも一つの選択肢である。通常は、生産効率を高める目的のために標準化

することが優先されるが、競争戦略上は、生産効率を高めることを第一義的な目標とはせずに、

そうした時間ギャップを優先する視点が含まれていても良いかもしれない。 

最後に、標準化に関わる組織・人材面からの検討も必要である。我々のインタビュー

では日米デバイス・メーカーの間で 300mm標準化活動に参加していた人材のバックグ
ラウンドに違いが見られた。米国では本社（事業部）出身者が多く、日本では生産技術

出身者が多かった。出身部署の違いが原因であるかは不明だが、実際の標準化活動では、

米国の方が主導権を取っていた。米国メーカーの担当者は、本社の方針に基づき明確な

主張をしていたのに対し、日本の担当者は国内メーカーとの合意形成を優先していた。 
にもかかわらず、国内デバイス・メーカーでは、標準化を推進する体制・組織づくり

はほとんどなされなかったという。さらに、300mm標準化活動以後、戦略的な標準化部
署ができた事例は 1社にとどまっている。こうした点は今後の標準化戦略に向けての課
題の一つではないだろうか。 

1 社では、設備投資を支えきれなくなるような産業はいくつも存在する（例えば薄型
ディスプレイ産業等）が、それらの産業に対して、今回の事例は様々な示唆に満ちてい

ると思われる。 
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３－３．QRコードの事例  ―“ローバル型標準”の戦略― 
 

担当：梶浦 雅己（愛知学院大学）、内田 康郎（富山大学）  

 

３－３－１．QR コードの標準化 

 

（１）グループによる標準化への転換 

一般的な認識として、一社単独で標準化することが難しい時代に来ている。近年標準

化はフォーラム、コンソーシアムといったグループによって行われることが多くなって

いる。また、標準化の対象も個別の製品単位だけでなく、社会基盤にかかわる大規模な

システムが増えている。そして、信頼性、安全性、正当性など様々な要素から検討が加

えられるようになっている。 

このような一社単独での標準化を行うのが非常に難しい傾向は、特に 2000 年以降顕

著になっている。（社）情報技術委員会（TTC）が実施している標準化団体への調査では、

1995 年には調査対象であるコンソーシアムは 56 件だったのが、2004 年では 100 件とな

っている。この例から見ても標準化グループ自体が増えていることが伺える。 

 

（２）標準の多様性 

一口に標準と言っても非常に幅広い種類と分野が存在している。例えば、流通業界に

絞ってみても、商品識別コードの管理(符番ルール・利用ガイドライン)やデータキャリ

アの標準化(QRコードなど)、電子商取引のルールづくりと標準化など、様々なレイヤー

の標準化がある4。特に、全体の標準化、つまりシステムの普及が重要になっている。コ

ンソーシアムも様々な形態を取っており、標準を策定せずに普及だけを目的としたコン

ソーシアムもある。 

 

（３）AIDC と市場 

AIDC(Automatic Identification and Data Capture)とは自動認識データキャプチャ

ーの意味であり、人を介さずに自動的に情報を取り込み識別して認識する技術である。

ISO の定義では、AIDC は大きく分けてバーコード(一次元、二次元)、RFID、バイオメト

リックス(指紋声紋)、その他(OCR)、の 4 つの分類がある。 

 
情報を自動的に取り込み識別認識する技術

バーコード　（1次元、
 

２次元）

RFID
バイオメトリックス

その他

 

 

 

 

 

図３－３－１ AIDC とは 

                                                      
4 坂井宏(2005)『国際流通標準化の最近の動向』より流通システムセンターの事業例 
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AIDC の市場としては、JAISA(自動認識システム協会)によれば、日本での市場は 2005

年に日本国内だけで 2,100 億であり、2000 年と比較すると 240%の伸びが見られる。市

場の主体はバーコード(一次元二次元含む)であり、8 割に上っている。市場の構成とし

ては、周辺機器、サプライで市場規模の 8 割を占めている。周辺機器としては、プリン

タ市場が 500 億円程度、読み取り機（リーダー）市場が 500 億程度、消耗品が比較的多

く 900 億円程度となっており、合わせて 2000 億近くに上っている。分野としては、セ

キュリティ、リサイクル、世界物流で有望であるとされている。アメリカ市場について

みると、業界一位のシンボルテクノロジー社で 2,000 億円程度の売上があるため、市場

全体としては 5000 億円程度あると推測される。 

 
市場展望: 過去、現在、そして未来
２００５年　国内市場　約２１００億円

２０００年から２４０％の伸び

バーコードが主体

 

 

 

 

周辺機器、サプライで市場規模の約８０％

セキュリティー、リサイクル、世界物流で有望

出所：JAISA調査資料より

 

 

 

図３－３－２ AIDC 市場 

 

（４）バーコードについて 

バーコードには、大きく分けて一次元シンボルと二次元シンボルがある。 

現在は一次元シンボルが 6 割ぐらいのシェアがある。一次元シンボルとは大抵のパッ

ケージに付いているような情報がバーの方向に記録されるものであり、安価で普及率も

かなり高い。だが、情報容量が小さく、種類も英数字に限られるなど制限も多い。 

これに対し、二次元シンボルは情報容量が多く、文字やイメージにも対応している。

さらに、読み取り訂正機能など損傷・汚れに強い。このため今まで使われなかった分野

でも使われるようになっている。 

 
1次元シンボル
　情報はバーの方向に記録

　安価で普及率高い

　情報容量小さく、英数字に限定

2次元シンボル
　情報容量大きく、文字・イメージに対応

　読み取り訂正機能など損傷・汚れに強い　

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－３－３ バーコード 

 

二次元シンボル 1990 年代に開発され実用化されている。二次元シンボルは.QR だけで

なく ISO 規格(国際デジュール規格)で標準化されているものだけでも 4 種類が存在する。
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内訳としてはアメリカで開発されたものが 3 種類(PDA417,DATA MATRIX,MAXI CODE)、日

本で開発されたものが 1 種類(QR コード)である。ISO で標準化されていないものも含め

ると 12 種類もある。 

特徴的なことは、それぞれの規格に得意な分野があり、棲み分けができていることで

ある。米国では PDF417 は大容量で OA に強く、DATA MATRIX は省スペースで FA に強い。

そして、MAXI CODE は高速読取が可能で物流に強い。一方日本の QR コードは後発である

ため技術的には若干の優位性があり、大容量で省スペース、高速読取が可能となってい

る。日本以外ではそれほど普及していないが日本では自動車関係の物流・在庫管理を中

心として B to C を含む全分野で使われている。 

 

　出所：デンソーウェーブ資料

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－３－４ ２次元シンボル 

 

（５）バーコードの標準化 

国際デジュール化の最も有名なパターンは ISO/IEC JTC1 で標準化されることである。

よく言われることであるが、国際デジュール化の一般的な傾向は米国・欧州が優位であ

り、日本は劣位である。 

標準化にあたっては、どの知的財産を公的なもの(共有されるもの)とし、どの知的財

産を私的なもの(保護するもの)にするかが大きなテーマとなる。これは二次元バーコー

ドでは複合的になっている。二次元シンボル自体はパブリックドメインであり、一般に

公開されており誰でも無償で容易に入手することができる。そして、利用にあたっても

全くの無償である場合が多い。一方、アプリケーションである読み取り機（リーダー）

や周辺機器については、技術が特許化されている等により、有償である場合が多い。QR

コードや米シンボルテクノロジー社が開発した PDF417 もそのやり方である。 

標準化推進にあたってこの基本を外すと失敗の可能性がある。過去に日本 ID テック

というベンチャー企業がシンボルも特許化して保護し、自社でフォーラムを作って普及
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を図ったが、結局は失敗したという事例もある。 

このように知的財産の公と私の複合状態が作り出されるため、二次元バーコードの競

争構造も自然に複合的となっている。シンボル自体はデジュール標準の競争環境だが、

アプリケーションは市場競争によるデファクト標準をめざす競争環境なのである。 

 

複合的

シンボルはパブリック・ドメイン＝公開
し無償

アプリケーション＝周辺機器・リーダー
＝特許技術を含めて有償

 

 

 

 

 

 

この基本を外すと失敗する可能性 

 

図３－３－５ バーコード：公か私か 

 

複合的

シンボルは

 

 デジュール標準環境
 

アプリケーション＝周辺機器・リーダー
＝市場競争＝デファクト標準環境

 

 

 

図３－３－６ バーコード：競争構造 

 

（６）QR コードの標準化 

QR コードは現状では普及している市場を他のコードと棲み分けているが、他のコード

に比べ後発であるため、多少技術的に優位な点がある。具体的には DATA MATRIX に勝る

高速読取や、英数字だけでなく多種の文字やイメージに対応していること、汚れが付着

する場所でも使用できる強い誤り訂正機能とデータ復元性、PDF417 に勝る小型化などで

ある。 

QR コードには導入期と転換期がある。QR コードは導入期にはクローズドから始まっ

た。これはもともとトヨタグループ内でのカンバンシステムに使うために開発されたと

いう経緯によるものである。次に、転換期には業界グループによる標準化戦略が取られ、

オープン化が行われた。具体的には日本自動認識システム協会(JAISA、旧 AIMI)を通じ

たデジュール標準化が行われた。これを、JAMA と JAPIA とが帳票類やリーダ等の周辺機

器で採用したために広まった。このため、素早く日本の国内市場における優位を構築す

ることができ、日本で他の二次元シンボルが普及することを排除できたのである。 
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導入期　クローズドから
トヨタグループ内での利用目的

転換期　オープンへ
日本自動認識システム協会ＪＡＩＳＡ（旧ＡＩＭI）を通
じたデジュール標準化、JAMA、JAPIAでの採用

　　　帳票類、リーダー等周辺機器の採用

日本における優位の構築

　　他の2次元シンボルの排除

図３－３－７ QR の標準（１） 

 

デ
ン
ソ
ー

　
　
　

内
部

ト
ヨ
タ
グ
ル
ー
プ

国
内
市
場
・
業
界

世
界
市
場
・
業
界

業界グループによる標準化
戦略　JAISA、JAMA、JAPIA

　クローズ オープン

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－３－８ QR の標準（２） 

 

（７）“ローバル標準”―プロセスから見た標準化類型― 

二次元シンボルをグローバルな標準として捉えた場合、これは非常に稀な事例である

といえる。理由としては、一企業の社内ローカル標準からグローバルなデジュール標準

となったこと、4 種類が並列・共存していること、棲み分けして市場形成がなされてい

ること、等が挙げられる。このようなローカルなグローバル標準を、ローカルが先にく

ることを勘案して我々は“ローバル標準”と名付けた。 

 
　稀な事例ではないか

ローカルからグローバルへ

4種が並立・並存
棲み分け市場形成

すなわち

ローカルなグローバル標準＝ローバル

 

 

 

 

 

 

 

図３－３－９ ２次元シンボルはグローバルな標準化か？ 
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標準化のプロセスから見るとグローバル標準にはローバル型とグローカル型に類型

化することができる。ローバル型とは、特定国や企業グループなどの開発技術がそっく

りそのまま国際標準化機関へ提案されて、標準となるものである。これは、ファースト

トラック手続や PAS 手続という ISO で認められた手続方法によって行われている。一方、

グローカル型とは多数国間による協議と共同作業(コンセンサス)による積み上げ方式

であり、作成された標準を適応的に各国に普及させるものである。この方式の難点は時

間がかかりすぎることである。 

 

グローバル標準

１．特定国、企業グループなどの開発技術→そのまま
国際標準化機関へ提案＝

 

 

 ローバル型

グローカル型

　　・ファーストトラック手続き、ＰＡＳ手続き

２．多数国間協議・共同作業（コンセンサス）による積
み上げ方式→適応的に各国へ普及＝
　　　・時間がかかりすぎる

 

 

 

 

 

図３－３－１０ プロセスから見た標準化類型 

 

（８）インプリケーション 

今回のインプリケーションとして、今後企業はローバル型の標準化も検討することを

提案する。企業がグループによるローバル型標準を指向するには次のプロセスを踏む必

要がある。まず、棲み分け市場が形成できるほどのローバル型標準による地域市場を構

成する必要がある。次に、特に先進国の国内市場に限定された市場をしっかりと形成す

る必要がある。 

このような手法は日本企業に合っていると考えられるが、外国市場への展開を考えた

場合、必ずしも優位とは限らない。例えば、アメリカには既に 3 つも標準があり激しい

競争を行っている。ここに QR コードが食いこんでいくことは容易なことではない。ま

た、外国からの参入に対してどれほどの優位を確保できるか、ということも問題になる

であろう。QR コードはアメリカの 3 つの標準に対しては技術的な優位性があるため、今

後の動きに注目したい。 

棲み分け市場の形成＝ローバル型標準によ
る地域市場＝市場配分的要素

先進国の国内市場に限定された市場を形成

 

 

 

 
しかし外国市場への展開を考えた場合？

外国への参入に優位？

外国からの参入に優位？

技術的優位性に期待　ＱＲコード

 

 

 

 

 

図３－３－１１ 企業が利用すべきグループによるローバル型標準の可能性 
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３－３－２．デンソーウェーブの事例 

 

QR コードは元々デンソーが開発したものだが、現在は QR コードの読み取り機(リーダ

ー)をデンソーウェーブが作っており、リーダーでは現在トップシェアを持っている。 

 

（１）QR コードの開発の経緯 

トヨタグループの物流管理に二次元バーコードを利用するにあたって、既存の二次元

コードは読み取るスピードが遅いため、流通の現場で使うためには問題があった、この

ため自社で開発することになったのが開発のきっかけである。読み取り速度を向上する

ためには、機器の性能を上げることが必要であった。そのためにより性能を上げられる

コードを開発する必要があり、自分たちで開発したコードが QR コードである。そして、

1 次元バーコードの技術蓄積から高速読取を可能にする独自の CCD を開発することに成

功し、CCD については特許を取得している。 

開発過程において最も難しかったのは、使用現場となる工場は油まみれであるなど汚

れやすい環境であるため、読み取った時にゴミなのか、情報なのかがわからなくなるこ

とを回避するための技術の開発である。QR コードは強力な誤り訂正能力を持つことによ

ってこの問題をクリアしている。 

 
開発経緯開発経緯

既存の二次元コードでは、読み取るスピードが遅い

機器の性能向上が必要

ＱＲコードの開発

１次元の技術蓄積からＣＣＤが開発

ＣＣＤでは特許を取得

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－３－１２ 開発経緯 

 

（２）ライセンスと競争 

QR コードのライセンシングはオープンポリシーによって進められた。これは、一次元

バーコードではシンボル自体にパテントを取って、囲い込みを行おうとしたが、結局普

及しなかったという苦い経験があったからである。このため、QR コードはそのシンボル

の作成や使用などが完全にフリーであり、利益はハードによって上げることを目指した

のである。このような政策を取ったため、QR コードはエンコーディングの仕様が完全に

公開されており、現在ではインターネット上にて簡単に無償で作成することができる等、

作成にあたってはほとんどコストがかからないようになっている。 
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ライセンスに関してライセンスに関して

オープンポリシーにより推進

１次元バーコードでの苦い経験

ＱＲコードは広く公開し、
ハードで事業推進

 

 

 

 

 

 

 

図３－３－１３ ライセンスに関して 

 

オープンポリシーを取った QR コードとは逆に、早い時期に日本 ID テックという企業

が CP CODE という独自規格の二次元バーコードを作ったが、シンボル自体もクローズド

にして囲い込もうとしたために反発にあい普及しなかった。 

QR コードはそのシンボルやエンコーディングをどんどん公的標準化することを進め

ていったことによって普及した。しかし、その反面、他の企業が自由に入ってくるため

急速に競争も進むこととなった。海外からは、シンボルテクノロジーやインターメック

などが参入し、国内では東研やウェルキャット、アイニックスなどが参入した。これに

対し、デンソーウェーブでは一般的な競争戦略と同じように、リーダ機器の高機能化、

多品種化によって対応してきた。 

 
競合製品に関して競合製品に関して

海外：シンボルテクノロジー、インターメック他

国内：東研、ウェルキャット、アイニックス他

リーダーの多品種化、高機能化に
より対抗

他社の着実な追い上げ

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－３－１４ 競合製品に関して 

 

このような QR コード業界における、デンソーウェーブの強みは、QR コード業界の中

でも棲み分けていることである。デンソーウェーブはその開発経緯も関係して、自動車

業界、流通業界を得意としており、特に在庫管理には定評がある。さらに現在ではコン

タクトレンズ業界にも取り組んでいる。また、QR コード自体の開発元という信頼感もあ

る。NTT ドコモが携帯電話での QR コード読み取りに取り組んだ時も、まずデンソーウェ

ーブに読み取りテスト用のテストチャート作成依頼があったという事例もある。さらに、

日本語などの 2 バイトコードにも対応しているという技術的優位性もある。 
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同社の強み同社の強み

• 自動車業界、流通業界で同社製品の浸透
– 在庫管理に定評
– コンタクトレンズ業界への取り組み

• “開発元”という信頼感の提供
– ドコモの携帯電話でのＱＲコード読み取りテスト

• 　２バイトコードに対応

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－３－１５ 同社の強み 

 

（３）インプリケーション 

QR コードの事例で注目すべき点は標準化すべきところと、パテント・ロイヤリティを

目指す部分をうまく切り分けていることである。具体的には、QR コードそれ自体の知的

財産権で収益を上げるわけではなく、読み取りなどの周辺機器で収益を上げていく、と

いうやり方である。 

また、表面的な部分で競争するのではなく、実際の使用に合った製品を開発し、強み

のある分野で競争していく「深堀り型」の事業展開を行っている点にも注目したい。例

えば、このようなビジネスは一般的には B to B のビジネスだが、その間にアソシエー

ション、つまり業界団体を巻き込んだ B to A to B と言えるような事業展開を行ってい

る。具体的には、いきなり個々の企業に製品を売り込むのではなく、いったん業界で QR

コードを使うという認定を得てから、それぞれの業界に合った製品を開発し普及させて

いく、じっくりと腰を据えたビジネスを行っているのである。 

今後は QR コードの事例と海外の規格の事例とを比較して検討を進めていきたいと考

えている。 

 

インプリケーションインプリケーション

• 標準化とパテント・ロイヤリティの関係
• 深掘り型の事業展開

 

 

 

 

 

図３－３－１６ インプリケーション 
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３－４．自動車メーカーの標準化戦略―車載電子制御ｼｽﾃﾑを中心として― 
 
担当：○徳田昭雄（立命館大学）、土井教之（関西大学大学院）、長谷川信次（早稲田大学） 
 
３－４－１．はじめに 

 
 本研究では、自動車の電子制御システム向けの基盤、ソフトウェア、通信プロトコル

の標準化を目指して、2004 年に設立されたコンソーシアム「JasPar」の設立の背景及び
活動について概観した上で、自動車のオープン・アーキテクチャ構築に向けて、そのプ

ラットフォーム・リーダーと目されている自動車メーカーの戦略的な含意と課題につい

て解説する。 
 
（１）なぜ自動車産業か 

 はじめに、なぜ自動車産業かというと、DVDや携帯電話とは異なり、自動車はこれま
で標準化とはあまり縁がない産業であったからである。このように述べると、語弊があ

るかもしれないが、業界横断的にという意味で、このような業界とは一線を画していた

ということである。すなわち、自動車メーカーのこれまでの戦略は、自前主義あるいは

グループ内において、その資源に基づくクローズドな差別化戦略を指向していた。標準

化と言えば、同一企業あるいはグループの中にクローズドされた話であった。例えば、

エンドユーザーから全く見えない部品、訴求力のない部品、カーオーディオのコネク

タ・レベルですら、なかなか標準化が業界で進んでいない、という事実が他の産業と比

べて標準化が進んでいないという理由である。しかし、近年の自動車産業を取り巻く環

境の変化から、企業グループの壁を越えて標準化を進めていこう、という動きが活発化

してきた。その背景には、大きく電子化及びネットワーク化というものが挙げられる。

部品の接続やソフトウェア及びハードウェアの一部分を業界全体で標準化することで、

このような電子化あるいはネットワーク化、ここでいうネットワーク化とは、車の中の

制御システムに限定して話をするが、その増大に伴う自動車の開発コストを吸収してい

こう狙いがあった。そして、日本の自動車産業ではじめて、業界標準を模索する場とし

て、JasParが設立された。 
 
（２）JasPar とは 

 JasParとは、正式名称 Japan Automotive Softwea Platform and Architectureの頭文字を取
ったものである。JasParは、トヨタ自動車と日産自動車が中心となって、2004年９月に
設立されたコンソーシアムである。従って、2006年３月現在において、まだ活動期間１
年半の若い組織である。JasPar の目的は、車載ソフトウェアの仕様及び関連技術を標準
化することにより、ソフトウェア準拠製品及び関連製品の開発・普及を促進すること、

海外の同じようなコンソーシアム（ドイツのメーカー及びサプライヤーが中心となって

いる欧州のコンソーシアム「AUTOSAR」や、ネットワーク・プロトコルの標準化を目
指す欧州のコンソーシアム「FlexRay」など）との標準の擦り合せ、ハーモナイゼーショ
ンを進めていくことである。 
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 JasParの組織体制としては、2006年２月時点で、幹事会員は大手自動車メーカーを始
めとする４社であり、最近は大手自動車関連部品メーカーが加わった。正会員が 35社、
準会員 29 社、合計 69 社により構成されている。現在、FlexRay 配索ワーキンググルー
プ、FlexRay回路ワーキンググループ、知的財産権ワーキンググループが活動中である。
そして、徐々にその対象領域が広がっていき、準備中であるマイコン・ワーキンググル

ープ、ツール・ワーキンググループ、ソフト・ワーキンググループなど、標準化の領域

を拡大しつつある。利害関係が全く異なる企業が集まった団体が機能するかどうかにつ

いては、設立当初より懸念があったが、現時点では、うまく標準をつくり出していくの

ではないかという印象を持っている。 
 JasParはその設立に関して、欧州のコンソーシアムである AUTOSARの活動を参考に
していると言われている。自動車産業では、AUTOSAR のような標準化を推進するコン
ソーシアムが日本よりも欧州の方が進んでいたということである。AUTOSAR の対象と
する標準化領域は、車載制御システムの中でも、ボディ系、パワートレイン系、ナビゲ

ーション・システム等、非常に幅広い分野に及んでいる。当初は、ドイツの自動車メー

カーやシステム・サプライヤーが中心となっていたのであるが、現在、このヨーロッパ

発のコンソーシアムにもコアメンバーとして日本の大手自動車メーカーが加入してお

り、その他各自動車関連部品メーカーもプレミアム・メーカーになっている。 
 具体的に、JasParの標準化活動の範囲を表したのが図３－４－１である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３－４－１ JasPar３つの標準化領域 

API

FlexRay

ハード／
ソフト

 
 一つ目が、API（アプリケーション・プログラミング・インタフェース）という、ア
プリケーションとソフトウェアのプラットフォームの間の部分、OS やデバイス・ドラ
イバを呼び出すインタフェースの部分を標準化すること。二つ目が、FlexRay という複
数の電子コントロール・ユニットを繋ぐ車載 LAN プロトコルを標準化すること。そし
て、三つ目がハードウェアとソフトウェアのインタフェース、マイコンを載せるときの

OS とのインタフェースを標準化することである。これら、３つの領域で標準化を進め
ようとしている。現在、JasPar では標準化のための仕組づくりが隆盛していて、その具
体性を出すために、まずは次世代自動車のネットワーク・プロトコルとして FlexRay を
標準とする、という活動に絞ってスタートしている。欧州のコンソーシアム AUTOSAR、
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FlexRayを含めた３者の関係をまとめると次のようになる。2005年 10月、３者共同で標
準化を進めるフレームワークが設定されたが、JasPar では日本発のデファクト標準を作
成し、欧州メーカーに対抗しようというのではなく、AUTOSAR や FlexRay で決定した
ことに準拠して、標準化を進める。そして、日本の標準あるいは日本が狙う標準に不利

なものが出てきた場合、声を揃えてそれを阻止する方向性を持っている。従って、まず

AUTOSAR でステップ・スペックを決めた後、そのステップ・スペックに基づいて、マ
イコン、通信コントローラーのドライバなどを実装する。同じく、FlexRay では、次世
代の通信プロトコルに関する標準を決定する。これに対して、JasParは、基本的に FlexRay、
AUTOSAR の仕様をレビューし、それを実装する。この先の部分が日本企業の得意技に
なるわけであるが、実装関係でネットワークにも関わって、ケーブルをどのような仕様

にしたらよいのか、それをどのように配装して自動車の中に張り巡らせればよいのか、

あるいはコネクタの形状や材質などの細かな特性を把握するための実験をして、その仕

様が本当に動くのかどうか、実際に使えるのかどうか、等において貢献していく関係に

ある。 
 
３－４－２．JasPar 設立の背景 

 

 JasPar の設立には様々な背景がある。①急速に自動車の電子化が進み、自動車業界全
体で電子技術のインパクトが増大したこと、②電子技術に精通した人材が経営陣に加わ

るようになったこと、③競争領域以外の部分ではギブアンドテイクで開発を効率化した

いという機運、すなわち自動車メーカーは自らの競争領域をアプリケーションの開発に

特化して、それ以外の OS やマイコンは標準化して非競争領域化する構造を作り出した
いという狙いがある。もともと JasParは自動車工業会のソフトウェア分科会で現在主流
の車載通信プロトコル「CAN」より高速で確実に繋がる通信規格である FlexRayについ
て、各メーカー間の垣根を越えて研究するところから始まっている。 

 
（１）ソフトウェア開発の効率化 

 自動車の進化の歴史を見ると、メカニカル制御からエレクトロニクス制御の過程と捉

えることができる。IEEE の調査によると、電気・電子関連コストが 2005 年モデルの中
級セダンで 25％、高級大型車セダンの場合には 50％にまで達しているということであ
る。このような自動車の電子化にともなって、自動車の中のマイコン、電子コントロー

ル・ユニットが飛躍的に増大している。例えば、国産の高級セダンの場合、1998 年に
30 個ほどしかひとつの車に搭載されていなかったマイコンが、2006 年には 100 個にま
で達している。 
 このような中で、自動車メーカーの狙いや課題は、電子コントロール・ユニットとソ

フトウェアの開発量が増大していることである。電子コントロール・ユニットの開発工

数の 80％以上をソフトウェアの開発が占めている。また、電子コントロール・ユニット
間の調整が必要になってきている。あるアプリケーションを実行する際に、その自動車

の中に入っている電子コントロール・ユニットを連携させて、それを実行するためには、

電子コントロール・ユニット間で膨大な情報を共有して、分散統合協調していかなけれ
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ばならない。これが電子コントロール・ユニットの増加とソフトウェアの開発量の増大

という事態を引き起こす。特に、ソフトウェアのプログラム増大は非常に深刻である。

自動車組込ソフトウェアのソースコードの行数を示したものが図３－４－３である。

1995年当時、パワートレイン制御が 10万行、車両全体でも 50万行で済んでいたものが、
現在ではそれぞれ 100 万行、500 万行に上っている。情報ネットワーク通信等が入って
くれば、自動車全体で膨大なソフトウェアの開発工数になり、ボトルネック化してしま

っている。 
 

プログラム桁数 （単位：万行）  
パワートレイン制御 車両全体 

1995年 10       50        
2000年 25       100        
2005年 100       500        
2010年 700       3,000        

 

図３－４－３ 自動車組込ソフトウェアにおけるソースコード行数の推移 

 
 このような状況に対応するために標準化がツールとして使われている。先ほどのアプ

リケーション・プログラミング・インタフェースを標準化することによって、これまで

OS やハードウェアの異なるユニット間では汎用性がなかったアプリケーション・ソフ
トウェアを他の電子コントロール・ユニットに転用することが可能になってくる。ある

いは、ハードウェアとソフトウェアのインタフェースを標準化することによって、OS、
ミドルウェア、デバイス・ドライバの異なる複数のハードウェアに転用可能になってく

る。すなわち、標準を利用することにより、異なる会社の電子コントロール・ユニット

であっても、自動車メーカーにとっては、従前 10 社の電子コントロール・ユニットメ
ーカーから調達していたところが、どこか１社から調達し、それを全て他に転用するこ

とにより、開発するコストを下げることが可能になる。つまり、ひとつのソフトウェア

資産を使い回すことができる。これによって、取引先の選択肢を拡大でき、買い手交渉

力が向上して、その結果、ユニットや部品の調達コストを削減することができる。 
 
（２）電子コントロール・ユニット間の調整負担の削減 

 二つ目としては、電子コントロール・ユニット間の調整コストも増大している。従来、

自動車メーカーと電装メーカー、ユニットメーカーとの分業によるこれまでの電子コン

トロール・ユニットの開発プロセスでは、個別の電子コントロール・ユニットの開発効

率を高めることは可能であった。しかし、ネットワーク化が進展し、このような電子コ

ントロール・ユニットの連携が求められてくると、例えば、特定の自動車メーカーと部

品メーカー間で擦り合せをしていれば良かったが、その連携が様々な企業に及ぶように

なる。すなわち、追加的に調整コストが発生してくる。例えば、自動車の高付加価値化

に当たって、「環境にやさしい」というアプリケーションを達成したい場合には、エン
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ジン制御ユニット、電気制御ユニット、モーター制御ユニットが連携されなければなら

ない。そこで、JasPar では電子コントロール・ユニット間の接続方法を標準的なルール
（FlexRay）に置き換えて、電子コントロール・ユニット間の調整を可能な限り不要にす
ることをこの問題に対するソリューションとして掲げている。FlexRayの利点としては、
確実な標準規格とすることで、これまで乱立するネットワークに代わり、異なる企業の

電子コントロール・ユニット間の相互接続が保証されることである。現在主流のプロト

コルである「CAN」、ボディ系の「LIN」、情報系の「MOST」などでは物理層のインタ
フェースの規格が決まっていても、エラー・ハンドリングなどの細かなネットワーク・

エンジニアリングに関しては、各社それぞれ独自仕様のため、うまく接続されなかった。

すなわち、電子コントロール・ユニット間でモディフィケーションが必要であった。し

かし、FlexRay を標準とすることによって、従来の規格に比べて、コネクティビティが
高まるばかりでなく、信頼性及びデータ伝送速度も向上すると期待が高まっている。最

初はシャシー系のステアリング制御から FlexRay が導入される見通しである。その後、
ブレーキ、サスペンション、エンジンの制御まで FlexRayが拡大していく可能性もある。
もしくは、既存のネットワークと住み分けながら、各々ゲートウェイを通じて、ひとつ

の自動車がネットワーク化される、というようなシナリオが進むことも考えられる。 
 それでは、改めて JasParとは次のように考えられる。自動車の中の電子コントロール・
ユニット開発工程におけるインテグラル度がますます高まり、それに伴い調整コストが

増大するために、今度はグループを越えて企業間で調整する必要性がでてきた。それを

削減するためのルールがまさしく標準であり、このような標準化を推進する場として

JasParが存在する。 
 
３－４－３．戦略的課題 

 

 最後に、今後 JasParが成功するための戦略的課題を３つ提示する。一つ目がライバル
との差別化、二つ目がサプライヤーとの競争と協調、三つ目が海外のコンソーシアムと

の競争と協調である。 
 

（１）ライバルとの差別化 
 従前の自動車では、個別の要素技術の深堀、サプライヤーとの協調関係を利用した製

品の造り込み、あるいは生産システム・調達・物流等を含めた広い意味での生産システ

ムの効率化といった競争上の概念に沿って「能力構築競争」がなされてきた。能力構築

競争は確かに今後も必要であるが、それ以上に新しい現実、すなわち電子化やネットワ

ーク化の進展によって、競争の次元が少し変化するであろう、すなわちデザインやブラ

ンド等の無形資産の効率的な蓄積に加えて、ソフトウェアの構想力をいかに高めていく

のかが重要になる。ボディ系、シャシー系、セーフティ系、情報通信系など様々なネッ

トワークが自動車の中に混在して、階層化している状況の中で、「どのレベル」で、「ど

のソフトウェア」で、「どのアプリケーション」で、「どのプロトコル」で競争するのか、

そして自社の強みは何なのかを認識することが重要である。同時に、グループ外の企業

との競争、あるいは協調をどのようにバランスを図るかも重要になる。また、一方で、
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ソフトウェア開発プロセスの効率化、あるいは人員不足への対応がある。日本ではソフ

トウェア開発者が非常に不足している。自動車はまだ組込ソフトウェアの開発者を自社

で雇用している比率が他の業界よりも非常に高いのが現状であるが、今後はそのように

いかなくなる。そのような場合に、どのようにして中国、インド、タイ等のリソースを

活用していくのかが一つの課題となるだろう。ソフトウェア開発のアウトソースが高ま

れば、その分ソフトウェアの不具合が生じる相関関係が確認されている。そのような問

題にいかに対処していくのか、または対処する仕組としてソフトウェア開発プロセスの

作業標準が、今後の自動車メーカーにとっての重要な課題になると考えられる。 
 
（２）サプライヤーとの競争と協調 
 ユニットメーカーと部品メーカーにとって、標準化は競争領域化されることである。

例えば、本来であればビジネス・モデルとしては、自社の技術をブラック・ボックス化

して、その価値を認めてもらい、自動車メーカーに販売するということである。従って、

このような標準化が進展したときに、これまでのユニットメーカーのビジネス・モデル

が変化する可能性がある。それを可能な限り変えないで行くのか、それとも一気に新た

なビジネス・モデルを構築するのか等の戦略的意思決定が必要になるであろう。インタ

ビュー調査から感じることは、日本の標準のあり方は現場で擦り合せ、つまりコミュニ

ケーションを取りながらボトムアップでやる一方、標準化が必要であることはトップレ

ベルでは理解できても、現場レベルで実際に稼働している独自仕様のソフトウェアを変

えることは、非常にプレッシャーのかかることである。従って、標準化によるメリット

やシナリオを持たなければならない。少なくともソフトウェアが絡む世界ではトップダ

ウンで、明確にビジョンとメリットを示すことが必要であると考えられる。 
 

（３）海外のコンソーシアムとの競争と協調 
 JasPar の設立の目的にあるように、JasPar と AUTOSAR ではガバナンス構造の違いが
ある。例えば、欧州では最終アセンブラーの力が弱い一方、日本では強い。結果として、

標準仕様の策定プロセスからコンソーシアムの調整メカニズムまで全く異なってくる。

これらを比較分析して、海外コンソーシアムとの強調に関するガイドラインを示すこと

が、日本の自動車メーカーの役割の一つではないかと考えられる。 
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３－５．メモリーカードの事例 －標準化競争の多面性－ 
 
担当者：○椙山 泰生（京都大学大学院）、長内 厚（京都大学大学院博士課程） 
 
（１）はじめに 
 本報告は標準化競争に関する小型メモリーカード産業を対象とする。この産業は、標

準化競争に関する様々なイシューが同居する事例として大変興味深い。本事例からの導

かれるインプリケーションとして、 
① 規格内競争と規格間競争のトレードオフがあり、それをどのようにバランスさせて

いくのか 
② アプリケーション間のブリッジングを活用するかどうかの戦略の影響 
③ 垂直的なバリューチェーン上の位置取り戦略と標準化の関係 
の三点が挙げられる。特に、②と③についてはメモリーカードの事例に特有といえな

いまでも、この事例の鍵となる大変興味深い要素である。 
 
（２）メモリーカード業界概観 
 メモリーカード業界は、コンパクトフラッシュ、メモリースティック（以下「MS」）、
スマートメディア、SDカード（以下「SD」）など、様々な規格が乱立していて規格間競
争が激しい業界である。各カードの開発・提唱企業もまちまちで、一部重なっている企

業もあるが多くのプレイヤーが参加している業界である。アプリケーション市場が多様

であることも特色の一つで、ディジタルカメラや PC、オーディオ機器、携帯電話、家庭
用ゲーム機など様々な機器とその市場でメモリーカードは利用されている。一方、サプ

ライヤーは非常に少なく、NAND型メモリーを生産できるサムソン・東芝など一部の企
業に限られている。 
 メモリーカード市場は、過去 5年間で急成長を遂げてきており、特に 2003年以降の 
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図３－５－１ 小型メモリーカードフォーマット別シェア（ＣＹ２００４） 
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伸びが大きく、2004年で 2億枚のカードが出荷されている。フォーマット別のシェアは、
2004年の時点で、SDが 38％、MSが 24％、コンパクトフラッシュが 14％となっている。
2005年になって SDのシェアが上がっている。 

 
（３）メモリースティックと SDメモリーカード 
 本研究では、メモリースティックと SD メモリーカードの 2 規格を取り上げる。この
二つは、機能的には非常によく似た規格である。音楽や動画の著作権保護機能に対応し

ており、カード内部に独自のコントローラーICを持っている。 
 MS は、1997 年にソニーが提唱した規格であり、標準化団体は特に持たない。規格の
形成に関してはオープンフォーマットではない。追加フォーマットは、ソニーとサンデ

ィスクで共同開発されている。限られたメンバーで規格が決められたという点では、MS
はクローズドな規格といえる。一方 SD規格は、1998年に松下、東芝、サンディスクが
提唱した。3 社を中心に SD アソシエーションを形成し、フォーマットの開発を行なっ
ている。両カードのブランド別シェアを見ると、MSは SO社の独占に近い状況であるが、
SDは複数のプレイヤーが競合していることがわかる。 

 
（４）標準化戦略の違いとその背景 
 これらの二つの規格は非常に対照的な標準化戦略をとっており、MS は参加企業数を
限定してクローズド戦略をとり、SD はより広範な参加者を募りオープン戦略をとって
いる。その結果、MSは製品価格の下落が緩やかであり、SDはシェア拡大が著しい。 
 各陣営の戦略の違いは、民生用電子機器の文化をどこまで重視して規格が提唱された

かに依存している。MS は、民生用電子機器としての利便性を第一に考え、互換性に関
してはメーカー側で全てを管理しようとしており、ライセンス先も限られている。また、

事業としての採算性も重視している。 
一方 SD は、互換性の問題に関しては一部をユーザー側の解決に期待している部分が

ある。デファクト化を推進するためにオープン規格形成を徹底し、広範な参加者が規格

策定に関与している。ライセンスもオープンで、規格採用企業数は急速に増加している。 
 規格の形成という面では、MSと SDは非常に対照的な規格であると言えるだろう。 

 
（５）メモリーカードの市場分析 
 2004年のブランド別小型メモリーカードのシェアを出荷台数ベースでとると、両陣営
に参加しているサンディスク社が 1位となり、SD陣営にのみ所属している東芝が 2位、
ソニーは 3位となる。しかし、売上高ベースで見ると MS陣営のソニーが 1位となり、
サンディスクが 2位、東芝が 3位となり、順位が逆転する。逆転といっても非常にわず
かな差しかないが、昨今の半導体業界の利益率からすればある程度は差を生んでいるの

ではないかと推測できる。このことは、各社別の小型メモリーカードの出荷台数と売上

高を比較することからも推測できる。 
 カードの平均単価をドルベースで比較すると、価格の低下速度が MS よりも SD の方
が早くなっている。この要因として、1）SDアソシエーションを通じて標準化を進めた
結果、台湾メーカーを中心とした低価格な海外メーカーが参入してきた、2）著作権コ
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ントロール機能が不要な用途では下位コンパチ規格である MMC が利用されている、以
上二つが考えられる。 

 
（６）アプリケーションの多様性とメモリーカード事業における戦略 

メモリーカードのような財に影響を与える経済効果として、代表的なものにネットワ

ーク外部性がある。これは、財のユーザー数やマーケットシェアの増加に伴って、財か

ら得られる便益が増加するという効果である。メモリーカードの普及においても、この

経済効果は影響を与えていると思われるが、メモリーカードの特徴としてアプリケーシ

ョンの多様性があり、このことから「ブリッジング外部性」という経済効果も影響を与

えていると仮定できる。 
ブリッジング外部性とは発表者が新たに提案する仮説である。これは、様々なアプリ

ケーションマーケットのユーザー数が増えれば、それが自分の機種を購入する判断基準

となるということである。例えば、ディジタルカメラで SDカードを購入しているので、
それが使える携帯オーディオプレイヤーを魅力的に感じるということである。SD を採
用した携帯オーディオプレイヤーの価値は、SD を採用したディジタルカメラの台数が
増えれば向上することなる。この効果の特徴的な点は、ブリッジによって接続するかど

うかの選択を、その企業がとる戦略に応じて変化させることができる点にある。 
SD陣営も MS陣営も当初はブリッジングを意識しており、メモリーカードは様々な民

生用電子機器をつなぐメディアであると訴求してきた。SD カードは、現在でもつなぐ
メディアであると訴求しているが、MSは最近になってニュアンスが変わってきている。
MS 陣営は、特定のアプリケーション毎・用途毎に特化して使いやすいメモリーカード
の規格が出ればそれでよいという方針に変化しているようである。特定のアプリケーシ

ョンに特化するということは、別のアプリケーションでは使い勝手が悪くなるというこ

とである。極端な言い方をすれば、MS 陣営はブリッジを切っていく方向にあるといえ
るかもしれない。これはまだ明確な方針として打ち出されているものではないが、そう

いった方針を各陣営がとろうとすればとれるということである。 
以上のようなブリッジをするかしないかという戦略の相違は、規格形成の時にオープ

ン戦略をとったかクローズド戦略をとったという違いの帰結であると考えられる。クロ

ーズド戦略をとることで、メモリーカード事業単体でもある程度の採算性を確保する方

向に向かいやすくなる。そのため、ニッチ市場を形成してそこで利益を確保しようとす

る傾向にあるのではないか。一方、オープンで普及させる場合には、デファクトを獲得

することが第一の目的であるから、採算性よりも利用できるアプリケーションの増加に

重点をおいて事業が進められてきたと解釈できる。 
以上の解釈は、外形的な事実に基づいた発表者の推測であり仮説であるので、その点

は留意して頂きたい。 
 
（７）メモリーカード産業における位置取りの問題 

メモリーカード産業では、位置取り戦略も非常に重要である。 
「位置取り」とは、バリューチェーンのどの範囲を担当するのかということである。

幅広いアプリケーションをモジュールでカバーしたいという点は各社の共通認識だが、
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どこをモジュールにするかで各社の意図が異なっている。 
メモリーカードとよく似た事例に、DRAM 産業がある。DRAM 産業は、DRAM の使

い方をコントロールする部分をインテルに握られてしまい、DRAM販売はコモディティ
ビジネスになってしまっている。メモリーカードでは、メモリーのコモディティ化から

の脱却を目指しているようで、メモリー側とアプリケーション側とで標準化の主導権獲

得競争が行なわれていると理解できる。上記のような主導権争いは、どの産業でも観察

されることであるかもしれないが、メモリーカード産業ではより重要な要素となってい

る。 
メモリーカードでは、主導権争いの焦点はコントロール IC である。メモリーカード

側はカード側にコントロール IC を残そうとし、フラッシュメモリー側はメモリー側に
コントローラーを取り込もうとしている。 
この違いは、各社のポジショニングの違いに現れている。メモリーカードメーカーを

対象に、参入フォーマットと出荷金額を軸にとってプロットした図を作成すると、自社

でフラッシュデバイスを持たない AV ハードメーカーグループの群と、フラッシュメモ
リーのサプライヤーでもあるメモリーカードメーカーの群に分けられる。前者は、アプ

リケーションの価値を高めるという戦略をとり、後者は出来るだけメモリーを広く販売

していくという戦略をとっている。この戦略の違いが、バリューチェーン上の位置取り

戦略の違いを生んでいると考えられる。 
 
（８）サンディスクの事例 
 フラッシュメモリーサプライヤーのうち、特徴的なサンディスク社を紹介したい。 
 サンディスク社は、メモリーカードのリーディングカンパニーであり、2004年度はメ
モリーカードの出荷台数で業界 1位、売上高では 2位にある。2004年度の売上高利益率
は、15％という高い水準を維持している。 
 サンディスクの第一の特徴は、メモリーカードの専業メーカーという点である。フラ

ッシュメモリーを用いた主要なメモリーカードを製造し、多くのカードの規格形成に参

加している。アプリケーションに対する知識も豊富で、提案能力も高い。 
第二の特徴は、垂直統合企業だということである。自社で生産したメモリーを基本的

には外販せず、全て自社のメモリーカードに搭載している。垂直統合企業であるので、

前述のような標準化の主導権争いと無関係に利益を確保できる位置にいる。 
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ＡＰＰＥＮＤＥＸ（第３章） 
 

第２回事業戦略と標準化シンポジウム パネルディスカッションの記録 
 
【司   会】 
  新宅純二郎 東京大学 ものづくり経営研究センター 研究ディレクター  
【パネリスト】 

尾形仁士  三菱電機 株式会社 上席常務執行役／開発本部長 
社団法人 日本経済団体連合会 産業技術委員会 国際標準化戦略部会長 

小川紘一 東京大学 ものづくり経営研究センター 特任研究員 
富田純一 東洋大学 経営学部 講師／ 

東京大学 ものづくり経営研究センター 特任研究員  
梶浦雅己 愛知学院大学 商学部 教授 
土井教之 関西学院大学 経済学部 教授 
椙山泰生 京都大学大学院 経済学研究科 助教授   
横田 真 経済産業省 産業技術環境局 標準企画室長 

 
司会：新宅純二郎（東京大学ものづくり経営研究センター） 
 今回のシンポジウムは標準化ということですが、標準化は知財や R&D 等多岐にわた
って色々な問題が関わってくる問題です。今日も様々な発表がありましたが、ここでは

標準化と事業戦略という点に絞って議論していきたいと思います。より具体的には、標

準化を企業の事業戦略の中でどのようにうまく利用しているか、利用できるかという点

に議論を絞りたいと思います。まず産業界の代表としてご参加いただいている尾形様に

全体の発表を聞いてのコメントをいただいて、その後、ケースの報告者 5名の方に一言
ずつお願いしたいと思います。報告者の方にお願いしたいのは、それぞれのケースの分

析を通じて、標準化をうまく取り組んで成功するビジネス・モデルとしてどのようなも

のが見えてきたのか、あるいは反対に、企業が標準化に取り組む際の問題点、課題とし

てどのようなものが見えてきたのかという点について簡潔に表明していただきます。そ

の上で、他の報告者のケースに対してのご自分の論点、結論、あるいは提唱するビジネ

ス・モデルが、適用できるか、あるいは適用できないとすればなぜか、ということにつ

いてコメントしていただきます。例えば半導体と自動車でどのように違っていて、どこ

が同じなのか等を比較する、一般化するという観点でコメントをいただきたいと思いま

す。 
 私自身も標準化のケース研究を進めてきたのですが、当初は、標準化について日本企

業はうまく取り組んでこられなかったのではないかとの印象をもっておりました。しか

し、2年間ほど DVDや電子部品などのケースを詳細に見ていると結構うまくやっていら
っしゃるケースがあることに気がつきました。ただし、うまくいっているケースの成功

モデルは、特定分野に限定されていることが多い。せっかく成功モデルがあるのに、企

業の中の一部門に限定されており、その企業の他部門にはそのやり方や情報が横展開で

きていなかったり、同じ産業でも異なる企業には伝播してなかったり、ましてや異なる
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産業間では成功モデルの共有はほとんどないようです。我々は、事例分析を通じて発見

された成功事例を個別の具体例として紹介するだけではなく、それをほかの部門、ほか

の製品、ほかの産業にも応用できるように、一般化を進めていきたいと思っています。

そのため、このパネルディスカッションでは、報告された複数のケースに横串を通すよ

うな議論をしていきたいと思っています。 
 
尾形仁士（三菱電機／日本経済団体連合会） 
 簡単に感想を述べさせていただきます。5 つの発表を聞かせていただいて、私は電機
会社に勤めているのでテーマはすべて親しみ深いものでありました。親しみ深いもので

ある一方で、違う側面、これまで見えてこなかった事実や、事例を聞かせていただいて

参考になりました。現在私は経団連の国際標準化戦略部会で活動しているのですが、そ

こには色々な業種の方が参加されています。ただし、参加していらっしゃる方の間でも

国際標準化ということに関してご関心の濃淡ははっきりしているようです。そして今日

の 5つのテーマはその熱心な方々が所属されているようなテーマであったと思っていま
す。今日のお話は、その中でも事業戦略と標準化という点から申し上げると、今日お話

されていたのは新しいマーケットを作っていこうとか、あるいは、事業上より良いポジ

ショニングを得たい、業界を通しての製造コストの削減、競争力の強化をしたいという

視点から標準化をするという事例があったと思います。その意味で、日ごろあまりなじ

みのない業種の方にも、こういった事例をお聞きいただけると、ご自分の業種の中、製

品の中で国際標準化ということを一つの視点にして今後事業の戦略を考える上での参

考にしていただけるのではないかと思います。 
 
司会：新宅純二郎（東京大学ものづくり経営研究センター） 
 それでは報告者の方、発表順におねがいします。 

 
小川紘一（東京大学ものづくり経営研究センター） 
  私は DVDと電子部品を担当しましたが、DVDで申し上げたかったのは標準化する
と必ず組み合わせ型に製品構造が変わってくるということです。付加価値は上位レイヤ

ーと下位レイヤーに集中します。下位レイヤーとは部品、部材、上位レイヤーとはコン

テンツのことです。そして、そうなるということを前提に事業戦略を立てなくてはなら

ないと思います。それからもう一つ、日本の強みとして品質や安定性、信頼等がありま

すが、標準化の世界でそれがビジネスに直結していないという矛盾があります。それを

どうすれば直結できるのかについて考えなくてはなりません。例えば、DVDのメディア
の技術では 100年、1000年も持つという技術を日本は持っています。そしてこれを必要
とするアーカイブも出てきているので、WPO/TBT の規約に基づいて標準化するという
視点から組みなおしていくと、その技術が世界中の隅々まで普及する仕掛けができるの

ではないでしょうか。こうして国際標準を上手に使うことができることも考えうると思

います。それから電子部品ですが、ここでは日本企業が非常に立派なビジネスをしてい

ると思います。しかしこれからはシングル・ファンクションではなくマルチ・ファンク

ションに、またパッシブ・デバイスからアクティブ・デバイスに変化していっており、
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その背後にはマクロプロセッサ、ファームウェア等の技術革新があります。これは 1990
年代に急激に起きた変化ですが、この変化をデジュール・スタンダードとしてうまく活

用しようとしているのが欧米でありまして、意外と日本はそこまで気付いていない方が

多いのではないかと思います。それを念頭において人材育成や組織能力の構築をしてい

かなくてはならないのではないでしょうか。 
 他の報告についてですが、300mmのシリコンウェーハでは日本企業が技術的にかなり
リードしていますが利益に直結していないようです。あるいは標準化のタイミングと投

資のタイミングが一致してない、その背後にあるのは組織能力がアンバランスだからで

はないかというお話でした。そして、QR コードでは普及と利益が上手に共存している
ようです。メモリーカードでは SD と他の規格とが普及と利益において明快に差が出て
いるようです。申し上げたかったのは、他の分野でも DVD の最終製品や部品で申し上
げたような事例と共通した勝ちパターンが潜んでいるのではないかということです。こ

のあたりは次回あたりはっきり申し上げられるようにしたいところです。 
 
富田純一（東洋大学／東京大学ものづくり経営研究センター） 
 私の方からは半導体産業について申し上げたのですが、報告で十分にお話できなかっ

たことを中心に補足させていただきます。申し上げたかったことは、事後的に見ると標

準化の当初と直後で戦略が転換してしまっているということです。標準化の活動自体は

現場レベルでは積極的に推進しているのですが、そこに諸事情があって適切な投資タイ

ミングで投資できなかったというところに問題があったと考えています。それからもう

一点、最後にインプリケーションで主張したかったのは、先ほどの標準化戦略と実行の

問題もあるのですが、一歩手前で、そもそもどこで勝負するのか、どこで差別化を図る

のかという点も大事ではないかと考えています。具体的には製品そのものか、生産のプ

ロセスなのかということです。製品の場合には、例えば今回の 300mm シリコンウェー
ハの標準化にあたっては、搬送システムの標準化がなされたのですが、そこではまった

く競争優位を考えていないという問題がありました。彼らはそこにかける資金はできる

だけ他のプレイヤーと協力して分担していきたいと考えており、それを実行しているよ

うです。それに対して国内のデバイスメーカーは標準化開始当初はまだ韓国勢と競って

いる時期であり、DRAMで勝負したいということがあったようですが、そうなると強力
なライバルがいるので、ライバルもその標準化のメリットが享受できるということが考

えられるわけです。そうなると投資額で差がついてしまうことになります。となると、

プロセス、搬送システムでは日本メーカーは一歩先行していたと聞いていますが、そこ

を切り出して、どこを囲い込んでいくのか、その見極めがポイントだったように思いま

す。 
 他のご報告については自動車産業について申し上げたいと思います。自動車は製品と

しては全く違うし、標準化の取り組みが始まったばかりということで今後どうなるか分

からないということですが、標準化の経緯としては半導体と割と近いのではないかと考

えております。業界全体で直面している標準化の課題に対して、半導体の場合には

300mm 標準の投資額の増大にどう対処するのか、自動車の場合には ECU のソフトウェ
アの開発工数の増大ですが、それらの問題に対していずれもインタフェースの標準化と
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いう形で投資削減を考えています。そして標準化するにあたって半導体の場合はデバイ

スメーカーや周辺サプライヤーと造りこんでいく、自動車の場合には部品サプライヤー

と作りこんでいくという構図になっています。そうなったときに、どちらがノウハウの

部分を取り込むのかが重要になり、それが新宅先生や小川先生がご提示されている「技

術のカプセル化」につながると思われます。そこの見極め、綱引きが今後どうなってい

くのがポイントになろうかと思います。技術のカプセル化が起きるとノウハウが流通し

てしまうということになるわけです。自動車メーカーはそれに対してどう対処していく

のか、サプライヤーの側では、むしろより広範囲に売っていくとメリットを享受できる

ということになるでしょう。そのへんの綱の引き合いがどうなっていくいのか、がポイ

ントかと思われます。ただし、自動車が前提として半導体と少し違う点があります。半

導体の場合、グローバル標準が最初から造りこまれていたわけですが、自動車の場合、

コンソーシアム間での綱引きが若干ありそうだということがあります。以上の二点に今

後注目していきたいと思っています。 
 
梶浦雅己（愛知学院大学） 
 QR コードについて、時間の関係で踏み込んで言えなかった点を補足させていただき
ます。それは QR コードを大きく分けると二つの市場があるということです。自工会、
部品工業会を含めた自動車関連市場と、もうひとつはそれとは関連のない外部市場です。

QR コードを自動車関連市場に普及させることと、外部市場にどう普及させていくのか
ということは、繋がっていることでもありますが捉え方は別のことであろうという気が

しています。もともとは内部市場の方から始まって 2 次元の QR がでてきました。その
前には 1 次元のバーコードの時代が長く続いていましたが 1 次元では情報量が少なく、
現場での対応に弱い点があるということで 2 次元がでてきて、これが一気に日系企業、
自工会を中心に大きく普及していったのです。これは外から見ていますと、経済性とい

う点でどうやって計るのかという点ではまだ分かりません。どれだけコストダウン、効

率化がされたかということは実際に自動車産業市場に入っていくしかないということ

で、この部分は今後の課題であります。それから QR コードを外部市場でいかに普及さ
せていくか、従来のパテント使用料、周辺機器で稼ぐというパターンではなく、B to B
で稼ぐのが良いかと思われます。産業団体に採用されると、その産業団体全部、加盟企

業全部が QR コードを使うようになるというビジネス・モデルを用いて外部市場を獲得
してきているのではないかと思います。その 2点が特徴ではないかと思います。いずれ
にしてもグループによる標準化がポイントになっていくということをも仕上げました。

標準策定機能をもつ業界団体と一体になることで自社単独では難しい標準化を補完し

ていくという傾向が見えると思います。 
 他の事例と比較していうことでは、いままでご指摘があったように、自動車メーカー

の標準化戦略の中で、コンソーシアムが取り上げられています。その際に、グループに

よる標準化を果たす時にコンソーシアムの中でいかにリーダー的な立場をとるのか、あ

るいは標準化をする前、している最中、できた後というダイナミクスの中で、いかにイ

ニシアチブをとって有利な立場に立っていくのかということが重要ではないかと思い

ます。全体いくつかご指摘があったクローズドとオープン、擦り合せとモジュール、ブ
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リッジングというオープンとクローズドを掘り下げたご提示があったが、これらを契機

にもう少し掘り下げて生きたいと思います。それからコストダウンというのもひとつの

分析の視点になるかと思います。先ほど申し上げた内部市場、自動車メーカーの部品、

あるいは組み立ての中でいかにコストダウンを図っていくのかというその中で生まれ

たものの一つが QR コードでありますが、その他のご報告のなかでもコストダウンを目
的とした標準化がありました。そのあたりが一つの切り口になるのではないでしょうか。 

 
司会：新宅純二郎（東京大学ものづくり経営研究センター） 
 それでは次に、土井先生ですが個別の質問や、これまで自動車絡みのコメントがいく

つかでておりますのでそれを受けながらコメントいただければと思います。 
 
土井教之（関西学院大学） 
 6 点ばかりにまとめて我々の意見を申し上げたいと思います。1 点目は自動車にとっ
て、標準化は戦略としては新しいことであるということです。2 点目は自動車産業の事
業戦略を、競争領域と非競争領域にわけると競争領域でデファクトの標準を獲得するた

めに非競争領域で協調して標準化するということです。これは半導体の中でも標準化領

域と競争領域という表現で同じ認識ではないかと思います。3 点目は JasPar などの標準
化組織のガバナンスを研究する必要があるということです。これは他のご報告でも強調

された点であると思います。4点目は、自動車メーカーは OEMと表現していますが、自
動車メーカーから見た標準化とサプライヤーからみた標準化は異なるという点です。こ

れまでは、OEMの方にバイアスがかかっていた可能性があります。部品については、今
日はご報告しておりませんので本の中に書いてありますので読んでいただければ幸い

でございます。5 点目は企業の内部環境、つまり経営資源や組織行動と標準化との問題
が提起されたということです。これも他のご報告と共通かと思います。6 点目は、今日
は議論に出なかったように思うのですが、自動車では環境標準、や安全性規制というも

のが重要であります。社会的標準とも呼ばれますが、安全性規制への標準化は社会的標

準と市場で決まる標準を市場標準と呼ぶならば、社会的標準と市場標準が一体化してい

るという特徴があります。ここは自動車産業の標準化で重要な特徴であるだろうと思い

ます。他の方のコメントに対しては、私は半導体を調べた上で、自動車メーカーに対す

るどういうインプリケーションがあるかということをお伺いできればと思います。フロ

アからの質問に、「自動車開発におけるソフトウェアのソースコード数数の増大に驚い

たが、かつてコンピュータの世界で 20 年前に起こった現象が自動車専用ソフトにも起
こると思いますか」ということがありましたが、まだ十分に検討しているわけではあり

ませんでしたが、自動車業界の学習効果が働かなければ同じようなことが起こるという

ことを思います。 
 
司会：新宅純二郎（東京大学ものづくり経営研究センター） 
 土井先生には 6つたくさんご指摘いただきましたが、いままでの議論と共通する点と
しては、「標準化領域と差別化領域」、土井先生のグループのご発表ですと、「競争領域

と非競争領域」、その辺をどのように線引きをしながら戦略を立てていくかということ
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が重要であるという指摘がありました。業界全体で標準化・共通化すると、コスト削減

になるとか、ユーザーには便利だということで標準化を推進しようとする。しかし、そ

れだけで進めていくと汎用品、価格競争になってしまうので標準化しながら差別化をす

るところを残しておくということが色々なところに出てきたお話のポイントではない

かと今日のご発表を聞きながら感じておりました。それでは次に椙山先生お願いします。 
 
椙山泰生（京都大学大学院） 
 最初に発表において強調したかったことを簡単に述べ、その上で会場からのご質問の

答えに絡めながら内容を補足させていただきたいと思います。発表のポイントはブリッ

ジングという概念を出し、ブリッジング外部性が存在するということを申し上げました。

この方向での価値を出したい、そのような発想の標準化ということがあるということで

す。その意味では、それによる標準形成の戦略も異なる可能性がありますし、戦略の違

いからブリッジングに対する姿勢も変わるということもありえます。ブリッジングは戦

略的にコントロールすることができると申し上げたのですが、一方で、企業の行動は経

路依存的でもあるため、今までやってきたことの延長線上でしかできないという側面も

あります。また今日もご報告に出てきていましたが、垂直的な関係の間でまとまって標

準化しなくてはならない場合がかなり出てきているようです。そのような場合は位置取

り競争が起こりやすいといえます。垂直的なメーカーとサプライヤーとの間で、どこを

どう標準化するかによりどちら側に利益が出てくるのかが変わってくるケースがかな

りあります。そういう状況での標準化をどう進めるのかという一つの題材になればと思

います。もちろん、メモリーカードの標準化はデジュール標準ではなく、その意味では

標準化としての複雑なプロセスをたどっていないので、もう少し突き詰めて考える必要

はあると考えています。 
 フロアからのご質問で、「SDカードのケースでデファクト化の推進を第一に進めてい
るということだが、そもそもなぜデファクト化をしたいと思っているのか」というもの

がありました。デファクト化が進行した製品で儲からないなら、標準化をやる価値がな

いのではないかという疑問ですね。そもそも普及を推進したメーカーが考えていたのは

アプリケーション機器をつながること自体が利益を生み出すという構造にしたいとい

うことでした。例えばカメラなりオーディオなりがカードでつながれば、より良い機器、

より高い値段で売れるものができるということです。このご質問は二つ目の質問につな

がります。二つ目のご質問は、「ブリッジング外部性というものは絵に描いた餅なので

は、実現していないのではないか」ということです。これは非常に検証するのが難しい

問題です。少なくとも今日申し上げたのは、メーカー側の意図としてはあったというこ

とで、部分的に実現している可能性があるので仮説として出させていただきました。そ

れに対して本当に実現していたかの検証はこれから考えなくてはいけないと思ってい

ます。正直な話、メモリースティック側はあまり外部性が実現していないのではないの

かという認識を持ちつつあり、絵に描いた餅になる可能性はあります。ただし考え方が

使える業界は他にもあるのではないかと考えており、この枠組みで解釈をすると別の現

実が見えてくるのではないかと思うので、その意味で仮説を提示する意味はあるのでは

ないかと考えております。 
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 他の方へのコメントとしては自動車の話題に対して申し上げたいことがあります。今

日の SD カードの議論が出てきたのは民生用で使うがゆえに、互換性にちょっとでも問
題があると駄目だということです。車の場合はそれが安全性の問題ではもっと重要です。

ご存知の方はたくさんいらっしゃると思いますが、完全な標準化というものはほとんど

存在しません。そうではなくて、世の中にあるすべての製品群を並べてみてすべてにつ

ながるようにファームウェアを書き換えながら、あるいはプロトコルを作り直しながら

互換性が達成できているという認識が一般的なのではと思っています。だとすると、自

動車のようにトップダウンで標準を作ると、すべての機器につながることが担保されな

いのではないでしょうか。そのあたりが自動車の標準でどう議論されているのかを知り

たいと思います。ユーザーが理解をしていれば直せる PCの世界とは異なることもあり、
安全性という面で重要な問題であると思います。 
 あともう一点コメントですが、競争優位を持っているところを囲い込んで、そうでな

いところは標準化したい、ということは一般的で競争領域と非競争領域と分けるという

議論かと思います。そこで一つ疑問ですが、それぞれの会社がどこを競争領域だと思っ

ているのかということは業界全体で揃わないのではないでしょうか。メモリーカードの

事例も含めて、そこが揃ってないがゆえに話が決裂している業界はたくさんあるのでは

ないかと思います。そこで資源プロフィールが違うときに、競争領域と非競争領域を分

けるという話が標準として共有する部分としての合意にどのようにつながるのかとい

う点を、皆さんどのようにお考えなのか、お伺いしたいと思っています。 
 
司会：新宅純二郎（東京大学ものづくり経営研究センター） 
 最後のコメントの中で二つご指摘がありましたが、第二番目の点、すなわち競争領域

と非競争領域、差別化領域と標準化領域の線引きの仕方は個別企業によって異なり、合

意は難しいだろうという点について全体で議論していきたいと思います。この問題が典

型的に現れていたのが、土井先生の自動車のケースと富田先生の半導体のケースではな

いかと思います。今日の報告では、いずれのケースでも、投資が増え、複雑化してきた

ので標準化してコストを下げたいということが背景で、業界共通の標準化を推進しよう

としました。自動車の方はまだ完全にそれで固まったという状況ではないように見えま

すが、半導体はある意味で結果が見えてきているように見えます。富田先生のお話を聞

いていると次のように理解できます。「日本の半導体メーカーは製造工程にノウハウを

もっていてそれが半導体産業で戦っていくための重要な知識だった。しかし、投資負担

が大きくなったため、その負担軽減のために標準化した。その結果、たしかにコスト削

減ができた。しかし、その標準には日本企業のノウハウが込められており、今までそれ

を持っていなかった半導体メーカーも同じものを使えるようになってしまった。日本企

業にとって、絶対コストは下がったが、相対的な差は縮まってしまった。優位にあると

ころを標準化してしまって瞬間的にはコストが下がったが、優位性が小さくなってしま

った」ということです。この理解でよろしいのかということと、もしそうだとするとこ

れは失敗のように聞こえますが、そのあたりこれから自動車産業についてはどうお考え

なのかということをお伺いしたいものです。 
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富田純一（東洋大学／東京大学ものづくり経営研究センター） 
 概ね新宅先生のご理解と一致しています。ただし、全部が全部、搬送ノウハウが出て

行ってしまったかというと必ずしもそうでもありません。いかに試作品を量産工場でい

かに効率よく流すかという点については、標準化しても依然日本メーカーは優位があっ

たようです。（従って、そうした現場の強みを活かす戦略が必要だったのではないかと

考えています。）とは言っても、大枠で捉えると出て行ってしまった部分は大きかった

のではないかと考えています。今回のケースは事前の意図と事後の結果が間逆になって

います。現象としては興味深いと捉えておりますが、標準化自体はデバイスメーカー中

心で進められて、サプライヤーはそれに追随する形で標準化がされました。標準が作成

された段階では、すでにデバイスメーカーは投資ができないような状態になりますが、

逆に標準化によって戦場におかれてしまったような搬送機器メーカー、キャリアメーカ

ーなどはその競争に勝ち残ってシェアを高めているという状況でした。サプライヤー市

場では、いったんは標準化したことで参入は増えたのですが、もともとあった強みをい

かして、技術のカプセル化を通じて逆にシェアを高めていったという現象が見られます。

そうなりますと、装置産業ですから装置間のインタフェースが標準化されると各社バラ

買いができるようになるのでお金さえ出せば、搬送機器が手に入るということになりま

す。そして日本メーカーだけでなく、海外のメーカーも手に入れられるような状況にな

ります。意図はされていなかったと思いますが、サプライヤーからすると売り先がなく

なってしまったため、海外メーカーに売っていく形で搬送の一部が流出したのではない

かと考えています。この現象が自動車産業にどの程度教訓として、応用可能かはさだか

ではありません。と申しますのは半導体の場合には搬送のノウハウは、歩留まりとか稼

働率、つまり工場の品質や生産性で勝負しようと考えているメーカーには重要だと思わ

れるのですが、自動車の場合では ECUのソフトウェアがどの程度自動車の中で高い価値
をもっているソフトなのかということが分からないのでなんとも申し上げられません。

もし半導体のような装置産業における競争領域であるとするならば、そこは慎重な標準

化領域と差別化領域の慎重な見極めが必要ではないかと思います。 
 
司会：新宅純二郎（東京大学ものづくり経営研究センター） 
 土井先生いかがでしょうか。自動車の場合、ECU の数が増えてきて 50～100 になり、
それらが、それぞれ個別のパソコンのように独立しているのでまとめないと一つの車と

してはうまくいかないということでした。そのための標準化は必然だとしても、その標

準化をどのレベルでの標準化にするのか、つまり、グローバル標準なのか業界標準なの

か社内標準にとどめるのかという点についてのお考えを聞かせてください。 
 
土井教之（関西学院大学） 
 自動車の特徴は先ほど申しましたように、競争領域と非競争領域があるということで、

要するに競争領域で差別化するために非競争領域で儲けることになります。自動車メー

カーの OEM の競争領域は市場で売れる製品を出すということですが、非競争領域にお

ける OEM の戦略は標準化することでサプライヤーの力も相対的に強くなります。これ

を避けるためには OEM 自身がサプライヤーになるかあるいは標準化のリーダーシップ
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をとるということになるでしょう。これからの話ですが、今はそのような段階だろうと

思います。 
 
司会：新宅純二郎（東京大学ものづくり経営研究センター） 
 先ほど椙山先生からご提示があった問題点ですが、「競争領域と非競争領域の使い分

けをするといっても、特に差別化領域については企業によって線引きをしたい位置が異

なるのではないか。そうすると各社それぞれ自分たちの競争領域をうまく残すべく標準

化しようとするときに、それが業界標準にしようとすると、上手くそれが合わないので

はないか」ということでした。それについてどんなお考えを皆さんもっていらっしゃる

のかご意見いただきたいと思います。例えば、今日のご報告の中では、小川先生の電子

部品業界の多機能モジュールで、アメリカはもっと上位レイヤーで自分たちの差別化領

域を作ろうとしているので中は徹底的に細部にいたるまで標準化してオープンにしよ

うとしている。それに対して日本企業はもっと下位のレイヤーで勝負しようとしている

のでアメリカのようにしてしまうと意味がなくなるというのが、典型的なせめぎあいの

一つの例ではないかと思いますが、小川先生いかがですか。 
 
小川紘一（東京大学ものづくり経営研究センター） 
 今日私が申し上げたような単純な話ではなく、電子部品といっても色々あり、考え方

がすべて違うそうです。そこに共通化して言えるのは日本の強みが何かであろうかとい

う視点では、擦り合せといいますか、設計・製造が一体化していることが日本の強みだ

ろうというのが多くの人の意見でした。非常に面白いのは、半導体の方はアメリカ的な

考え方が多かったそうですが、それを使う欧米のユーザーは日本案に賛成する人が多か

ったそうであります。なぜならば、インタフェースさえ明確ならば、日本案の方が中身

は分からなくても使い勝手が良いからです。ということで、欧米の標準化のメンバーで

はない方からも支持を受けたそうです。 
 
司会：新宅純二郎（東京大学ものづくり経営研究センター） 
 椙山先生いかがですか。 

 
椙山泰生（京都大学大学院） 
 話の筋に合うかどうか分からないのですが、競争領域と、非競争領域が折り合わない

ということで、折り合うためには色々な議論が今までにあったと思います。実際には、

デファクトの標準がなぜ登場したのかというということを考えればそもそも折り合わ

ないからでしょう。近年この議論をする上で大事だと思っていることは非競争領域を作

ってしまった上で、その領域を 1社供給する状況が作られてしまうと、その会社はすご
く優位になるということです。先ほどクアルコムの話が出てきていましたが、例えばク

アルコムは CDMAに関するチップセットで、1社供給を狙っています。そこは他社にと
っては非競争領域ですが、供給を独占してしまえばものすごく優位になるところです。

PCにおけるインテルも同じだったと思います。今日の議論では、競争領域と非競争領域
を分けて、競争領域を確立するという話になってきていますが、その前提としては非競
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争領域で一社供給する企業が出てこないということがあるではないでしょうか。実際は

そこで独占のポジションを生かしたビジネスがあることに留意する必要があり、その意

味で競争領域、非競争領域を分けるという議論は、かなり複雑な背景を持っていること

を踏まえる必要があるのではないかと思っています。 
 
司会：新宅純二郎（東京大学ものづくり経営研究センター） 
 いまの例は、クアルコムやインテルにとってはそこが競争領域で勝ち残って独占に近

い状況を作ってしまったが、他社はそこで負けてしまったので他を競争領域にするとい

うことではないでしょうか。他社がそれぞれに違うところで強いものをもって差別化し

ているのは、よく言われる、PC産業で見られる水平分業のような状況ではないかと思い
ます。そろそろ時間がなくなってしまいましたが、会場からの質問で若干残っている質

問がございます。まずひとつは、「今後ますます標準化は促進され、企業の重要な経営

戦略となることが確実です。しかし標準化すればするほど製品の仕様等での差別化が困

難になり、価格競争になれば産業全体が死滅することになります。これを防止し、産業

界が健全に発展するための新しいルールやスキームが必要な時代になります。こうした

面での対応策についてのご意見を伺いたいです」というご質問です。小川先生いかがで

すか。 
 
小川紘一（東京大学ものづくり経営研究センター） 
 非常に難しい質問である。これが分かれば問題は解決するのですが、回答は 2つある
と思います。一つ目は、絶対標準化しないことです。実際、ソニーの MDのように標準
化しない成功したのもあります。ただし、オープンにしないためには膨大な資金と組織

能力が必要です。しかも国内だけに留まりますが、それもひとつのモデルです。二つ目

は、標準化が上位レイヤーか下位レイヤーに集中するということを前提にして新しいス

キームをつくるということです。では新しいスキームとは何でしょうか。しかし、国際

ルールを変えるのは難しいことです。例えば、DVDを例に取ると、記録型 DVDで 1997
年の終わりごろには様々な規格があり、標準化しなくてはと言われていましたが今日で

は誰も文句を言いません。それはなぜならば、上位レイヤーですべて吸収しているので

ユーザーに迷惑がかかっていないからです。各社規格が異なる上で競争戦略を選ぶか、

ということになっています。ですからブルーレイディスクは、ハリウッドにまかせるの

ではなく、経営判断としてファームウェアやピックアップなどの上位レイヤーで吸収す

る仕組みを作るべきではないでしょうか。各社がやっていらっしゃることとは思います

が、それを経営判断ですることができれば、主導権を握ることができると思います。 
 
司会：新宅純二郎（東京大学ものづくり経営研究センター） 
 もうひとつ、経済産業省が行政側としてどのような取り組みがあるのかというご質問

が来ておりますので横田様にそれに対するご回答と全体を通しての感想がございまし

たらお願いいたします。 
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横田真（経済産業省） 
 質問の一つ目は「中国は自国の標準を国際標準に入れようとしていますが、中国だけ

の標準を国際標準に入れるのは問題でしょう。日本はどのようにそれと協調していくの

が良いでしょうか」ということです。個々の規格の話についてはそれぞれ対応しなくて

はなりませんが、今までの議論は、国際標準の場での議論に窓口が限られていました。

それをもう少し、2 国間、3 国間で国際標準についての議論を親密にやっていくべきで
はないかと思っています。例えば、中国との関係で言えば 2 国間の協議もありますが、
日中韓の 3国で標準化についての協力を熱心にしております。国際標準、ISICの場で協
力しようではないかということをやっています。例えば、ばねの規格についてですが、

ISO の会議に中国、韓国の方にも参加していただいて国際標準を得るために協力してい
ただいています。それの延長線上に中国、韓国の担当の方々と規格に関してもっとフラ

ンクに話ができる関係があるのではないかと思っています。つまり、もっと付き合うチ

ャネルを広げて話をしていくということが重要であるかと思います。国際標準はヨーロ

ッパ主導といわれていますが、なぜかというと彼らはよくワーキンググループに参加す

るからです。アジアでも日中韓の 3国は比較的よく参加するほうなので、アジア的な価
値観を企画の中にいれていくためには中国韓国を協調しながらやっていかなければな

らないと思います。これからこのようなことも考慮してやっていかなくてはならないと

思います。 
 それから二つ目のご質問は、「標準化は広い分野に関わりますが、省の壁、局の壁を

越えなくてはいけないと思いますがどうお考えですか」ということです。国はどうして

も縦割り行政であるといわれているのでこのようなご質問が出たのだと思いますが、標

準化の分野に関してはあまり省の壁を感じていません。工業標準化の事務局は経済産業

省でやっていますが、主務大臣では経済産業大臣、国土交通大臣、構成労働大臣の 3大
臣でやっています。その他の省の大臣も関係大臣にはおりますが、3 大臣は工業標準化
法を制定する大臣です。例えば、薬事法では医療機器の技術基準では JIS がたくさん使
われています。その一部は経済産業省が制定したものを引用していただいたものもあり

ますし、厚生省が独自で作ったものもあります。申し上げたいことは、省の壁はあまり

ないということです。むしろ重要なことは今日のような場を通して、規格というものが

使えるという認識を広げていきたいということです。その意味では、我々も他の政策部

署に、マーケティングをやっていくべきなのかもしれないと考えております。それと同

時に皆様方に規格を使うということを我々の方に産業部局がございますので、そちらに

お話をいただければどのように規格を使っていけばよいかというお話もできるのでお

願いしたいです。 
 最後にひとことだけコメントさせていただきます。今日は色々な視点でのケーススタ

ディをしていただいてありがたいと思っています。しかし、すべて電子部品など、情報

分野にかかわっているところだけというのが少し寂しいと思いました。規格は情報分野

だけでなく、ばね等の色々産業分野を含めて、国際的な規格があります。これからのケ

ーススタディを進めていくにあたっては、そのような他の分野のケーススタディも増や

していきたいと考えております。それについては今日いらっしゃっている企業の方にも

インタビューなどお願いしたいのでご検討いただいてお受けいただければと思います。
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あるいは標準化を進めていきたいと思っていらっしゃる企業の方は、ここにいらっしゃ

る先生方がこのような分野にご関心があるということで、個別の戦略の話も含めて色々

相談してみては良いのではないでしょうか。経営の新しい視点としてお役に立てるので

はないかと思います。今年は 2度目ですが、去年より随分議論が進んだと思っておりま
すので、これからも検討していきたいと思っていますのでよろしくお願いします。 

 
司会：新宅純二郎（東京大学ものづくり経営研究センター） 
 最後に尾形様に一言お願いいたします。 

 
尾形仁士（三菱電機／日本経済団体連合会） 
 今日は、競争領域と非競争領域、標準化と差別化、事業戦略と標準化等、核心の一つ

に迫る議論ができたのではないかと思っています。最後に横田さんがご質問にお答えに

なっていたことですが、最近は、欧州、アメリカはもちろん、中国、韓国は官民あげて

標準化に熱心であります。そこで日本だけが蚊帳の外というのは寂しい限りでございま

すので今日の話を企業に持ち帰られて周りの方と議論をしていただきたいと思います。

最後になりますが、経団連でも標準化部会が活動しておりますので従来参加されていな

かった方も是非参加していただければと思います。 
 
司会：新宅純二郎（東京大学ものづくり経営研究センター） 
 私ども色々勉強させていただいていますが、経済産業省の方は本当に企業の方に役立

つような標準化を推進していきたいということを常々考えています。いくつか我々がイ

ンタビューしている中で標準化をもう少しこう利用できないか等、経済産業省の方にお

話したりしております。是非その辺を密に連携とれればいいのではないかと思っていま

す。２年間の事例研究の成果を本にまとめましたが、出版がこのシンポジウムに間に合

いませんでした。出来あがり次第今日来ていただいた方には無料で差し上げたいと思っ

ております。また、今後は、海外発信にも力を入れるとともに、ケースの幅を広げて化

学と材料分野にも進めていきたいと考えています。その成果、このような機会を使って

産業界の皆様にフィードバックしていきたいと思っていますのでよろしくお願いいた

します。 
 

以上 

 52



第４章 政策と標準化の事例 
 
４－１．Ｒ＆Ｄと標準化 
 
担当者：足立芳寛（東京大学大学院） 
 
 前章では、数々な標準化に関する事例研究が紹介された。政策と標準化のミッション

は、それらを俯瞰して、今後どのような視点で標準化を考えていくべきなのかを検討す

るものである。ここでは、R&D（Research and Development；研究開発）と標準化という
観点からその目標に向かって進みたい。 

 
（１）はじめに 
 我々は、様々な知恵を出し合ってものづくりの場面でイノベーションを興してきてい

る。しかし、それに対する十分な対価が創造者に与えられていないという指摘がある。

そこで創造された知恵が市場で正当に評価されるため、R&Dを知財戦略として考える方
向性は当然のことであると思われる。それらのイノベーションや創造された知恵を如何

に正当に確保すればよいのか、また新たな研究開発のための資産としてそれらをどのよ

うにして防衛すればよいのだろうか。本研究では、標準化という視点で整理していきた

い。 
 

（２）標準化の世界 
 標準化とは、最初は秦の始皇帝の計量マス等から始まった。それは公正で健全な市場

の育成のためになされた「計量や試験法の統一」であった。これが標準化に対する第 1
の意味である。現代では、さらに「品質・安全の確保」という第 2の意味合いも含むよ
うになった。この考え方は、ある意味で非競争領域の設定を行う保険論である。すなわ

ち、チャイルドシートや石油ストーブ、扇風機等に品質・安全の標準を作成しておくこ

とは、売られた製品に標準という保護マークを付けることと同義である。従って、標準

を満たしている製品は、その時点での最善の知見を得て、社会に供給されていることを

意味する。第 3としては、
新たな市場を見据えた、「互

換性の確保」という標準化

の意味である。事業戦略と

標準の事例の多くは、この

第 3の意味に該当するもの
であると考えられる。部品

調達先の多様化、国際ルー

ルの互換性問題など、この

意味での標準化を考察する

重要性は日々高まっていと

言える。               図４－１－１ 標準化の世界    

計量・試験
法の統一

品質・安全
の確保

互換性の
確保

国際的ルールの互換性国際的ルールの互換性

相互オペラビリティ相互オペラビリティ

健全な市場
の育成

非競争領域
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 本研究は以上の 3つの標準化すべてを取り上げるが、イノベーションや研究開発、未
来の戦略を立てる際に期待されるフルーツ（結果）が正当に評価され、正当な対価が得

られ、そして、それらによって研究開発の投資が再度生まれるという健全は市場環境が

構築されることが求められる。言い換えれば継続的な再生産活動を行うために、標準と

いう手段で何が行われるべきなのか検討することが主な目的である。 
この観点から、主としてこの第 3の「互換性の確保」という意味の標準化がメインの

エリアとなると考えられる。さらに、我々の置かれている現状を改めて振り返ると、な

ぜ標準化の世界は、第 1 から第 3 へと移行したのだろうかという疑問が残る。それは、
やはり経済のグローバル化という時代の趨勢のためであり、また技術自体が非常に高度

化されて、電子化や IT化がさらに加わり、技術の融合化が起きてきているからなのでは
ないかと考え得る。これらの 2つの大きな潮流が、現在実際に起きていることは確かで
あり、それらを踏まえて議論を展開する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

市場創出を目指す標準化戦略

特許・知的財産の標準化

市場拡大化

研究開発の目標

普及・市場化
技術の囲い込み

Free化 プラットフォーム化 インターフェイス
ハイブリッド

Net社会の外部依存性

・DVD圧縮技術（MPEG）

・携帯－TV
・Net家電

製品融合
業種融合

Win-Win

POINT：有料⇔ ＲＡＮＤ
Reasonable and non-discriminatory

図４－１－２ 研究開発戦略と標準化 
 
（３）研究開発戦略と標準化 
 現在、様々な局面での融合化現象が見られる時代になっている。技術自体はユーザー

としての趣向と融合化し、各産業も融合化し、企業内でも様々な職種の方々が融合化し

ている。さらに市場はグローバル化され、IT化されている。そのような環境の中で新た
な市場を創造するのが、研究開発の大きな目的であると考えられる。新しいものを作る

ということは、新しい市場を生み出すことを意味するためである。例えば、大学の工学

部が目指しているものは、より便利なもの、より安全なもの、より使いやすいもの、よ

り資源消費の少ないものである。そもそも、これらのマインドが発生するのは、そこに

新たな市場が生み出されるからである。工学部は、市場の再生産を目指した研究開発を

行っている。標準化という戦略が、そのような工学部の研究開発にもプラスの働きをし

てもらう必要があろう。 
 事業戦略と標準化の各事例には様々な現象が見られ、各々違った戦略があった。それ

らに対しては、各々詳細な説明がなされているが、これからの研究開発をする際に何が

重要なメッセージとなりうるのだろうか。また、戦略として考える際に何が役立つスキ
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ームとなり得るのか。これから研究開発をして新しいものを世に出す前に、個々の戦略

を考えておく必要がある。それによって、各々違った戦略が健全な研究開発もしくは市

場の発展につながると考えられる。そのため、本研究では、これまでなされてきた標準

化戦略のメッセージを見つけていきたいと考える。 
 研究開発の議論で知財は非常に分かりやすいものである。例えば、良い研究をしてそ

の結果が得られれば、それは知財として確保するべきであり、そのような行動は推奨さ

れるべきであろう。ある意味、研究開発と知財確保はリニアな関係にあると言える。と

ころが、標準化はそのように単純に結論を導くことが出来ないことが、事業戦略と標準

化の事例研究によって証明されているといえよう。そこでポイントとなるのは、特許・

知的財産を有料にするのか、それとも RANDにする（誰にでもリーズナブルな使用料で
認める）のかという問題である。これは、その時々の戦略によって非常に変化するもの

である。特許・知財を有料にした上で標準化しても、その市場が十分に拡大しない可能

性がある。そのため、標準化というものの考え方を各場面に応じて何がキーになるのか

ということを吟味する必要がある。現段階では、明確な回答を見出すことはまだ困難で

あるので、様々なケースから調査する必要性がある。 
 しかし、概して、ある技術を標準化することにより、市場がプラットフォームという

形で大きく育成することも戦略的に必要であると考えられる。囲い込まなければならな

い技術やイノベーション以外のものに、競合者との補完関係で市場をさらに発展させる

という標準化戦略を選択することも場合によって必要になる。MPEG（DVD圧縮技術）
のように知財と標準化が一体化して成功している例もある。そのため、標準化に関して

は、各々の場面に応じた柔軟な戦略というものが求められる。現段階で言えることは、

これからの市場傾向として、事業戦略と標準化戦略の機動的活用すれば、ネット社会の

外部依存性も相まって市場が増殖的に拡大することが今後も予想される。このような市

場の特色として、先ほど述べたように製品と業種の融合化が促進される傾向にある。例

えば、放送業界と電話業界、電子・電機業界等を見ると、業種間や製品自体において融

合化がみられ、携帯電話がテレビになったり、インターネットに接続できたり、近年に

おいては電子決済機能まで持つようになった。このように高度に融合化する環境が生ま

れれば、プラットフォーム化やインタフェース、ハイブリッドといったような議論が必

ず出てくる。今後、それらの問題を先の 5つの事例もしくはさらに付け加える形で考察
し、メッセージを配信していきたいと考えている。 
 

（４）標準化の課題 
 標準化にはさらに異なる観点がある。第 1に競争条件の問題である。標準化は競争の
緩和という側面も持っている。標準化により価格競争が激化し、価格低下が起きる。価

格低下が起きると、苦労して作り上げた技術の相対的価値がなくなる危険性が発生する。

しかしながら、標準化された技術を利用する側が、その競争を確立されたプラットフォ

ームの上でのみ行っているのであれば、標準化された新しい技術をすでに保有している

者は、さらなる競争力を保持することもありえる。 
 第 2の観点は研究開発の進展状況に関係する。ある技術が標準化され、プラットフォ
ームが形成されれば、その技術領域に対する研究開発が途絶えてしまうということが起
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こる可能性がある。標準化が行われれば、ある程度インフラが固定化・硬直化されるこ

とになり、それを新たな研究開発によって超えるには、既存のインフラを代替するのに

必要な新たな投資するだけのメリットを有した大きなインパクトのあるイノベーショ

ンが必要である。そのため、そのような行動をとる必要があるというマイナスな側面も

見なければならないのである。このマイナス的側面は、ある意味、標準化が持っている

一つの機能であるといえよう。そのため、この標準化の機能についても十分理解する必

要があり、ここで起きている新しい潮流がグローバル化やネット化、融合化であること

を正しく捉える必要がある。さらに一つ考えなければならないのは、供給過剰の問題で

ある。我々の製品、標準化の議論においては、世界的な供給過剰闘争の中にある視点も

提示されると考えられる。以上のことを踏まえて、競争戦略の方向付けを決定しなけれ

ばならない。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

競争の緩和

インフラの固定化・硬直化

参入促進／価格低下価格競争

R&D競争 競争低下

•　グローバル化
•　Net化融合化
•　世界的供給過剰

図４－１－３ 標準化の課題 
（５）今後の展開 
 今後の本研究の展開としては、上記に述べた事柄をさらに調査し、何か発進すべきメ

ッセージを出していきたいと考えている。そのために、標準をツールとして R&D 戦略
を検討していくことにする。そして、目標は新たな市場を創出することである。新しい

市場を創出するためには、新しい製品を世に出さなければならない。その際、我々は知

財と平行して標準というものをツールにすることを検討していく予定である。さらに、

そのような通常のアプローチに加えて各事例分析を行い、カテゴリー別か、それとも進

化別なのか、産業・市場の大きさ別なのか、または特殊形なのか等、類型化と類似的抽

出を行い、何らかの考えるべき視点もしくはガイドラインの策定および戦略的視点等を

今後考察していく予定である。 
標準を Tool とするR&D戦略

研究開発と標準化戦略に関する研究会

類型化
事例分析

類似点抽出

新市場の創出

ガイドライン策定

戦略的視点

産学官の研究会（産業界、東大、経済産業省・NEDO）

 
 
 
 
 
 
 
 

図４－１－４ 今後の展開 
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４－２．知的財産と標準化 
 
担当：江藤 学（経済産業省） 
 
（１）はじめに 
 事業戦略と標準化の事例研究において、標準における事業競争事例に関する様々な研

究がなされてきた。 
 第 1に、標準に適合した製品を安価に開発し販売するという事例がある。第 2は、標
準を組み込んだ製品を安価に開発し販売するという事例である。これは、価格競争の中

でのシェア獲得に関係する。続いて第 3 に、自社の製品が高く評価される検査・評価基
準を標準化するという事例がある。そして第 4 は、標準化で非競争領域を設定し、研究
開発資源が集中的に投資されるという事例がある。これは、製品付加価値によりシェア

を獲得するものである。第 5 は、インタフェースを標準化し、コア技術はブラック・ボ
ックス化するという事例である。これは技術非開示による製品シェアの確保を意味する。

第 6 は、策定される標準の周囲を自社の特許で押さえるという事例である。そして、第
7 に、本報告の中心となる、策定される規格に自社の特許を入れるという事例がある。
これは、策定される規格の中に自社の特許及び知財を直接入れるという事例である。そ

こで目指す目標は、標準普及によりロイヤルティ収入が増加することであり、それは標

準を利用した周辺機器で利益が確保されることを前提としている。経済産業省ではこの

部分のルールを厳格になされるべきということを繰り返し提唱しており、ここではそれ

らを中心に紹介する。 
 
（２）知財を含む標準の動向 
 大前提として、本当に知財は標準化に入っているのだろうかという問題がある。ITU-C
と IECの中に特許を含む声明書の提出数がどのくらいあるのか調査したところ、それは
1980 年代から 2004 年にかけて次第に増えていっているということが判明した。ISO に
関しては、残念ながらそのようなデータを取れる環境にないので現段階では分からなか

った。しかし、いずれにせよ特許声明書提出数は増加してきているというのが確かなこ

とであろう。また近年の傾向としては、一つの規格の中に数多くの特許が入ってきてい

る事実である。例えば ITU-T の特許声明書が提出されている標準化の例をみてみると、
標準化番号 H.262では、84社が特許を持っている。同じ事は ISO/IEC（JTC1）にも見ら
れ、一つの規格の中に数多くの特許が入るという標準が現在次々とできつつあるという

ことが分かる。さらに ITU-Tの特許声明書提出数の累積的推移を見ていくと、近年に特
徴的な事としては、標準を作っているメンバー以外の声明書数が 2005 年の段階で約 2
割に及んでいることだ。この数は次第に増加してきており、特許を持っている人々の範

囲が拡大してきていることが分かる。標準化を進めているメンバー以外の特許、つまり

潜在的にホールドアップとなる特許が増加してきていることをこの結果は意味してい

る。なおホールドアップとは、標準を構築した後に、その標準内の同一案件に関する特

許を持っている人が出てきて、その人が自らの特許を使うことを拒否するとういう事象

のことである。現在の環境は、次第にこのホールドアップが発生しやすい環境に移行し
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てきているといえよう。 
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図４－２－１ 特許声明書提出数の推移 
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図４－２－２ 多くの特許声明書が提出されている標準の例 
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図４－２－３ 特許声明書提出数の推移(累積） 
 

（３）特許声明書提出状況 
 以上述べてきたように、特許声明書提出状況は次第に増加してきていることを述べて

きたが、各標準化団体が定める規格数の中にどのくらいその声明書が含まれているのか

を調査すると、まだまだ声明書は少ないことが分かる。例えば、2004 年のITU-Tでおい
ては、規格数 3450 件の中に特許関連規格数が 219 件、声明書提出数が 1369 件となり、
声明書提出比率はわずか 6.3％である。異なる標準化団体においても状況は同じで、JTC1
におけるその比率は 4.3％、JISCでは 0.4％、ISOでは 0.2％、IECでは 0.7％の提出率であ
る5。よって、特許が入っている標準というものはまだまだ少ない状況といえるが、これ

から次第に増加してくるであろうことは容易に予想される。 
 
（４）知的財産と標準化の関係 
 次に知的財産と標準化の関係について考えていく。我々行政側からすれば、標準化に

はライセンサーとライセンシーとの間に情報のバランスを確実に取ったルールを内包

していることが重要になってくる。というのも近年は、最先端技術の標準化により、標

準化された技術に特許等の知的財産が包含されるケースが増大し、両者の間の思惑が異

なってきているからだ。ライセンサーは自社が保有する特許等を含んだ技術を標準化す

ることで、市場を拡大し、利益を増加させたいと考えており、一方ライセンシーは標準

化された技術を使用する際に、そこに含まれた他社特許を容易に、かつリーズナブルに

使用したいという思惑を持っているからだ。これらの両面を満たすということが重要な

ことである。そのため、我々は標準化における知的財産取扱ルールの明文化・共通化を

図り、ホールドアップ防止による事業停止リスクの低減、ライセンス獲得を容易にする

仕組み（パテントプールなど）の整備が必要であると考えている。 
 

                                                      
5 本数字の大半はJISC事務局による調査であり、公式に発表されたものではない。ISO、IEC
の各数からは、JTC1分を除外してある。 
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（５）経済産業省における検討体制 
 そこで経済産業省では、現在、調査・検討体制を整えているところである。例えば委

託調査費を使って「標準化と知的財産に関する研究会」を設立し、日本企業に対する知

財取扱に関するニーズ、またライセンサー、ライセンシーに対するインタビューや海外

標準化フォーラム等を通じて知財取扱ルールの調査を行っている。その成果が「特許権

等を含む標準制定に関する検討委員会」にインプットされ、JIS 策定における知財取扱
ルールの改定、国際機関に提案するわが国の意見の整理等が行われている。 

 • 「特許権等を含む標準制定に関する検討委員会」
– JIS策定における知財取扱ルールの改訂
– 国際機関に提案する我が国意見の整理 等

» 座長：丸島儀一キャノン顧問

• 「標準化と知的財産に関する研究会」(委託調査）
– 我が国企業に対する知財取扱に関するニーズ調査
– ライセンサー、ライセンシーに対するインタビュー調査
– 海外標準化フォーラム等の知財取扱ルールの調査

» 座長：一橋大学長岡教授
» 委託先：㈱三菱総合研究所

成果のインプット

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４－２－４ 経済産業省における検討体制 
 
（６）WSCにおける検討 
 なおそのようなルールの策定に関しては、やっと近年、国際標準化機関において始ま

ったばかりである。ISO、IEC、ITUの共同活動の場として設立されたWSC（World Standards 
Cooperation）は、2004 年 11 月にパテントポリシーに関する議論を開始することに合意
し、現在パテントポリシーに関する共通文書の作成等を精力的に進めている。 
 詳しくは次の 3点を中心に検討してきている。第 1に、パテントポリシーそのものに
関する検討である。第 2には、パテントポリシーの実施に関するガイドラインと FAQに
ついての検討であり、第 3は特許の権利主張や特許声明書の付された規格の保管、さら
に関係する特許に関する情報を含むデータベースへのパブリック・アクセス等が行われ

た。そして 2005年 2月 7日には、ついに WSC第 4回会合でパテントポリシーの統一を
検討することになった。その際に、パテントポリシーの原則や様式を整合させたドラフ

ト 2 案が提示された。2005 年 7 月には、WSC における検討状況が公表された。次の 3
つのステップに従って作業が行われていることが明かされたのである。ステップ１とし

て、各機関のポリシーが基礎となっている原則を述べた共通の宣言文書の提案がなされ

た。ステップ２として、各機関の原則を実施するための共通様式の提案がなされた。そ

してステップ３では、ISO、IEC、ITU共通のパテントポリシーとなる文書の提案がなさ
れた。このようにパテントポリシーに関する動きが見られるようになった一端は、日本

が何度も公正なルールを厳密に作成して欲しいという意見を出し続けてきたことにあ

るだろう。 

 60



しかし、ISO/IEC と ITU-T のルールは非常に異なっているので、統合に手間取ってい
るのが現状である。そこで我々は、2005 年 9 月、12 月に ISO と IEC 事務局長宛に直接
IPR（Intellectual Property Right；知的所有権）問題に対する JISCの具体的意見とガイド
ライン案を送付したりし、この問題に積極的に関与した。 

 
（７）現状のパテントポリシー 

現状のパテントポリシーを見てみると ISO/IECと ITU-Tのルールの違いがよく分かる。
ISO/IEC 側は、ルールが非常に不十分で、ガイドラインや宣言書のフォーム、包括宣言
といったものがない。また、保存・公開に関する規定がなく、データベースをきちんと

作ることさえ分化されていなかった。一方 ITU-Tは、それらがよく整備されていた。 
 

再検討規定のみ

ISO/IEC ITU-T

具体的対応手順対ﾎｰﾙﾄﾞｱｯﾌﾟ

規格提案者 事務局コーディネート

規定なし保存・公開

なし あり宣言書フォーム

なし ありガイドライン

RANDのみ FREE,RAND、拒否宣言種別

事務局がWEB公開

規格に入れても良い 規格に入れても良い特許の扱い

一切関与しない 一切関与しない事務局の関与

なし あり包括宣言

一部 あり互恵主義

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４－２－５ 現状のパテントポリシー 
 
（８）新たなパテントポリシー案 

そのため、我々は、ISO/IEC 側に ITU-Tと同レベルのものを作るように要望した。そ
のような働きかけもあり、現在 ISO/IEC側の事務局は、ほとんどの部分で ITU-Tと同じ
水準に達する新しいパテントポリシーの案を出してきている。ただ、相手にあわせて戦

略を変える互恵主義もしくは相互主義については、ISO/IEC が ITU-T と同レベルの水準
に達するか未定である。ITU-T は通信の世界にあり、大企業が参加しているので互恵主
義というものが非常に動きやすいが、ISO/IEC は大企業から中小企業まで参加企業が非
常に多く、厳しい経営主義がきちんと機能するのかどうか整理した上で検討していかな

ければならない。しかし、その点を除けば ISO/IECは今後 ITU-Tとほぼ同レベルのパテ
ントポリシーが作れるはずである。ただ、ここで紹介した動きはまだ構想段階なので、

今後様々な機関との調整が必要であろうと思われる。それを踏まえても、我々は各方面

からの支援にも支えられ、2005年にパテントポリシーに関して非常に画期的な成果を得
られたと考えてよいと思われる。 
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図４－２－６ 新たなパテントポリシー案 
 
（９）国際標準化機関への今後の対応 

今後の国際標準化機関への対応としては、今年の 3月に ISOの理事会、その後の IEC
評議会において、三団体の IPRポリシーに関する基本合意文書が採択され、ガイドライ
ン案の詳細検討が行われると予想されるので、これに対して積極的に関与していくつも

りである。また我々は、パテントポリシー及びガイドラインの円滑な運用とその実施状

況等についてのレビューを作成する目的及び現在の WSC が一般の国々を除外する組織
であるため、各国が参加できる IPR問題の議論の場を設置することを今後要求していく
だろう。さらに我々は、2006 年 6 月に開催される IPR に関するワークショップに JISC
からもスピーカーを派遣し、各国の積極的取り組みを促すよう努力するつもりである。 

 
（１０）国内の知的財産と標準化に関する認識 

続いて、国内の知的財産と標準化に関する認識を調査したアンケート（「標準化にお

ける特許の取り扱いについてのアンケート」三菱総合研究所調査）結果を紹介する。こ

のアンケートは、2005年 12月 21日から 2006年 1月 23日までインターネット・アンケ
ート形式で実施したものである。また ISO/IECの国内審議団体のうち、特許問題への関
連が想定される 123の団体を抽出し、これらの団体を通じて、それぞれの標準化委員会
がアンケートに回答するように依頼した。有効回答は 205で、その構成はいわゆる大企
業と呼ばれるところの標準化参加者が多かった（5,000 人以上の従業員を持つ企業が
37％、2,000～4,999 人は 10％）。この結果は、やはり標準化は圧倒的に大企業に依存し
ていたということを示す。さらに、標準化参加者の年齢及び標準化経験を見てみると、

長期間に渡って標準化作業に携わっている人が多いことが分かった。40 代、50 代の参
加者が全体の 78％を占めており、5年以上の標準化経験を持っている人が 61％にも達し
ている。このような経験豊富な人々が、日本の標準化を担っているのである。それでは
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その標準化参加者の本務はといえば、本日の前半の報告にもあったように、46％が研究
開発と商品企画・設計に携わっている人々で、専業で標準化に就いている人々は全体の

4 分の 1 にしか達していない。また、標準化参加者が所属する組織に関しても同様の傾
向が見られ、研究開発部門と商品企画・設計部門に所属する人々が 51％にまでに達して
いる。標準化を専門に担当する部署に所属する人はわずか 21％である。ここで面白いの
は、欧米では経営企画や事業部の仕事を本務している人々も標準化に携わっているのだ

が、日本ではそのような部門の人々はほとんどいないということである。日本での標準

化は、まさに研究開発や商品企画・設計に携わっている人々によって、本業の仕事の一

部として進められていることが分かる。我々は、この傾向が日本の標準化戦略の遅れに

繋がっているファクターのではないかと考えており、今後も研究を進める予定である。

ただ標準化に携わっている人々は、上記で述べたように経験が豊富な人が多いので、わ

が国の標準化人材もそれなりに充実していることは間違いないといえよう。 
さらにアンケート結果について興味深いデータは、標準化に携わる人々の約半数が特

許を含む標準化が作成できることを知らなかったという事実である（ISO/IEC で 46％、
JISで 49％）。これは意外な結果であるといえよう。我々はこれまで標準に特許を入れる
ルールを作成するため努力してきたのだが、実際に標準を作っている人々の半数はまだ

標準というのは特許にならない、標準に特許を入れてはならないのだと考えているので

ある。だから、今後標準を積極的に利用するためには、まだまだ情報不足の状態にある

といえよう。また、パテントポリシーに関する認識も十分ではなく、パテントポリシー

を読んだことのない人が、半数以上に及んでいる（ISO/IECで 64％、JISで 68％）。日本
ではまだ標準の世界における特許に関する情報は、関係者の間に十分に伝わっていない

ということが分かる。我々はそうした結果を率直に認識し、今後新しい政策を展開して

いかなければならないと考えている。 
 

300～499人
7%

500～999人
9%1,000～1,999人

8%

100～299人
12%

50～99人
7%

～19人
8%

30～49人
2%

20～29人
0%

2,000～4,999人
10%

5,000人以上
37%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所：「標準化における特許の取り扱いについてのアンケート（三菱総合研究所調査）」より 

 
図４－２－６ 標準化参加者所属企業の従業員数 
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出所：「標準化における特許の取り扱いについてのアンケート（三菱総合研究所調査）」より 
 

図４－２－７ 標準化参加者の年齢・標準化経験 
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出所：「標準化における特許の取り扱いについてのアンケート（三菱総合研究所調査）」より 

 図４－２－８ 標準化参加者の本務
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出所：「標準化における特許の取り扱いについてのア

 
   図４－２－１０ 特許を含む標準が
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図４－２－９ 標準化参加者の所属組
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出所：「標準化における特許の取り扱いについてのアンケート（三菱総合研究所調査）」より 
 

   図４－２－１１ パテントポリシーの認知 
 
（１１）今後の課題 

まず短期的な課題としては、第 1に包括的特許宣言の有効性、互恵主義の整理等を継
続的に検討するということである。第 2としては、標準化参加者に対し標準化における
特許取り扱いの手順を周知・徹底させることである。第 3は、企業における事業戦略組
織に対し、標準と知的財産の戦略的活用事例の情報提供を行うということである。例え

ば本日の研究会の成果を配信すること等である。そして、長期的な課題としては、第 1
に標準化活動における特許調査の必要性、その責任主体、実現の可能性等について検討

する必要性がある。第 2としては、RAND条件の解釈について、その明確化の必要性等
について検討することである。これは、その明確化を決定したということではなく、明

確の必要性があるのではないかという議論をしていくことである。第 3としては、パテ
ントプールの有効活用、普及策等について検討していくことである。第 4としては、事
業活動における標準化と知的財産の有効活用に関するガイドラインの作成をしていか

なければならないことだ。これには、研究開発と標準化に関するさらなる研究が必要で

あろう。こういった形で我々は、知財と標準化というものを政策的にバックアップしな

がら、関係者に様々な情報提供を今後も継続していきたいと考えている。 
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４－３．環境 JIS動向調査と環境 JIS普及に向けた分類体系 
 
担当：本田 智則（産業技術総合研究所） 
 
 現在企業は環境配慮型製品を数多く販売している。本研究では、それらを如何にして標

準化に取り込んでいくのかについて紹介する。 
 
（１）環境 JISとは 
 まず始めに、環境 JIS とは何かといことについて簡単に解説する。環境省の発表によ
ると、2010 年には環境ビジネスの市場規模は 40 兆円規模に到達し、雇用規模も 100 万
人を超えると予想されている。そのような大きな市場に対して、従来の JIS では十分に
対応することが出来ないという問題が近年生じた。また、生産者は、自社の製品や素材

がどの程度環境に配慮しているのかを、消費者に説明する根拠が必要になった。そこで、

現在は JIS Q 14001取得工場で生産したものであることを根拠の一つとして、自社の製
品が環境的にも優れていることをアピールしている。しかし、従来の JIS Q 14001やエ
コマークだけでは、彼らの全てのニーズを満たすことが出来なかった。そこで 2002 年
以降、従来規格の改訂、新規策定によって、従来の JIS 規格から進化した環境対応を目
指す新しい規格が作られた。それが環境 JIS である。現在、120 規格以上の規格が環境
JIS となっている。これによって環境 JIS という言葉は、JIS が環境保全に貢献するとの
認識を広め、JIS の制定・改訂時に環境側面の導入について検討することを一般化して
きた。 

 

巨大な市場に対して、従来のJISでは十分に対応できない。

そこで、2002年以降、従来規格の改訂、新規策定によって、
JIS規格の環境対応を目指したものが環境JISである。

2010年 環境ビジネス市場は40兆円規模に達し、
雇用規模も100万人を超えると予想（環境省発表）

製品や素材がどのように環境に配慮しているのかを消費者に
説明する根拠が必要である。

生産者のニーズ

JIS Q 14001やエコマークなどがその代表であるが全てのニーズを満たせ
てはいない。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４－３－１ 環境 JISとは 
 
（２）環境 JISの問題点 
 環境 JISが抱えている問題点を整理すると、第 1に、現在 9,000件以上の JIS規格が運
用されているが、今後さらなる普及を図るためには、現在の JIS 規格を踏まえて効率的
に改訂、新規策定し、環境側面の導入が必要である。第 2 としては、市場の中で JIS が
どのように利用されているのか、またどのようなニーズの下で環境 JIS が利用されてい
るか、といった利用状況調査が必要である。第 3に、この点が一番大きな問題なのだが、
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多くの環境 JIS が現在運用されている一方で、策定に一貫性がない等の指摘を受けてい
ることである。環境 JIS 規格を採用することによって、どのような環境負荷を軽減する
ことができるのか明らかではない。例えば、地球温暖化に対応した JIS なのか、それと
も廃棄物処理に対して効果的がある JIS なのかといった事が明らかではないのである。
また、環境 JISには JIS Q 14001等のマネジメント規格が含まれていないことも重大な問
題である。 
 

多くの環境JISが運用される一方、環境JISの策定に一貫性が無い
等の指摘を受けている。

– 環境JIS規格を採用することによって、どのような環境負荷を低減できるの
かが明らかでない。

（温室効果ガスが削減できるのか？　大気汚染を防止できるのか？）

‒ JIS Q 14001等のマネジメント規格が含まれていない　など

利用状況調査
の実施環境JISの

体系的な分類

現在運用されている9000件以上のJIS規格を踏まえて効率的に改訂、
新規策定し、JIS規格に環境側面を導入することが求められる。

市場での環境JISの利用形態とニーズの利用調査が求められる。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４－３－２ 環境 JISの問題点 
 

（３）調査の概要 

環境JISの運用開始から3年以上が経過した。

インターネットを用いた網羅的調査

ヒアリングによる個別調査

現在の利用状況の把握

現在の問題点の把握

利用の好事例の調査
今後の普及に向けた
環境JISの体系的分類

環境JISのさらなる普及と、JIS規格に基づく環境負荷の低減

環境JISの利用状況の確認を行い、

　　・　現在ある問題点の明確化

　　・　今後の普及に向けた方策の立案

 そのような問題点がある環境 JIS が制定、改訂が開始されてきてから早くも 3 年以上
が経過した。そこで我々は環境 JIS の利用状況の確認を行い、現在ある問題点の明確化
と、今後の普及に向けた方策を立てることを目的として調査を実施した。まずその調査

は、インターネットを用いた網羅的な調査及び 9社を対象としたヒアリング個別調査を
行い、現在の環境 JIS 利用状況の把握から始めた。次に利用の好事例の調査、現在の問
題点の把握を行い、最後

に今後の普及に向けた

環境 JIS の体系的分類を
試みた。そこで目指した

ものは環境 JIS のさらな
る普及と、JIS 規格によ
る環境負荷の低減とい

うことである。そこで今

日は、環境 JIS の利用状
況調査、体系的な分類の

実施を行った結果を報

告することにする。 
図４－３－３ 調査の概要        
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（４）環境 JISの利用状況調査 
 まず始めに、環境 JIS 121規格を含めた JIS規格 9707規格について、インターネット
上でどの程度言及されているのかを調査した。調査法としては、Google JAPANという検
索サイトを用い、JIS番号が完全一致（例：JIS A 5901）したサイトをカウントするとい
ったものである。その際、有害サイト除去フィルターは ON の状態にし、すべて独自に
開発したプログラムを用いて自動処理にて行った。このような調査を 9707 の全規格に
ついて実施し、1 規格あたり平均何ページ言及されているかを調べた。その結果は JIS
全体では平均 1規格当たり約 20ページで引用されていたのに対し、環境 JISでは平均約
80 ページで引用されていた。つまり、両者に約 4 倍の差異が見られたのである。また、
1規格あたり 50ページ以上で引用されている規格の割合を比較すると、環境 JISでは 121
規格中、61規格（約 50％）が該当し、一方 JIS全体では 9707規格中、1013規格（約 10％）
がそれに該当した。さらに引用頻度の高い環境 JIS を調査してみると、第 1 位がレディ
ーミクストコンクリート（966 件）、第 2 位が建築用使用塗材（845 件）、第 3 位が合成
樹脂調合ペイントとなっていた。上位 20 規格について見てみても、やはり強制法規や
公共調達基準と関係のある規格がラインキングされていることが分かった。この点に関

してもう少し詳細に検討すると、環境 JIS 121 規格のうち、強制法規又はガイドライン
等に引用されているものは、インターネット上での言及数別に、上位 61 規格（言及数
50件以上）では 52規格（85％）であり、下位 60規格（言及数 50件未満）では 15規格
（25％）であった。以上の結果から、引用数の多い環境 JIS の特徴は、強制法規や公共
調達基準などの政策と強い結びつきがあると考えるのが自然である。 

 
 環境JIS　121規格を含めたJIS規格9707規格について、インター

ネット上でどの程度言及されているのかを調査した。

調査方法

使用検索サイト Google JAPAN
検索条件：　JIS番号の完全一致　（例 “JIS Q 14001 “）
– 有害サイト除外フィルタ：ON
– ヒットしたページ数をカウントした
検索は独自に開発したプログラムを用いて自動化した

結果の概要

JIS全体では1規格あたり約20ページで引用 環境
JISでは約80ページで約4倍の差異が見

の政策と強い結
びつきがあるためであると

されていたのに対して、
られた。

　 原因としては、環境JISが強制法規や公共調達基準など
考えられる。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４－３－４ 利用状況調査の方法 
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環境JISはJIS規格の平均よりも、インターネット上で約４倍引用されている。

環境JIS平均

23ページ
全JIS規格平均

82ページ

1規格あたり50ページ以上で引用されている規格の割合

　　　　環境JIS 　　　 121規格中　　　　61規格（50％）
　　　　　JIS全体 　　　9707規格中　　 1013規格（10％）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４－３－５ 環境 JISの国内での使用状況 
 

規格名称(一部略称) 件数 規格名称(一部略称) 件数

1 レディーミクストコンクリート 966 322

845 300

623 223

554 192

502 166

501 158

439 157

426 151

404 150

341 143

11
プレキャスト
無筋コンクリート製品

2 建築用仕上塗材 12 繊維板

3 合成樹脂調合ペイント 13
酢酸ビニル樹脂
エマルジョン木材接着剤

4 ポルトランドセメント 14 軽油

5 パーティクルボード 15 床仕上げ材用接着剤

6
合成樹脂エマルションペイント
及びシーラー

16 壁紙

7 建築材料のVOC等の定方法 17 住宅用人造鉱物繊維断熱材

8 プレキャスト鉄筋コンクリート製品 18 エコセメント

9 人造鉱物繊維保温材 19 壁・天井ボード用接着剤

10 アルミニウムペイント 20
つや有合成樹脂
エマルションペイント

参考値：JIS Q14001では16,900件

インターネット上での各環境JISへの言及数上位20規格

引用数の多い環境JIS規格の特徴として、強制法規や公共調達基準として利用
されている。

 
図４－３－６ 使用頻度の高い環境 JISとその特徴 
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　 法規・調達基準への

引用件数

引用ページ数が多かった61規格 　　52規格/61規格（85%）
引用ページ数が少なかった60規格 　　15規格/60規格（25%）

環境JISでは、強制法規や公共調達基準への引用が
多くなされており、環境標準化と政策の間には密接
な関係があると考えられる。

どのような強制法規、公共調達基準で使用されているのか？

強制法規・公共調達基準に引用されている規格と、インターネット
上での検索件数の関係

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４－３－７ 環境標準と政策の関係 
 
（５）環境 JISの強制法規、ガイドラインへの引用状況 
 それでは、どのような強制法規、公共調達基準で環境 JIS は使用されているのだろう
か。実際に環境 JISを引用している法律は、グリーン購入法、建築基準法、悪臭防止法、
電気用品安全法、食品衛生法、鉱山保安法、消防法、エネルギーの使用の合理化に関す

る法律等が挙げられる。また公共調達基準とは、例えば自治体等が住宅建築工事などを

行う際に共通仕様書として、どのような材質でなければならないのかといったことを公

表して、それに基づいて建築などを行うといったものである。具体的には、住宅工事共

通仕様書や公共住宅建築工事共通仕様書、建築工事共通（特記）仕様書、建築改修工事

共通（特記）仕様書、各地方自治体建築工事仕様書等、防衛庁仕様書等が挙げられる。

環境 JISの 121規格中 33％（40規格）がこれらの公共調達基準やガイドライン等に引用
されている。では環境 JIS が具体的にどのような形で公共調達基準などに利用されてい
るのか次に見ていくことにする。 
 

環境JISの63規格/121規格中(52%)が、法律に引用されている。

・　エネルギーの使用の合理化に関する法律

・　揮発油等の品質の確保等に関する法律・　消防法

・　住宅の品質確保の促進等に関する法律・　鉱山保安法

・　軽構造船暫定基準,高速船構造基準・　食品衛生法

・　建築基準法及びその政令・　電気用品安全法

・　家庭用品品質表示法・　悪臭防止法

・　建設リサイクル法・　建築基準法

・　容器包装リサイクル法・　グリーン購入法

・　エネルギーの使用の合理化に関する法律

・　揮発油等の品質の確保等に関する法律・　消防法

・　住宅の品質確保の促進等に関する法律・　鉱山保安法

・　軽構造船暫定基準,高速船構造基準・　食品衛生法

・　建築基準法及びその政令・　電気用品安全法

・　家庭用品品質表示法・　悪臭防止法

・　建設リサイクル法・　建築基準法

・　容器包装リサイクル法・　グリーン購入法

環境JISを引用している法律

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４－３－８ 環境 JISを引用している法律 
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環境JISの40規格/121規格中(33%)が公共の調達基準やガイド
ラインに引用されている。

‒ 住宅工事共通仕様書

‒ 公共住宅建設工事共通仕様書

‒ 建築工事共通(特記)仕様書

‒ 建築改修工事共通（特記）仕様書

‒ 各地方自治体建築工事仕様書等

‒ 防衛庁仕様書

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４－３－９ 公共調達基準に引用されている環境 JIS 
 
（６）環境 JISの利用事例 
 環境 JIS の利用事例としては、公共住宅建築工事共通仕様書における事例として、大
阪府の公共住宅設計施工ガイドラインが挙げられる。それによると、JIS A5908 パーテ
ィクルボード（ヒット数 502件）、JIS K5663 合成樹脂エマルションペイント（ヒット数
501件）他が環境 JISの性能以上のものでなければならないと決められている。 
 その他の利用事例としては企業としての活用事例がある。家具の製造企業 A 社では、
「JIS S1021 学校用家具ー教室用机・いす」に基づき、ホルムアルデヒド放散量を押さ
え、子供の健康を考えた製品であることを、その環境 JIS を使って消費者にアピールし
ている。環境 JIS の中ではホルムアルデヒド放散速度が遅いものから順に、エフフォー
スター、スリースター、ツースターとランキングされていて、この A社では自社製品が
フォースターであることをインターネットやコマーシャル、広告上で流し、いかに安全

な商品を販売しているかアピールしている。また最も多くの利用事例があるのは、企業

のグリーン購入・調達で活用されるものだった。建築会社 B社では、グリーン調達品目
リストを作成している。そこには例えば、高炉スラグ骨材を使用したレディーミクスト

コンクリート（JIS A5308）に適合するコンクリートを使用していることや、都市ゴミ焼
却灰を使用して製造される JIS R5214 に適合するエコセメントを使用していることなど
が記載されている。 
 さらに地方公共団体の事例を挙げる。山形県山形市の環境報告書においては、その自

治体でのグリーン購入の対象製品として JIS C9901（電気・電子機器の省エネルギー基準
達成率の算出方法及び表示法）の省エネラベルを活用すると共に、ラベルの意味を市民

に分かりやすく解説している。また大阪府ではリサイクル製品認定制度が実施されてい

る。大阪府では、大阪府循環型社会形成推進条例第 12 条に基づき、循環型社会の形成
に関する基本的施策の一つとして、その社会の形成に寄与する事業を営む企業を育成す

るため、再生品のうち、循環的な使用の促進に特に資するものを認定し、普及に努めて

いるのである。その認定制度を通じて大阪府では、認定製品の需要拡大、廃棄物リサイ

クルの促進、新規雇用の創出といった効果が得られるとしている。現在、180 製品近い
製品が認定のマークを得ている。一方、地方商業組合では、先ほどの JIS C9901 を利用
し「省エネ家電促進キャンペーン」を実施し、省エネラベルの印刷用ソフトを組合員に

 71



無料で配布し、それを活用して地域の商業施設の活性化に役立てようとしている。 
 
 JIS A5908：パーティクルボード　　（502件）

JIS K5663：合成樹脂エマルションペイント（501件）　他 
 

大阪府
公共住宅設計施工ガイドライン (抜粋)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図４－３－１０ 公共住宅建設工事共通仕様書への活用事例 

 
 
家具製造企業　A社　
「JIS S1021 学校用家具－教室用机・いす」に基づき、ホルムアルデヒド放散
料を押さえ、子供の健康を考えた製品

F ☆ ☆ ☆ ☆であることを、コマーシャルに使用し、多くのメディアで取り上げ
られている。

初年度（2004年度）の販売目標を2000台として販売開始し、現在でも販売さ
れている。

A社ホームページより

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４－３－１１ 環境 JISの製品コマーシャルへの活用事例 
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 電器メーカーC社
環境管理物質管理規定（抜粋）

天然砂利等、を代替して
使用できる電気炉酸化ス
ラグを使用した細骨材

 
 
 
 

JIS A 5011-4規格品であ
ること。

JIS R 5214
に適合するセメント

(JIS A5308)に適合する
もの。

コンクリート
用電気
炉酸化
スラグ骨
材

都市ごみ焼却灰を使用し
て製造されるエコセメント

高炉スラグ骨材を使用し
た骨材を使用したもので、
レディーミクストコンクリー
ト

高炉スラグ
骨材使用
コンクリート

天然砂利等、を代替して
使用できる電気炉酸化ス
ラグを使用した細骨材

コンクリート
用電気
炉酸化
スラグ骨
材

都市ごみ焼却灰を使用し
て製造されるエコセメント

高炉スラグ骨材を使用し
た骨材を使用したもので、
レディーミクストコンクリー
ト

高炉スラグ
骨材使用
コンクリート

JIS A 5011-4規格品であ
ること。

JIS R 5214
に適合するセメント

(JIS A5308)に適合する
もの。

建設会社　B社　
グリーン調達品目リスト（抜粋）

すでに多くの企業でグリーン購入・調達基準として環境JISが引用されている。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４－３－１２ 企業のグリーン購入・調達で活用される環境 JIS 
 
 

地方商業組合
「JIS C9901　電気・電子機器の省エネルギー基準達成率の算出方法及び表示
方法」

http://www.h2.dion.ne.jp/~zdskochi/eco.htm

＜提案の趣旨＞（一部抜粋）　
　省エネ家電推進キャンペーンは、家電販売店にお
いて、家電製品に｢省エネラベル｣を表示し、消費者が
製品を購入する際に適切な省エネ情報を伝えて、省
エネ型家電製品の普及拡大を図ろうとするものです。
省エネ型家電製品が普及すれば、消費電力が抑えら
れ、家庭から排出される温室効果ガスが抑制される
ことになるのです。

「省エネ家電推進キャンペーン」を実施し、省エネラベルの印刷用ソフトを組合
員に無料で配布しこれを活用して地域の商業施設の活性化に役立てている。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４－３－１３ 環境 JISの商業組合での活用事例 
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大阪府リサイクル製品認定制度
‒ 複数の環境JISが引用されている。

大阪府
リサイクル製品認定マーク

大阪府では、大阪府循環型社会形成推進条例第１２条にもとづき、循環型社会の形成に
関する基本的施策の一つとして、循環型社会の形成に寄与する事業を営む事業者を育成
するため、再生品のうち、循環的な利用の促進に特に資するものを認定し、普及に努める
ため、大阪府リサイクル製品認定制度を創設している。

大阪府では、認定制度を通じて
　認定製品の需要拡大
　廃棄物リサイクルの促進
　新規雇用の創出
といった効果が得られるとしている。
現在、180製品近い製品が認定マークを得ている。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４－３－１４ 環境 JISの自治体での活用事例 
 
（７）分類体系から見た環境 JIS 
 このように環境 JIS は数多くの場で使用されているということが明確になったのでは
ないかと思われる。ただし、ここで問題になるのは、それらの環境 JIS が果たして十分
に機能しているのかどうかである。すなわち、環境 JIS が環境問題の改善に寄与するこ
とが出来ているのかどうか、そして企業が環境 JIS によって環境問題の改善自社製品に
よってアピールすることが出来るのかどうかの問題である。そこで次に、環境 JIS には
一体何が求められているのかといった疑問について考察することにする。まず JIS 規格
そのものについては、第 1に製品の性能規格がある。これは一定の規格で製造されてい
ることや、耐久性や強度といった品質が十分に保たれているかどうかを定めている。第

2 に品質・性能測定規格であり、それはサイズを測る方法や耐久性や強度を測定する方
法について定めている。この 2つがあって始めて安心して使える製品の流通を促すこと
が出来るのである。環境 JIS では、それらに加え、第 1 に環境主張として、低減できる
環境負荷の値や対象を明確にすることが求められる。例えば、ホルムアルデヒド放散量

が少ないとか、リサイクル材料を使用し、廃棄物を削減できるなどの環境主張である。

第 2に環境負荷を測定する、環境測定規格が必要である。例えばリサイクル率に関して、
現状では様々な企業で異なった基準に基づいてリサイクル率が算定されている。このよ

うな比率の基準が明確に規定されないと、例え、消費者がリサイクル率 100％という表
示を見たとしても、それが本当にリサイクル 100％なのかどうか知りうる手段がないと
いった状況に陥る可能性がある。第 3には改善できた量をアピールできる表示規格が必
要であるということだ。この件に関しては、先ほどのエフフォースターのような表示で

消費者にアピールできる規格が求められるだろう。 
 以上の 3 点を踏まえ、我々は環境 JIS をライフサイクルから分類することを試みた。
まず「製品と物流」に関しては、環境主張が資源消費（省エネルギー、リサイクル材料

の使用等）と有害化学物質フリー（有害化学物質の使用削減等）、廃棄物削減（廃棄物
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の使用、製造残渣の削減等）と考えられる。次に「製品の使用」については、省資源（省

エネルギー、節水、超寿命化製品等）と有害化学物質フリー（有機系化合物の含有量・

放出量削減、除去機能など）が上げられる。そして「製品の処分」に関しては、廃棄物

削減（詰替え可能、リサイクル可能、解体容易設計、廃水処理、サーマルリサイクル等）

が挙げられる。これらのそれぞれに、製品規格（製品規格、表示規格）測定規格（品質

規格、環境測定）を用いて算定することになる。例えば、ライフサイクルが「製品の使

用」で環境主張が有害化学物質フリーの事例について考えてみると、VOCs の含有量・
放出量削減が考えられる。その製品規格 S 1021（学校用具）では、表示規格が A 5905（繊
維板ホルムアルデヒド放散量の表示）、品質測定が ISO 7172（安全性の試験方法）及び
ISO 7173（強度と耐久性の試験方法）となり、環境測定が JISA 1460（建築用ボード類の
ホルムアルデヒド放散量の試験方法）及び JISA 1901（建築材料の VOC等の放散測定方
法）ということになる。それらの規格によって、該当学校用具は晴れて安全性に関する

製品の強度や耐久性などが十分であるという根拠を示すことができ、また環境的に問題

がないという理由も示すことができる。さらに環境面でどの程度安全であるのかといっ

たことを消費者にアピールすることもできる。このように、学校用具等のシックハウス

に関する規格では、製品規格、表示規格、品質規格、環境測定のすべての規格が提供さ

れている。しかしコンクリートやセメントの規格では、レディーミックスコンクリート

やエコセメント等優れた製品が開発されているにもかかわらず、環境測定規格の策定が

十分であるとはいえない。（注:エコセメント規格では廃棄物が 50％以上含まれているこ
とが規定されており、また、高炉セメントなどでも廃棄物の含有量に応じて A,B,Cとラ
ンクが分けられており、規格上は環境測定がなされているものもある。） 

 
 
 
 
 
 ｰ　製品性能（品質）などを規定する規格 [製品性能規格]

[品質・性能測定規格]

改善に寄与すること

改善をアピールできること

ｰ　測定方法などを規定する規格

•　環境問題の
• 環境問題の
JIS規格

ｰ　低減できる環境負荷の特定 [環境主張]
　　（地球温暖化、廃棄物削減 etc.）
ｰ　改善をアピールできる表示方法 [表示規格]
　　（リサイクル率、ホルムアルデヒド含有量　etc.）
ｰ　環境負荷の測定方法 [環境測定規格]
　　（VOCの測定方法、NOxの測定方法 etc.）

環境JIS規格に求められていることは・・・
ｰ　低減できる環境負荷の特定 [環境主張]
　　（地球温暖化、廃棄物削減 etc.）
ｰ　改善をアピールできる表示方法 [表示規格]
　　（リサイクル率、ホルムアルデヒド含有量　etc.）
ｰ　環境負荷の測定方法 [環境測定規格]
　　（VOCの測定方法、NOxの測定方法 etc.）

環境JIS規格に求められていることは・・・

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４－３－１５ 環境 JISには何が求められているのか 
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製品規格 表示規格 品質測定 環境測定

省エネルギー a1 b1 c1 d1

リサイクル材料の使用 a2 b2 c2 d2

有害化学物質フリー 有害化学物質の使用削減 a3 b3 c3 d3

廃棄物の使用 a4 b4 c4 d4

製造残渣の削減 a5 b5 c5 d5

省エネルギー a6 b6 c6 d6

節水 a7 b7 c7 d7

長寿命化製品 a8 b8 c8 d8

有機系化合物の含有量・放出量削減 a9 b9 c9 d9

重金属類の含有量・放出量削減 a10 b10 c10 d10

その他の有害物質の含有量・放出量削減 a11 b11 c11 d11

有害化学物質の除去機能 a12 b12 c12 d12

詰替え可能 a13 b13 c13 d13

リサイクル可能 a14 b14 c14 d14

解体容易設計 a15 b15 c15 d15

排水処理 a16 b16 c16 d16

コンポスト化可能 a17 b17 c17 d17

サーマルリサイクル a18 b18 c18 d18

製
品
の
処
分

廃棄物削減

有害化学物質フリー

廃棄物削減

製品規格 測定規格

省資源

製
品
の
使
用

省資源

ライフサ
イクル

環境主張

生
産
と
物
流

 
図４－３－１６ 環境 JISの分類方法 

 
 シックハウスに関する規格では、製品規格、表示規格、品質測定、環境測定のすべての

規格が提供されている。

製品規格 表示規格 品質測定 環境測定
S 1021
学校用家具

JIS S1016
講義室用連結机

JIS S1061
家庭用学習机

JIS S1102
住宅用普通ベッド

他５件

A 5905：繊維板
ホルムアルデヒド
の放散量の表示

ISO 7172
安定性の試験方法

JISA1460
建築用ボード類
のホルムアルデヒ
ド放散量の試験
方法

ISO 7173：強度と
耐久性の試験方法

測定規格

VOCsの含有量・
放出量削減

製
品
の
使
用

有害
化学物質
フリー

JISA1901：建築
材料のVOC等の
放散測定方法

ライフサイ
クル

環境主張
製品規格

 
コンクリートやセメントの規格では・・・。

 
製品規格 表示規格 品質測定 環境測定

R5201
セメントの
物理試験方法

R5202
塩素測定

R 5214
エコセメント

R5204
化学成分の試験

A5308
レディーミクス
コンクリート

製品規格 測定規格

廃棄物の使用
生
産

廃棄物削
減

ライフサイ
クル

環境主張

環境測定
規格は 
規定されて
いない 

 
 
 
 
 
 

図４－３－１７ 分類を用いた規格の策定 
（注:エコセメント規格では廃棄物が 50％以上含まれていることが規定されており、ま
た、高炉セメントなどでも廃棄物の含有量に応じて A,B,C とランクが分けられており、
規格上は環境測定がなされているものもある。） 
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（８）まとめ－経済性と環境性を追求するための環境 JIS策定 
 最後に、まとめとして、経済性と環境性を追求するための環境 JIS の策定といった問
題に言及して終わりとする。環境 JIS の推進過程では、強制法規や公共調達基準への引
用が多くなされており、環境標準化と政策の間には密接な関係があることが本研究によ

って分かった。また環境 JIS というは従来の JIS 規格とは異なり、既存の公的調達基準
もしくは民間の調達基準などに利用されて初めて、経済性の向上や環境配慮型製品市場

の拡大に寄与できるということが判明した。よって、環境 JIS は既存の調達基準などで
利用されることにより、環境負荷の低減という問題に貢献できるのだといえよう。だか

ら環境 JIS は、企業や自治体といった需要者の調達基準等の構造を見据えた上で、その
原案策定を推進していくことが求められると言えるのではないだろうか。 

 
 

環境JISの推進では、強制法規や公共調達基準への引用が多くなされ
ており、環境標準化と政策の間には密接な関係があるといえる。

標準化と経済性

環境JIS
既存の
　公的調達基準
　民間の調達基準

環境JISは既存の調達基準などで利用されて初めて環境負荷の低減を果たせる。

 
 
 
 
 経済性向上を果たしつつ

環境配慮型製品市場拡大採用

企業や自治体といった需用者の調達基準等の構造を見据えた上で、
環境JISを提案、原案策定していくことが求められる。

 
 
 
 
 
 
 

図４－３－１８ まとめ－経済性と環境性を追求するための環境 JIS策定 
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第５章 企業や事業戦略関係者への情報発信 
 
５－１．研究・技術計画学会 
 

研究・技術計画学会は、技術経営の向上と科学技術関連政策の立案と推進等、科学技

術の経営・政策全般にわたる研究交流と情報交換を図ることを目的としている。学会員

は、企業の技術経営者および技術企画管理スタッフ、研究開発マネジャー、科学抜術関

連政策の立案推進者、国・公立研究機関の研究所長、スタッフ、マネジャー、大学の研

究指導者、研究組織の運営担当者、等である。平成１７年１０月２２日、２３日に政策

研究大学院大学において平成１７年度の第２０回年次学術大会が開催された。この場で、

標準化経済性研究会で議論してきた内容等を中心に以下の９本の発表を行った。 
 

１０／２３（日） 
（１）一般講演（ホットイシュー）国際的技術標準戦略と研究開発②  

１０：４５～ （座長：小川紘一） 
 
１）２K０８  江藤 学（経済産業省） 

知的財産権と標準化について 
 
２）２K０９  ○吉川 治(島津製作所）、横田 真（経済産業省） 

デジュール標準化における戦略的提案 
 

（２）一般講演（ホットイシュー）国際的技術標準戦略と研究開発③ 
１４：４５～ （座長：金正勲） 

 
１）２K１３  ○新宅純二郎、善本哲夫、 

         小川紘一（東京大学ものづくり経営研究センター） 
標準化をベースにした国際協調戦略 
－DVD産業におけるアーキテクチャ分析－ 

 
２）２K１４  ○小川紘一、新宅純二郎（東京大学ものづくり経営研究センター） 

         善本哲夫（同志社大学／東京大学ものづくり経営研究センター） 
DVDの標準化に見る日本企業の事業戦略 
－標準化による新たな高収益ビジネス・モデルを求めて－ 

 
３）２K１５  ○土井教之（関西学院大学）、長谷川信次（早稲田大学） 

         徳田昭雄（立命館大学） 
自動車産業における部品標準化の経済的効果 
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４）２K１６  ○徳田昭雄（立命館大学）、土井教之（関西学院大学） 
        長谷川信次（早稲田大学） 
  車載 LANにおける標準化活動－車載半導体メーカーの事例－ 

 
（３）一般講演（ホットイシュー）国際的技術標準戦略と研究開発④ 

１６：１５～ （座長：新宅純二郎） 
 
１）２K１８  ○横田 真（経済産業省）、吉川 治(島津製作所） 

事業戦略ツールとしての標準化 
 
２）２K１９  ○椙山泰生、長内 厚（京都大学大学院） 

標準化競争における戦略の多面性 
－メモリーカード業界における競争と強調－ 

 
３）２K２０  ○梶浦雅己（愛知学院大学）、内田康郎（富山大学） 

バーコードの標準化－QRコードを中心に－ 
 
４）２K１６  ○徳田昭雄（立命館大学）、土井教之（関西学院大学） 
        長谷川信次（早稲田大学） 
  車載 LANにおける標準化活動－車載半導体メーカーの事例－ 

 
５－２．事業戦略と標準化ミニシンポジウム 
 
 ミニジンポジウムは、インタビューにご協力いただいた方々を始め、関係者の皆様方

に対して個別事例テーマにおけるこれまでの研究成果をご報告させていただくととも

に、各テーマをより深く掘り下げることを目的に、報告者と参加者とのディスカッショ

ンの場を設けた。テーマについては、平成１６年度からの継続テーマである自動車産業

とＤＶＤ関連機器を取り上げた。また、議論の深化を図るべく、発表テーマと同一業界

を対象に参加者を募集し、比較的小規模での開催を試みた。 
 

（１）自動車産業における事業戦略と標準化 
■日 時：平成１８年１月１６日（月） １３：３０～１６：３０（開場１３：００） 
■会 場：経団連会館 １１階 １１０１号室（縄文） 
■プログラム： 
１３：３０ 開会        

１３：３０ 主催者挨拶 江藤 学 経済産業省 産業技術環境局工業標準調査室長  

１３：４０～１４：１０  

報告１：自動車産業における部品標準化の経済的効果  

報告者：土井教之 関西学院大学経済学部 教授  

１４：１０～１４：３０ 討論１       
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１４：３０～１５：００ 

報告２：自動車メーカーの標準化戦略－車載電子制御システムを中心として－  

報告者：長谷川 信次 早稲田大学社会科学総合学術院 教授  

１５：００－１５：２０ 討論２ 

１５：２０－１５：３５ 休憩    

１５：３５－１６：０５ 

報告３：車載 LAN における標準化活動－半導体メーカーの事例－  

報告者：徳田 昭雄 立命館大学経営学部 助教授  

１６：０５－１６：２５ 討論３ 

１６：２５－１６：４５ 全体討論      

１６：４５       閉会   
 
（２）ＤＶＤ関連機器等における事業戦略と標準化 
■日 時：平成１８年１月１７日（火） １３：００～１６：００（開場１２：３０） 
■会 場：経団連会館 １１階 １１０３号室（大和） 
■プログラム： 
１３：３０ 開会        

１３：３０ 主催者挨拶 江藤 学 経済産業省 産業技術環境局工業標準調査室長  
１３：１０～１３：４０ 
報告１：DVD関連機器における事業戦略と標準化（その１） 
報告者：小川 紘一 東京大学ものづくり経営研究センター 特任研究員 

１３：４０～１４：１０  
報告２：DVD関連機器における事業戦略と標準化（その２） 
報告者：善本 哲夫 東京大学ものづくり経営研究センター 特任研究員 

１４：１０～１４：４０  
報告３：DVD関連機器における事業戦略と標準化（その３） 
報告者：新宅純二郎 東京大学ものづくり経営研究センター 研究ディレクター 

１４：４０～１４：５５ 休憩    
１４：５５～１６：００ 全体討論 
１６：００        閉会   
 
５－３．第２回 事業戦略と標準化シンポジウム－標準化の経済性－ 
 
 前年度に引き続き、本報告書の第３章に報告した事業戦略に標準化を組み込み利益を

出した事例等を、企業経営者や事業戦略スタッフに紹介し、標準化の重要性を共有して

いただく場として、平成１８年３月１日に経団連会館国際ホールにおいて、経済産業省

主催、社団法人日本経営者連合会共催、財団法人日本規格協会協賛で、事業戦略と標準

化シンポジウムを開催した。 
今年度は、企業の事業戦略と標準化の事例報告のみならず、本報告書の第４章の政策

と標準化の事例についても報告を行い、経済産業省にて議論を始めた研究開発・知的財

 80



産・環境 JISと標準化の関係について紹介した。 
シンポジウムの最後に、「ある事例で成立しているビジネス・モデルは、他の事例では

成立しうるか。成立しないのであればその理由は何か。」という視点でパネルディスカ

ッションを行うことにより、事業戦略と標準化の事例報告の統括を試みた。 
 
【第２回 事業戦略と標準化シンポジウム －標準化の経済性－ プログラム】 

 
■日 時：平成１８年３月１日（水） １３：００～１８：１５ 
■場 所：経団連会館 １１階 国際会議場 
■プログラム： 
１３：００～１３：１０ 開会挨拶  
  松本隆太郎 経済産業省 産業技術環境局 大臣官房審議官  

１３：１０～１３：２０  経済団体連合会挨拶  
  尾形仁士 三菱電機 株式会社 上席常務執行役／開発本部長 
       社団法人 日本経済団体連合会産業技術委員会 国際標準化戦略部会長       

１３：２０～１３：３０  標準化経済性研究会の活動 
  横田 真 経済産業省 産業技術環境局 標準企画室長  

１３：３０～１３：５５  電子部品に見る事業戦略と標準化 
  小川紘一  東京大学 ものづくり経営研究センター 特任研究員  
  新宅純二郎 東京大学 ものづくり経営研究センター 研究ディレクター 
  善本哲夫  同志社大学 商学部 講師／ 

東京大学 ものづくり経営研究センター 特任研究員  
１３：５５～１４：２０  半導体産業の事例 
             － 300mmシリコンウェーハ標準化のインパクト －  

富田純一  東洋大学 経営学部 講師／ 
東京大学 ものづくり経営研究センター 特任研究員  

立本博文  東京大学 ものづくり経営研究センター 特任助手 
１４：２０～１４：４５  ＱＲコードの事例 －“ローバル型標準”の戦略 －  

梶浦雅己  愛知学院大学 商学部 教授 
内田康郎  富山大学 経済学部 助教授 

１４：４５～１５：１０  自動車メーカーの標準化戦略  
             － 車載電子制御システムを中心として －  
   土井教之  関西学院大学 経済学部 教授          
   長谷川信次 早稲田大学 社会科学総合学術院 教授 
   徳田昭雄  立命館大学 経営学部 助教授 
１５：１０～１５：３５  メモリーカードの事例 － 標準化競争の多面性 －  
   椙山泰生 京都大学大学院 経済学研究科 助教授  

長内 厚 京都大学大学院 経済学研究科 博士課程 
１５：３５～１５：５０  休憩  
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１５：５０～１６：３５  政策と標準化の事例 
 ①１５：５０～１６：０５ Ｒ＆Ｄと標準化  
   足立芳寛 東京大学大学院 工学系研究科 教授  
 ②１６：０５～１６：２０ 知的財産と標準化  
   江藤 学 経済産業省 産業技術環境局 工業標準調査室長 
 ③１６：２０～１６：３５ 環境 JIS動向調査と環境 JIS普及に向けた分類体系  
   本田智則 独立行政法人 産業技術総合研究所 LCA研究センター  

１６：３５～１８：０５  パネルディスカッション  
  【司   会】 

新宅純二郎 東京大学 ものづくり経営研究センター 研究ディレクター  
  【パネリスト】 

尾形仁士 三菱電機 株式会社 上席常務執行役／開発本部長  
社団法人 日本経済団体連合会 産業技術委員会国際標準化戦略部会長 

小川紘一 東京大学 ものづくり経営研究センター 特任研究員 
富田純一 東洋大学 経営学部 講師／ 

東京大学 ものづくり経営研究センター 特任研究員  
梶浦雅己 愛知学院大学 商学部 教授 
土井教之 関西学院大学 経済学部 教授 
椙山泰生 京都大学大学院 経済学研究科 助教授   
横田 真 経済産業省 産業技術環境局 標準企画室長 

 １８：０５～１８：１５  閉会挨拶  
  椋田哲史 社団法人 日本経済団体連合会 環境・技術本部長 

■参加人数２４０名（事務局、研究会メンバー除く） 
 
５－４．書籍の出版について  
 

標準化経済性研究会では、事業戦略と標準化の事例研究の平成１６年度から本年度研

究成果の一部を書籍として出版する。平成１８年３月２３日から全国主要書店にて発売

予定である。 
 

書名：国際競争とグローバル・スタンダード－事例にみる標準化ビジネスモデルとは－ 
経済産業省 標準化経済性研究会 編 

発行：財団法人日本規格協会 
定価：本体２２００円（税別）／四六判・３４０頁（予定） 
 

【目次】 
発刊に寄せて 

第 1章  ＤＶＤにみる日本企業の標準化事業戦略 

－製品アーキテクチャ論による新たな勝ちパターン構築を求めて 

ＤＶＤの標準化プロセスと日本企業の市場戦略・競争戦略／日本企業の新たな勝ちパターン構築 
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第 2章  光ディスクの標準化による国際競争と国際協調戦略 

光ディスク・ドライバのアーキテクチャ分析／国際協調と競合／補完型協業にみる標準化戦略への示唆 

 

第 3章  標準化の利益を阻むもの 

－第 3世代携帯電話の事例 

ＩＭＴ－２０００ デファクト競争を前提としたデジュール・スタンダード／世界に先立って３Ｇが

普及した日本市場／技術規格の国際標準化の限界／水平分業化への戦略的対応 

 

第 4章  標準化戦略の多面性 

―メモリー・カード業界における競争と協調 

メモリー・カードの規格と業界の概要／アプリケーションの多様性と「ブリッジング外部性」／垂直

的な位置取り競争 

 

第 5章  自動車産業における部品標準化の経済的効果 

自動車産業における部品標準化の重要性／部品調達と標準－内部共通化から標準へ？－／部品取引の

標準化（１）取引構造／部品取引の標準化（２）ＪＮＸサービスの効果 

 

第 6章  自動車メーカー「の標準化戦略 －車載電子制御システムを中心として   

自動車産業における標準化と JasPar／JasPar で自動車メーカーがめざすもの／競争構造の変化と自動

車メーカーに対する戦略的含意 

 

第 7章  車載電子システムにおけるデバイス・メーカーの標準化活動 

―JasParにおけるルネサステクノロジの取り組み 

JasParとは／JasPar設立の背景／ルネサスの標準化活動 

 

第 8章  デジュール標準の仕組み 

ＷＴＯ/ＴＢＴ協定／標準化のバリエーションと特徴／標準化団体／国際市場性／デジュール標準策定

プロセス／ケーススタディ 
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第６章 まとめ 
 
６－１．事業戦略と標準化に関するインプリケーション 
 
 本年度研究成果から読み取れる企業が標準化を活用する第一の目的として、「市場創

出、市場拡大」と「コスト削減、生産効率化」の２つがある。しかし、標準が持つ公共

財としての性質により、各プレイヤーが等しく標準化された技術を活用でき、そのメリ

ットを均等に享受する。すなわち、企業が利益を得る機会は増えるが、必ずしも個々の

競争優位や利益確保を約束するものではない。そこで、企業が標準化を最終的に利益へ

結びつけるには、標準の持つ性質と影響を踏まえながら、各々の状況に合わせた利益確

保のための企業戦略や事業戦略と組み合わせることがポイントになってくる。 
 以下、本年度研究成果から読み取れる標準化の目的と共に、企業が利益を確保するた

めに必要と思われる視点の例を合わせて抽出・整理する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）企業からみた標準化の目的 
 １）市場創出、市場拡大（需要サイドへの働きかけ） 
 ２）コスト削減、生産効率化（供給サイドへの働きかけ） 

    ⇒利益を得る機会は増大。 
⇒必ずしも各企業の競争優位、利益確保につながらない。

 
（２）利益確保を考えるための視点の例 
 １）競争領域（差別化領域）と非競争領域（非差別化領域） 
 ２）製品アーキテクチャとの関係 
 ３）補完財での事業展開 
 ４）知的財産権の活用 
 ５）投資戦略との連動（先行者利益の確保、利益回収期間の確保）  

 
 

標　

準　

化

市場創出、
市場拡大

コスト削減、
生産効率化

・競争領域（差別化領域）と
　非競争領域（非差別化領域）
・製品アーキテクチャ
・補完財での事業展開
・知的財産権の活用
・投資戦略との連動（先行者利益
　の確保、利益回収期間の確保
・競争地位ごとの戦略
・・・・

利
益
の
確
保

・産業の基礎的条件
・市場構造（競争環境）
・公共政策
・・・・

■標準が持つ性質とその影響

■標準活用の目的

×

■利益確保のための視点の例■企業を取り巻く
　各種の状況

企業戦略／事業戦略

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図６－１－１ 標準化と利益確保の関係（イメージ） 
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（１）企業から見た標準化の目的 
１）市場創出、市場拡大（需要サイドへの働きかけ） 
 まず、企業が標準化を活用する目的として、製品の需要自体の増加を目指すことが

挙げられる。品質や安全性確保により市場を創出する他、ネットワーク外部性が強く

働く場合、互換性や相互接続確保は市場拡大を後押しする。バリエーションとして、

自社の技術水準の高さを市場に知らしめる活用方法も市場創出・市場拡大を狙ったも

のと考えられる。また、国際標準の先取りによる国際市場への進出もあり得る。この

ような市場拡大に際して、オープン規格の採用は規格間競争を優位にする傾向が強い。

一方、規格への新規参加者が増加すれば、規格内競争が激化する可能性がある。 
 

本事例研究における例： 

DVD・電子機器、半導体産業のサプライヤー（輸送システム関連メーカ
ー）、自動車産業のサプライヤー（車載情報システムのユニットメーカー

と部品メーカー）、メモリーカード 

 
２）コスト削減、生産効率化（供給サイドへの働きかけ） 
 標準化を活用するもう一つの目的として、生産コストの削減が挙げられる。部品を

標準化して調達先の独占状態を緩和する、開発コストが膨張した部分を標準化して開

発全体の効率化を図る、作業工程の効率化を図る等である。しかし、市場拡大のケー

スと同様に、標準を採用した企業全体にコスト削減のメリットを与えるため、業界全

体でコストは削減できるが、個々の企業の利益に差異をもたらすとは限らない。 
 

本事例研究における例： 

半導体産業のデバイス・メーカー、自動車産業の OEM（自動車メーカー）、
QRコード 

 
（２）利益確保を考えるための視点の例 
１）競争領域（差別化領域）と非競争領域（非差別化領域） 
 標準化に際して、あくまで自身の非競争領域（非差別化領域）を対象とする。コス

ト削減においては、付加価値の源泉である競争領域（差別化領域）への投資を集中さ

せて、新製品の開発や生産を効率化する。市場拡大に際しても、製品のコモディティ

化（差別化要因の消失による低価格品化、普及品化）による過当価格競争を避けるた

め、自社の技術ノウハウが隠れるよう標準化領域を設定する。 
 「何を」「どこまで」標準化するか、競争領域と非競争領域の判断には、需要サイド

の要件としてネットワーク外部性の大小、ユーザーの経験要素の大小等が関係すると

考えられるが、供給サイドの「強み」「弱み」も同時に関係する。そのため、線引きは

業種や企業ごとに各々異なり一般化は難しい。線引きにぶれが生じるため、標準形成

により自社の競争領域を失う可能性もあり、技術革新による新たな競争領域の設定等、

次のフェーズにおける利益確保の仕組みを考える必要性がある。 
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２）製品アーキテクチャとの関係 
 市場拡大のためのオープン規格採用と共に、ディジタル技術の発展や部品流通等に

より、製品アーキテクチャの「擦り合せ型」から「モジュラー型」への移行が見受け

られる。モジュラー型の製品は大きな市場を形成するが、やがて価格競争に直面する。

そこで、技術革新により競争優位が確保できる擦り合せ型の製品に戻すか、モジュラ

ー型に移行しても利益を確保できる仕組みを構築する必要がある。一例として、製品

内部に自社の技術ノウハウを封じ込めてブラック・ボックス化する「外部＝モジュラ

ー型」「内部＝擦り合せ型」の組み合わせ戦略が考えられる。これは、製品内部に自

社が競争優位に立てる技術ノウハウを集中させて外形標準や性能標準を採用する戦

略で、１）で述べた競争領域（差別化領域）と非競争領域（非差別化領域）の線引き

と関係する。 
 
３）知的財産権の活用 
 一般に知財は私的財で標準は公共財であるという認識があるが、標準の中に知財を

組み込むパターンもある。まさしく、意図的に「標準化で自らの知財を使わせる」戦

略も重要なポイントと成りうる。これは、上記の２）で述べた製品がモジュラー型に

移行しても利益を確保できる仕組みと関係する。しかし、ロイヤリティを回収するポ

リス・ファンクションを有効に機能させることが同時に必要となる。 
 
４）補完財での事業展開 
 自社のメイン事業領域が直接的に標準化されると、最終的には価格競争に直面して

利益確保が難しくなる。一方、標準化で市場に普及した財の補完財で事業展開するパ

ターンもあると考えられる。そこで、補完財市場において競争優位がある、知財を抑

えている等の要因があれば利益を確保できる。例えば、DVDを普及させてコンテンツ
ビジネスを展開する、普及した完成品の基幹部品で利益を出す等である。また、QR
コードのように自社のサプライチェーンのコスト削減を図った後、他産業へもインフ

ラとして普及させて、コードの読み取り機（リーダー）で事業展開するケースもその

バリエーションと言える。 
 
５）投資戦略との連動（先行者利益の確保、利益回収期間の確保） 
 時間軸に注目して、競合者がキャッチアップするまでに先行者利益を確保する戦略

も重要になってくる。例えば、標準化で生産コストを削減した場合、なるべく速く大

規模な投資で事業を展開する。逆に競合者に出遅れると、先行者利益を奪われ標準化

に係る開発投資が回収できない。ここにおいて、標準化の成果をいち早く取り込む投

資戦略が必要である。同様に、現行の開発投資が回収できるよう、次世代標準策定の

時期を考えることもポイントとなろう。 
 これらは、経営戦略や事業戦略の策定と標準化活動がどれだけ近い距離にあるかが

問題であり、企業内の標準化関連組織の在り方にも関係すると思われる。 
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６）競争地位ごとの戦略（リーダー、チャレンジャー、フォロワー、ニッチャー） 
 利益を出すためのビジネス・モデルや戦略は、企業の競争地位「リーダー」「チャレ

ンジャー」「フォロワー」「ニッチャー」によって異なる。これは、５）の投資戦略と

の連動と関係している。例えば、リーダーが標準化戦略を取るが、フォロワーはより

少ない投資でキャッチアップできるため、価格競争に持ち込むことが有利になるケー

スが考えられる。一方、リーダーは先行者利益確保のため、迅速な投資や、プロダク

トイノベーションにより次々と新製品を世に出すことが必要になる。 
 
６－２．今後の課題 
 
 前節では、本年度研究成から読み取れる事業戦略と標準化に係るインプリケーション

を抽出・整理した。しかし、各論点とも決して独立ではなく、市場環境や企業のポジシ

ョン等により相互に関係し合うものと考えられる。また、考慮すべきウェイトにも差異

があるだろう。 
 どのような状況でどのような戦略の組み合わせが企業に利益をもたらすか、標準化を

活用して企業が成功するパターンや要因をより明確に浮かび上がらせるため、以下の点

に注意することが必要であろう。 
 
（１）事例を見るときのポイント 
１）標準化と企業成果の関係 
 企業の成果から標準化による影響のみを抽出することは難しい。また、前節で見た

ように、企業が標準化で当初狙った効果がストレートに企業成果につながらず、その

中間に様々な要件が絡む。特に、標準化が需要・供給の基礎的条件、市場構造（競争

環境）、企業のポジション等にフィードバックされ、改めて企業行動に影響を与える。

そのため、「標準化→企業の成果」を直接導くのではなく、標準化がもたらす市場構造

等へのダイナミックな影響を考慮しながら、その中で企業が利益を確保するパターン

や要因とは何かを検証することが大切である。 
 
２）利害関係者のせめぎ合いによる標準化形成過程 
 標準化活動は、自社のみではなく利害関係者との戦略的相互依存の関係にある。特

に、標準化による競争領域（差別化領域）と非競争領域（非差別化領域）の線引きを

巡るせめぎ合いの帰結として、プレイヤー間の収益構造に変化をもたらす。このとき、

線引き領域が各々異なるため、ある標準化が一方のプレイヤーに有利に働くが、別の

プレイヤーには不利に働くことがあり得る。 
 利害関係者間のせめぎ合いは、垂直的なバリューチェーン上のメーカーとサプライ

ヤー間で生じることもあれば、水平的な関係にある競合者との間で生じることもある。

事例を分析するとき、どの位置にある企業が、どのような目的と戦略をもって標準化

に取り組み、その結果として誰がどのようなメリットを得ることができたかを見るこ

とが大切である。 
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上記のような注意点から、今後研究会にて取り組むべき課題について整理する。 
 
（２）今後の課題 
１）テーマ性を持たせた事例研究 
 標準化を活用して企業が成功するパターンや要因を解析するにあたり、標準化と事 
業戦略に係るテーマをいくつか設定し、各テーマをより理解するための事例研究を実

施する。事例はあくまでテーマを検証や理解をより深めるための視点で選択する。 
テーマについては、本年度事例研究から読み取れる論点のみならず、標準化と事業

戦略に関して重要と見られるものを積極的に発掘し、仮設検証・問題解決型の事例研

究を展開することが望まれると考えられる。 
 
２）クロスチェックの重要性 

テーマを検証するために、以下のような個別事例を越えたクロスチェックの視点で

事例研究を実施することが大切と考えられる。 
① 競争領域と非競争領域の線引きなど、垂直的なバリューチェーン上のメーカ
ー、サプライヤー等の関係企業・業界に対して、標準化の過程やその目的と

効果について調査する。 
② 条件が類似した事例間（例えば海外事例や過去事例）を比較研究して、標準
化のみの効果を抽出する、または事例を超えた共通項を発掘・確認する。 

 
３）関係者間の利害相克 

多くの企業に標準化の経済性を示して積極的に活用していただくために、利害関係

者間で可能な限り Win-Winの関係が見出せるかも重要なポイントとなろう。標準化活
動は利害関係者間の協調活動と見れば、標準化へのインセンティブに著しい偏りがあ

ることは好ましい状況ではないと思われる。標準の線引きを巡るせめぎ合いで標準形

成が遅れて、最終的に関係者が利益を得るタイミングを失する可能性もあるのではな

いか（例えば、イノベーションによる代替技術・製品の誕生等）。 
同様に、消費者が不利益を被るケースも考えられる。標準形成が遅れてその恩恵が

受けられない直接的な不利益もあれば、特定企業によって独占化する、先行者利益確

保のため消費者利益にそぐわない計画的陳腐化を図る等がある。 
これらは、個別最適と社会最適の乖離を埋めて市場の失敗を補正する公共政策のあ

り方にも重要な示唆を与えるものと考えられる。 
 
４）定量化の試み 
 企業の皆様に対して標準化活用の重要性の認識を広く共有していただくため、現在

は事例研究の手法が中心になっている。一方、標準化経済性のエビデンスとして、今

後は定量化への試みも望まれてくると思われる。しかし、同時に以下の注意点がある。 
① 標準化の効果を一律に定量化するのは難しい。可能な限り対象となるビジネ

ス・モデルやパターンを限定する。モデル定式化における標準と変数の組み合

わせがポイントになる。 
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② 企業の各種成果から標準化の効果のみを抽出することは難しい。モデル定式化

の工夫や追加的な調査による効果の区分けが必要になる。 
③ 必ずしも定量化に必要なデータが完備され入手可能であるとは限らない。 

 
６－３．むすび 
 
 本年度は、昨年度に引き続き個別企業へのインタビュー形式で、企業における標準化

の位置づけとその活用方法に関する情報収集を行った。テーマとしては、DVD関連機器
と自動車産業、フラッシュメモリーを昨年度より継続して取り扱ったほか、新規テーマ

として素材産業とバーコードを取り上げ、研究対象範囲の拡大化を図った。これらの研

究を通じ、標準化が事業戦略に組み込まれて企業が成功するパターンや要因とは一体何

か解析することを試みたものである。また、並行して研究開発、知的財産、環境 JIS を
テーマに政策と標準の関連性を明らかにし、標準の社会経済的な意味合いを浮き彫りに

するための検討も開始した。政策と標準化に関しては、本年度の成果を元にして次年度

以降本格的な研究を開始する予定である。 
 これらの結果は、昨年度同様に第２０回研究・技術計画学会で独立セッションとして、

企業の最高技術責任者（CTO）や技術戦略スタッフに対し情報発信を行い、昨年度から
の継続テーマである DVD 関連機器と自動車産業については２回のミニシンポジウムを
開催することで、実際に実務を担う企業の事業戦略スタッフ等とのインタラクティブな

ディスカッションを通じ研究成果の精度を高めた。また昨年に引き続き第２回事業戦略

と標準化シンポジウムを経済産業省主催、社団法人日本経済団体連合会共催で開催し、

企業経営者や事業戦略スタッフに対する情報発信を行った。更に、昨年度の研究成果と

本年度の研究成果の一部は、書籍の形で出版することにより、より広く世の中に本研究

会の成果を発表することとした。 
 本研究会の成果については企業経営者や事業戦略スタッフに広く情報発信を行うこ

とで、より一層多くの企業が標準化を事業戦略の重要なツールとして活用いただけるよ

う、今後も情報発信に務めていく所存である。 
 本研究会における研究結果を元にして、より多くの企業で事業戦略に基づいた標準化

活動が行われることで標準化担当者に光が当てられるように、今後も標準化と経済性に

ついて検討を加えていく必要がある。 
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